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料金表 

通則 

 

（料金の計算方法等） 

１ 当社は、料金その他の計算について、次表に規定するとおりとします。 

区分 計算方法 

(１) (２)以外のもの  この約款に規定する税抜額（消費税相当額

を加算しない額をいいます。以下同じとし

ます｡)により行います。         

(２) 海外ローミング機能に係るオプショ

ン機能使用料、ａｕ国際通話に関する料

金又は国際ＳＭＳ送信（別表１（オプシ

ョン機能）３欄に規定する国際ＳＭＳ送

信をいいます。以下同じとします｡)に関

する料金（通話料に限ります｡) 

この約款に規定する額により行います。 

２ 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料等、通話料、データ

通信料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料は料金月（その通話を開始し

た日と終了した日とが異なる料金月となる場合の通話料については、その通話を終了した

日を含む料金月とします｡)に従って計算します。 

  ただし、この約款の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるとき

は、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。 

３ 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更するこ

とがあります。 

４ 当社は、その通話を開始した日と終了した日とが異なる場合のその通話に関する料金に

ついては、その終了した日においてその通話を行った契約者回線が適用を受けている基本

使用料の料金種別等の規定に従って計算します。 

  ただし、この約款の特段の規定に従って計算する場合は、この限りでありません。 

５ 当社は、通話料及びデータ通信料については、通信の種類にかかわらず、そのすべての 

料金を合計した額により、請求を行います。 

 

（５Ｇデータ定額の取扱い） 

６ 次表の左欄に定める用語は、それぞれ同表右欄に定めるデータ通信料の取扱いを示しま

す。 

用語 データ通信料の取扱い 

データＭＡＸ定額 料金表第１表第３（データ通信料）１（適用）(３)に定

めるデータ通信料の取扱い 

ピタット定額 料金表第１表第３（データ通信料）１（適用）(４)に定

めるデータ通信料の取扱い 

５Ｇデータ定額の取扱い データＭＡＸ定額、ピタット定額 

 

（基本使用料等の日割り） 

７ 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料等のうち月額で定める料金（以下この項

において「月額料金」といいます｡)をその利用日数（第８号については、第 57 条（基本使
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用料等の支払義務）第２項第３号の表に規定する基本使用料等の支払いを要しないとする

日数とします｡)に応じて日割りします。 

ただし、第 57 条第１項第２号に該当する場合の同号に定める基本使用料等については、

この限りでありません 

(１) 料金月の起算日以外の日に、契約者回線又はオプション機能の提供の開始があった

とき。 

(２) 料金月の起算日以外の日に、契約の解除又はオプション機能の廃止があったとき。 

(３) 料金月の起算日に契約者回線又はオプション機能の提供を開始し、その日にその契

約の解除又はオプション機能の廃止があったとき。 

(４) 料金月の起算日以外の日に、国内通話定額（第２（通話料）１（適用）(９)に定め

る取扱いをいいます。以下同じとします｡)の適用の開始若しくは廃止又はその種類の変

更（以下「国内通話定額の種類変更等」といいます｡)があったとき。 

(５) 料金月の起算日以外の日に、次表に定めるデータ通信料の取扱いの種類の変更があ

ったとき。 

データ通信料の取扱い 

データＭＡＸ定額 

(６) 次表の左欄に定める基本使用料の料金種別の適用を受けている場合であって、料金

月の起算日以外の日に、同表右欄に定めるデータ通信料の取扱いの適用の開始若しくは

廃止があったとき。 

基本使用料の料金種別 データ通信料の取扱い 

標準プラン データＭＡＸ定額、ピタット定額 

(７) 料金月の起算日以外の日に、基本使用料の料金種別の変更等により月額料金の額が

増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少の

あった日から適用します。 

(８) 第 57 条第２項第３号の表の規定に該当するとき。 

(９) 第３項の規定により、料金月の起算日の変更があったとき。 

８ 前項（第９号を除きます｡)の規定による月額料金の日割りは、その料金月に含まれる日

数により行います。この場合、第 57 条第２項第３号の表の１欄に規定する料金の算定にあ

たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する料金日とみなします。 

９ 第７項第９号の規定による月額料金の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により

行います。 

９の２ 当社所定の方法により、ｐｏｖｏ2.0 契約への番号移行があった場合、番号移行が

あった日を含む料金月（以下この項において「番号移行月」といいます｡)の５Ｇ契約に係

る月額で定める料金（基本使用料又はオプション機能使用料以外であって、当社所定のも

のに限ります。以下この項において「特定月額料」といいます｡)について、次表に定める

起算開始日から起算終了日までの期間に係る日数に応じて日割りします。この場合におい

て、計算結果に１円未満の端数が生じた場合の取扱いは、この約款に定めるところにより

ます。 

起算開始日 番号移行月の初日（その料金月において、特定月額料に係るサービス

の提供を開始した場合はその日とします｡) 

起算終了日 番号移行のあった日の前日（特定月額料に係るサービスの提供を開始

した日と番号移行のあった日が同一の日である場合は、その日としま

す｡) 
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（端数処理） 

10 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、

その端数を切り捨てます。 

  ただし、この料金表に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。 

 

11～17 － 

 

（ナンバーシェア副回線に係る料金等の合算請求） 

18 当社は、ナンバーシェア副回線に係る料金その他の債権について、そのＬＴＥ契約者回

線に係るナンバーシェア主回線に係る料金その他の債権と合算して一括して請求します。 

 

（料金等の支払い） 

19 契約者は、料金及び工事費について、当社が定める期日までに、当社が指定するサービ

ス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。  

20 前項の場合において、料金及び工事費は、支払期日の到来する順序に従って支払ってい

ただきます。 

 

（料金の一括後払い） 

21 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、２月以上の料金を、当

社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。 

 

（少額料金の翌月払い） 

22 当社は、その料金月に請求することとなる料金の合計額が当社が別に定める額に満たな

い場合は、その料金を翌料金月に請求する料金に合わせて請求することがあります。 

 

（前受金） 

23 当社は、料金又は工事費について、契約者の要請があったときは、当社が別に定める条

件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。 

 

（消費税相当額の加算） 

24 この約款に係る料金について支払いを要する額は、この約款に規定する税抜額に基づき

計算した額に消費税相当額を加算した額とします。 

  ただし、次の各号に掲げる料金については、この限りでありません。 

(１) 海外ローミング機能に係るオプション機能使用料 

(２) ａｕ国際通話に関する料金 

(３) 国際ＳＭＳ送信に関する料金（通話料に限ります｡) 

 

(注) 本項により計算された支払いを要する額は、この約款に定める税込額（税抜額に消費

税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします｡)に基づき計算した額と異なる場合

があります。 

 

（料金の臨時減免） 
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25 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この料金表又は約款の規定

にかかわらず、臨時に、その料金及び工事費を減免することがあります。 

26 当社は、前項の規定により、料金等の減免を行ったときは、関係のサービス取扱所に掲

示する等の方法により、そのことを周知します。 

 

（料金等の請求） 

27 ａｕ（５Ｇ）通信サービスに係る料金その他の債務の請求については、この約款のほか、

請求に関する当社の各規約等に定めるところによります。 
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第１表 ａｕ（５Ｇ）通信サービスに関する料金 

第１ 基本使用料等 

１ 適用 

基本使用料等の適用については、第 57 条（基本使用料等の支払義務）の規定による

ほか、次のとおりとします。 

基本使用料等の適用 

(１) ５Ｇサービ

スの種類等 

ア ５Ｇサービスには、次の種類があります。 

種類 内容 

５Ｇデュアル デュアル端末との間に電気通信回線を設定して

通話及びデータ通信のために提供するもの 

５Ｇシングル データシングル端末との間に電気通信回線を設

定して専らデータ通信のために提供するもの 

イ 当社は、次表の左欄の契約に基づいて、同表の右欄の５Ｇサー

ビスを提供します。この場合において、当社は、同表の右欄の種

類のうち、その５Ｇ契約者から接続の請求があった端末設備に対

応する５Ｇサービスを提供するものとします。 

５Ｇ契約の種別 ５Ｇサービスの種類 

一般５Ｇ契約 ５Ｇデュアル、５Ｇシングル 

定期５Ｇ契約 ５Ｇデュアル、５Ｇシングル 

ウ ５Ｇ契約者は、５Ｇサービスの種類の変更の請求をすることは

できません。 

ただし、当社所定の事由に該当する場合は、この限りでありま

せん。 

エ ウのただし書きに該当する請求があったときは、当社は、５Ｇ

サービスの種類の変更を伴う請求があった場合は、その変更日か

ら変更後の５Ｇサービスの種類による料金を適用します。 

オ ローミングには、５Ｇサービスと同一の種類があります。 

カ ５Ｇ契約者は、５Ｇサービスの再利用の請求を行う場合、その

５Ｇサービスの一時休止を行った時点で提供を受けていたものと

異なる種類の５Ｇサービスの提供を受けることはできません。 

ただし、当社所定の事由に該当する場合は、この限りでありま

せん。 

(２) ５Ｇサービ

スの利用月数 

５Ｇサービスの利用月数は、その５Ｇサービスに係る利用開始月か

らその料金月（契約解除があったときは、その契約解除日の前日を

含む料金月までとします｡)までの月数（一時休止日の前日を含む料

金月の翌料金月から再利用開始日を含む料金月の前料金月までの月

数を除きます。以下この欄において同じとします｡)を通算したもの

（契約変更を行った場合は、契約変更を行う前の５Ｇ契約により提

供を受けていた５Ｇサービスに係る利用開始月からその契約変更の

あった日を含む料金月の前料金月までの月数を、契約移行があった

場合は、契約移行を行う前のＬＴＥ契約により提供を受けていたＬ

ＴＥサービスに係る利用開始月からその契約移行のあった日を含む

料金月の前料金月までの月数を、それぞれこれに合算したものとし

ます｡)とします。 
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(３) ５Ｇサービ

スの基本使用

料の料金種別

の選択等 

ア ５Ｇサービスの基本使用料には、次の料金種別があります。 

(ア) ５Ｇデュアルに係るもの 

基本使用料の料金種別 

標準プラン２ 

標準プラン 

(イ) ５Ｇシングルに係るもの 

基本使用料の料金種別 

タブレットプランライト ５Ｇ 

ホームルータープラン ５Ｇ 

モバイルルータープラン ５Ｇ 

ルーターフラットプラン 80（５Ｇ） 

イ ５Ｇ契約者は、あらかじめ基本使用料の料金種別を選択してい

ただきます。 

ウ ５Ｇ契約者は、基本使用料の料金種別の変更の請求をすること

ができます。 

ただし、ホームルータープラン ５Ｇの適用を受けている契約

者回線の契約者は、端末設備の変更を伴わない料金種別の変更の

請求をすることはできません。 

エ ホームルータープラン ５Ｇの選択は、端末の購入を伴う場合

に限ります。 

オ ５Ｇサービスの契約者回線について、選択又は変更の請求をす

ることができる基本使用料の料金種別は、その契約者回線に接続

する端末設備等により当社が別に定めるところによります。 

カ エまでの規定によるほか、次表の左欄に定める基本使用料の料

金種別の選択又は同料金種別への変更については、それぞれ同表

の右欄に定める取扱いの適用の申込みと同時に行う場合又は同取

扱いの適用を受けている場合に限り、請求することができます。

基本使用料の料金種別 データ通信料の取扱い 

標準プラン２ データＭＡＸ定額２ 

標準プラン データＭＡＸ定額１（第３（データ通

信料）１（適用）(３)に定めるものを

いいます。以下同じとします｡)、ピタ

ット定額 

キ 基本使用料の料金種別の変更の請求があった場合、その請求が

あった日を含む料金月の翌料金月から変更後の料金種別による基

本使用料を適用します。 

ただし、その請求が、端末設備の変更（当社が別に定めるサー

ビス取扱所において行う、その契約者回線に接続する端末設備の

変更であって、当社が別に定めるものを除きます。以下同じとし

ます｡)に係る請求と同時に行われたものである場合は、その請求

があった日から変更後の料金種別による基本使用料を適用しま

す。 

ク ホームルータープラン ５Ｇの適用を受けている契約者回線の

契約者は、その契約者回線に接続している端末設備を、当社に届

出のあった契約者の住所に限り利用することができます。 
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ケ 当社は、クの規定に反してその端末設備を移動したことを当社

が確認したときは、その契約者回線について、ａｕ（５Ｇ）通信

サービスの利用を停止します。この場合、当社はあらかじめ５Ｇ

契約者にそのことをＳＭＳ又は電話により通知します。 

コ ケの規定によりａｕ（５Ｇ）通信サービスの利用を停止された

契約者が、なおその事実を解消しない場合は、当社はその５Ｇ契

約を解除することがあります。この場合、当社はあらかじめ５Ｇ

契約者にそのことを通知します。 

サ ケ及びコの規定にかかわらず、当社は、緊急やむを得ない場合

は、事前の通知なしにａｕ（５Ｇ）通信サービスの利用の停止又

は５Ｇ契約の解除を行うことがあります。 

シ 当社は、クからコの取扱いを行うにあたり、ホームルータープ

ラン ５Ｇの適用を受けている契約者回線に接続された端末設備

の所在する位置に関する情報(その端末設備が接続されている基

地局設備に係る情報又はその端末設備から取得したＧＰＳ衛星か

ら受信した信号等の情報に基づき、当社が計算したものをいいま

す｡)を取得します。 

位置に関する情報の取得に同意しない場合、当社は、そのホー

ムルータープラン ５Ｇの申込みを承諾しません。 

(４) ２年定期５

Ｇ契約に係る

基本使用料の

取扱い 

（２年契約Ｎ） 

ア ２年定期５Ｇ契約に係る基本使用料については、その料金種別

に応じて、２－１－１の(２)のア又は２－１－２の(２)のアに規

定する料金額を適用します。 

イ ２年定期５Ｇ契約に係る基本使用料の適用は、２年定期５Ｇ契

約に係る５Ｇサービスの提供を開始した日（一般５Ｇ契約からの

契約変更の場合は、その契約変更日を含む料金月の初日としま

す｡)からとします。 

ウ ２年定期５Ｇ契約の解除があった場合における取扱いについて

は、次表のとおりとします。 

区分 ２年定期５Ｇ契約に係る基本使

用料の適用 

１ ２又は３以外により２年定

期５Ｇ契約の解除があったと

き。 

その契約解除日の前日まで２年

定期５Ｇ契約に係る基本使用料

を適用します。 

２ 一般５Ｇ契約への契約変更

又は一般ＬＴＥ契約への契約

移行があったとき（３に該当

するときを除きます｡)。 

その契約変更日を含む料金月の

末日まで２年定期５Ｇ契約に係

る基本使用料を適用します。 

３ 一般５Ｇ契約又はへの契約

変更又は一般ＬＴＥ契約への

契約移行があったとき（その

申出と同時に、この約款又は

ＬＴＥ約款に定める障がい者

等に係る基本使用料の割引の

適用の申出があったときに限

ります｡)。 

その契約変更日又は契約移行日

を含む料金月の前料金月の末日

まで２年定期５Ｇ契約に係る基

本使用料を適用します。 
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エ ２年定期５Ｇ契約への契約移行（一般ＬＴＥ契約又は第２種定

期ＬＴＥ契約（タイプⅡに限ります｡)からのものに限ります｡)が

あった場合、その契約移行日を含む料金月の初日から契約移行後

の２年定期５Ｇ契約に係る基本使用料の料金種別の適用を開始す

る日の前日までの間、契約移行を行う前のＬＴＥ契約の契約種別

をそれぞれ第２種定期ＬＴＥ契約（タイプⅠに限ります｡)又は第

７種定期ＬＴＥ契約として、そのＬＴＥ契約に係る基本使用料の

料金種別の料金額を適用します。 

(５) 障がい者等

に係る基本使

用料の適用 

（スマイルハ

ート割引） 

ア 障がい者等に係る基本使用料の割引（以下この欄において「本

割引」といいます｡)とは、その契約者が次表の適用条件のいずれ

かに該当する者（以下「障がい者等」といいます｡)である場合

に、その契約者回線に係る基本使用料について、２－１－１の

(１)に規定する料金額に代えて、次表に規定する料金額を適用す

ることをいいます。 

(ア) 適用条件 

① 身体障がい者（身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283

号）第 15 条第４項の規定により身体障害者手帳の交付を受け

ている者をいいます。以下同じとします｡) 

② 知的障がい者（療育手帳制度について（昭和 48 年厚生省発

児第 156 号厚生事務次官通知）により定められた療育手帳制度

要綱に規定する療育手帳の交付を受けている者をいいます。以

下同じとします｡) 

③ 精神障がい者（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

（昭和 25 年法律第 123 号）第 45 条第２項の規定により精神障

害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいいます。以下同じ

とします｡) 

④ 特定疾患患者（特定疾患治療研究事業について（昭和 48 年

衛発第 242 号公衆衛生局長通知）に規定する特定疾患治療研究

事業対象疾患であることについて証明書（特定疾患医療受給者

証又は特定疾患登録者証をいいます｡)の交付を受けている者を

いいます。以下同じとします｡) 

⑤ 指定難病患者（難病の患者に対する医療等に関する法律（平

成 26 年法律第 50 号）第７条第４項の規定により医療受給者証

の交付を受けている者をいいます。以下同じとします｡) 

(イ) 料金額 

１契約ごとに月額

基本使用料の料金種別 料金額 

税抜額(税込額) 

標準プラン２ 780 円(858 円)

標準プラン 780 円(858 円)

イ 本割引は、５Ｇデュアルの契約者回線（その契約者が、アの

(ア)に定める適用条件のいずれかに該当するものに限ります｡)で

あって、次に該当しないものに限り、選択することができます。

(ア) 定期５Ｇ契約に係るもの。 

(イ) (７)の適用を受けているもの。 
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(ウ) 第２（通話料）１（適用）(17)の適用を受けているもの。

ウ 本割引を選択する契約者は、あらかじめ当社所定の書面により

申し出ていただきます。この場合において、契約者は、その書面

の記載内容を証明する書類を提示していただきます。 

エ 当社は、ウの申出があったときは、当社又はＫＤＤＩ株式会社

との間で締結している他の携帯電話サービスに係る契約（その契

約者名義が、申出のあった契約者回線と同一のものに限ります｡)

について、本割引又はａｕ約款に定める本割引に相当する基本使

用料の割引の適用を受けている場合を除き、これを承諾します。

オ 本割引の適用の開始は、その申出を当社が承諾した日を含む料

金月の初日からとします。 

ただし、その申出が、５Ｇシングルからの５Ｇサービスの種類

の変更又はＬＴＥ契約（ＬＴＥシングルに係るものに限ります｡)

からの契約移行と同時に行われた場合は、５Ｇサービスの種類の

変更日又は契約移行日からとします。 

カ 本割引の適用を受けている契約者は、次のことを守っていただ

きます。 

(ア) 障がい者等でなくなった場合、又はあらかじめ申し出た内

容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を当社に届け出る

こと。 

(イ) 自己以外の者に不正に利用させないこと。 

(ウ) その他本割引に関する取扱いを適正に運用すめに必要な限

りにおいて当社が執る措置に従っていただくこと。 

キ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、契約

者から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該

当する場合には、その適用を廃止します。 

(ア) ５Ｇサービス利用権の譲渡があったとき。 

(イ) 契約者の地位の承継があったとき。 

(ウ) ５Ｇ契約の解除があったとき。 

(エ) ５Ｇシングルへの５Ｇサービスの種類の変更があったと

き。 

(オ) エの規定に適合しないことが判明したとき。 

(カ) その契約者がカの規定に違反したとき。 

ク 本割引の適用を廃止する場合における取扱いについては、次表

のとおりとします。 

この場合、同一料金月内において、次表の区分２又は区分３の

規定により本割引の適用を廃止した後、区分１又は区分２に該当

する場合が生じたときは、区分１の規定によるものとします。 

区分 本割引の適用 

１ ２又は３以外により本割引

の適用を廃止したとき。 

その事由が生じた日（５Ｇサー

ビス利用権の譲渡又は契約者の

地位の承継により本割引の適用

を廃止したときは、その譲渡承

諾日又は地位の承継の届出日と

します｡)を含む料金月の前料金
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月の末日までの基本使用料につ

いて、本割引の適用の対象とし

ます。 

２ キの(ウ)又は(エ)の規定に

より本割引の適用を廃止した

とき（２年定期５Ｇ契約への

契約変更又は第７種定期ＬＴ

Ｅ契約への契約移行に係るも

のを除きます｡)。 

その事由が生じた日の前日まで

の基本使用料について、本割引

の適用の対象とします。 

３ 契約者から本割引の適用を

廃止する申出あったとき。 

その申出があった日を含む料金

月の末日までの基本使用料につ

いて、本割引の適用の対象とし

ます。 

備考 区分２のうち、第 57 条（基本使用料等の支払義務）第１

項第２号に該当するときは、５Ｇ契約の解除があった日を含む

料金月の末日までの基本使用料について、本割引の対象としま

す。 

  

(６) 国内通話定

額の適用を受

ける契約者回

線に係る基本

使用料の適用 

国内通話定額の適用を受けている場合、２－１－１に規定する料金

額（(５)の適用を受けている場合は、(５)に定める料金額としま

す｡)に次表に定める料金額を加算した額を、その契約者回線に係る

基本使用料として取り扱います。 

１契約ごとに月額

区分 料金額 

税抜額(税込額) 

通話定額ライトの適用を受けている場合 700 円 (770 円)

通話定額の適用を受けている場合 1,700 円(1,870 円)

通話定額ライト２の適用を受けている場合 800 円(880 円)

通話定額２の適用を受けている場合 1,800 円(1,980 円)

  

(７) 契約者を単

位とする基本

使用料割引Ⅰ

の適用 

（グループデ

ィ ス カ ウ ン

ト） 

 

 

ア 契約者を単位とする基本使用料割引Ⅰ（以下この欄において

「本割引」といいます｡)とは、割引選択回線群（(ア)に定める割

引選択回線により構成される回線群をいいます。以下この欄にお

いて同じとします｡)を構成する契約者回線（基本使用料の料金種

別が(ウ)に定めるもの又は第２（通話料）１（適用）(13)の適用

を受けているものを除きます｡)に関する基本使用料について、

(イ)に規定する額の割引を行うことをいいます。 

(ア) 割引選択回線 

割引選択回線 

本割引を選択する契約者回線、当社のＬＴＥ約款に定める契約者

を単位とする基本使用料割引Ⅰを選択するＬＴＥ契約者回線又は

ＫＤＤＩ株式会社のａｕ約款に定める契約者を単位とする基本使

用料割引Ⅰ（以下この(７)欄において「特定割引」といいます｡)

を選択する他網契約者回線 

(イ) 割引額 
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１契約ごとに

その料金月の割引選択回線群を

構成する電気通信回線の数（第

２（通話料）１（適用）(13)に

相当する取扱いの適用を受けて

いるものを除きます｡) 

割引額 

２以上４以下の場合 

 

その料金月の基本使用料に0.15

を乗じて得た額 

５以上 49 以下の場合 

 

その料金月の基本使用料に0.20

を乗じて得た額 

50 以上 999 以下の場合 

 

その料金月の基本使用料に0.25

を乗じて得た額 

1000 以上の場合 

 

その料金月の基本使用料に0.28

を乗じて得た額 

(ウ) 基本使用料の料金種別 

基本使用料の料金種別 

標準プラン２、標準プラン 

イ 本割引は、５Ｇデュアルの契約者回線であって、次に該当しな

いものに限り、選択することができます。 

(ア) 定期５Ｇ契約に係るもの 

(イ)  (５)の適用を受けているもの 

ウ 割引選択回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債務

については、当社が指定する方法により請求します。 

エ 本割引を選択する契約者は、１の割引選択回線群を指定して、

当社に申し出ていただきます。 

オ 当社は、エに規定する申出があったときは、次のいずれかに該

当する場合を除いて、これを承諾します。 

(ア) 指定した割引選択回線群を構成する電気通信回線の数が２

以上でないとき。 

(イ) その契約者が、割引選択回線群を構成する契約者回線に係

る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあ

るとき。 

(ウ) その契約者以外の者（その契約者と相互に業務上緊密な関

係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を

除きます｡)の用に供され、それが業として行われるものと当社

が認めるとき。 

エ) その申出のあった契約者回線が、第２（通話料）１（適

用）(17)を選択する場合であって、その契約者回線と割引選択

回線群を構成する他の電気通信回線が、契約者を単位とする通

話料の月極割引又は特定加入電話からの通話に係る通話料の割

引における同一の割引選択回線群に属さないとき。 

(オ) 指定した割引選択回線群を構成する１の契約者回線に係る

契約者名義が、その割引選択回線群を構成する他の電気通信回

線に係る契約者名義と異なるとき（当社が別に定める基準に適

合する場合を除きます｡)。 
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(カ) その申出が新たに割引選択回線群を構成する申出であると

き。 

(キ)  その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

カ  本割引の計算は、その契約者回線に係る基本使用料の料金種別

ごとに料金月単位（通則の規定により基本使用料を日割りする場

合は、その日割りの期間単位とします｡)で行います。 

キ 本割引の適用は、エに規定する申出を当社が承諾した日を含む

料金月の初日（その料金月において、ＬＴＥ契約（本割引に相当

する適用を受けるものに限ります｡)からの契約移行があったとき

は、その契約移行のあった日とします｡)から開始します。 

ク 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、契約

者から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該

当する場合には、本割引の適用を廃止します。 

(ア) ５Ｇサービス利用権の譲渡があったとき。 

(イ) 契約者の地位の承継があったとき。 

(ウ) ５Ｇサービスの利用の一時休止があったとき。 

(エ) ５Ｇ契約の解除があったとき。 

(オ) ５Ｇシングルへの５Ｇサービスの種類の変更があったと

き。 

(カ) その他オに列挙する規定のいずれかに該当することとなっ

たとき。 

ケ クの規定により、本割引の適用を廃止した場合における取扱い

については、次表のとおりとします。 

   この場合、同一料金月内において、次表の２欄の左欄の規定に

より本割引の適用を廃止した後、１欄の左欄に該当する場合が生

じたときは、１欄の規定によるものとします。 

区分 本割引の適用 

１ ２以外により本割

引の適用を廃止した

とき。 

その廃止日（５Ｇサービス利用権の譲

渡又は契約者の地位の承継により本割

引の適用を廃止したときは、その譲渡

承諾日又は地位の承継の届出日としま

す｡)を含む料金月の前料金月の末日ま

での基本使用料について、本割引の適

用の対象とします。 

２ ５Ｇサービスの利

用の一時休止、５Ｇ

契約の解除又は５Ｇ

シングルへの５Ｇサ

ービスの種類の変更

があったとき。 

一時休止日、契約解除日又は５Ｇサー

ビスの種類の変更日の前日までの基本

使用料について、本割引の適用の対象

とします。 

コ  ケの規定にかかわらず、本割引の適用を受けている契約者回線

について、同一料金月内において、本割引の適用の廃止（契約移

行によるものを除きます｡)後、本割引、第２（通話料）１（適

用）(13)若しくは(17)の適用の申込み（ＬＴＥ約款に定める相当

する申込みを含みます｡)をしたときは、その申込日を含む料金月
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の前料金月までの基本使用料について、本割引の適用の対象とし

ます。 

サ 割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じ

た場合は、その端数を切り上げます。 

シ 当社は、その割引選択回線群を構成するいずれかの電気通信回

線に係る契約者がその料金その他の債務についてその支払期日を

経過してもなお支払わないときは、その割引選択回線群を構成す

る全て又は一部の電気通信回線について本割引の適用を廃止する

ことがあります。 

ス 当社は、本割引を選択する契約者から請求があった場合は、当

社が別に定める方法により、その割引選択回線群に係る料金等の

請求額（当社が指定する期間内の料金月に係るものに限ります｡)

又はその目安となる金額を通知します。 

   ただし、当社の業務上又は技術上支障があるときは、通知でき

ないことがあります。 

セ  契約者は、割引選択回線群に他網契約者回線が含まれる場合に

おいて、ＫＤＤＩ株式会社がその割引選択回線群を構成する他網

契約者回線について特定割引の適用の可否を判断するために、そ

の割引選択回線群を構成する契約者回線に係る情報（特定割引の

適用に必要な範囲に限ります｡)を、当社がＫＤＤＩ株式会社に通

知することを承諾していただきます。 

(８) 契約移行に

係るオプショ

ン機能使用料

の取扱い 

ア 当社は、オプション機能（次表に定めるものを除きます。以下

この欄において「５Ｇオプション機能」といいます｡)の提供の請

求があった場合であって、その請求がＬＴＥ契約（そのＬＴＥ契

約者回線について、請求のあった５Ｇオプション機能に相当する

オプション機能（以下この欄において「ＬＴＥオプション機能」

といいます｡)の提供を受けているものに限ります｡)からの契約移

行と同時に行われたものであるとき（その契約移行のあった日か

らその料金月の末日までの間に、新たに契約移行があった場合を

除きます｡)は、契約移行のあった日を含む料金月のそのオプショ

ン機能使用料について、契約移行のあった日を含む料金月の初日

（その料金月において、そのＬＴＥオプション機能の提供の開始

があった場合は、その日とします｡)から、その５Ｇオプション機

能の提供があったものとみなして取り扱います。 

割込通話機能、５Ｇ ＮＥＴ機能、５Ｇ ＮＥＴ ｆｏｒ ＤＡ

ＴＡ機能、番号変換機能、番号変換文字メッセージ受信機能、Ｗ

ｉＭＡＸ利用機能 

イ 契約移行があった場合であって、その契約移行と同時に、契約

移行後のＬＴＥ契約者回線について、契約移行前の契約者回線に

ついて提供を受けていた５Ｇオプション機能に相当するＬＴＥオ

プション機能の提供の請求があったときは、契約移行のあった日

を含む料金月のその５Ｇオプション機能に係るオプション機能使

用料については、当社のＬＴＥ約款の規定（アに相当するものを

いいます｡)に定めるところによります。 

ウ ＬＴＥ契約との契約移行（第２種ＬＴＥデュアルに係るものに
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限ります｡)があった場合、ア又はイの取扱いにおいて、アの表に

定めるオプション機能に割込通話機能を含めないものとします。

(９)  海外ローミ

ング機能に係

るオプション

機能使用料の

適用 

ア 当社は、海外ローミング機能について、２（料金額）に規定す

る国又は地域（その移動無線装置が接続されている外国事業者の

無線基地局設備又は機内携帯通話システムによりその外国事業者

の電気通信サービスが提供される場所をいい、以下「海外利用地

域」といいます｡)及び別表１（オプション機能）に規定する利用

形態に応じて、オプション機能使用料を適用します。 

イ アの規定によるほか、当社は、ナンバーシェア主回線に接続さ

れている移動無線装置が海外利用地域に在圏している場合であっ

て、その契約者回線又はその契約者回線に係るナンバーシェア副

回線への通話があったときは、その着信に応答した契約者回線又

はＬＴＥ契約者回線にかかわらず、ナンバーシェア主回線につい

て着信通話利用があったものとして、その契約者回線に接続され

ている移動無線装置が在圏する海外利用地域に応じて、オプショ

ン機能使用料を適用します。 

ウ 着信通話利用に係る料金額として、２（料金額）に規定する料

金額は、海外ローミング機能の利用に係るオプション機能使用料

のほか、ＫＤＤＩ株式会社の電話サービス等契約約款に定める国

際ローミング着信自動通話に係る通話料を含みます。  

(10) 海外ローミ

ング機能に係

るオプション

機能使用料へ

の定額制の適

用 

（世界データ

定額） 

ア 当社は、エに定める利用開始登録又は利用開始の予約登録があ

った場合に、利用開始登録が完了した時点又は予約登録時に指定

した利用開始日時から起算して、エの規定により海外定額対象回

線の契約者が選択した利用日数に係る時間（利用日数に 24 を乗

じた時間をいいます｡)が経過するまでの間（以下「海外定額制選

択期間」といいます｡)、その契約者回線の海外ローミング機能に

係るオプション機能使用料（海外５Ｇ ＮＥＴ利用又は海外５Ｇ

ＮＥＴ ｆｏｒ ＤＡＴＡ利用（別表３に規定する海外利用地域

に係るものに限ります。以下「海外定額対象利用」といいます｡)

に係るものに限ります｡)について、２（料金額）の規定にかかわ

わらず、次表に規定する定額料を適用する取扱い（以下「海外ロ

ーミング機能定額制」といいます｡)を行います。 

１契約者回線ごとに選択した利用日数１日につき

区分 定額料 

(ア) (イ)以外の場合 980 円 

(イ) 利用開始の予約登録を行った場合 690 円 

イ 予約登録時に指定した利用開始日時を過ぎて利用を開始した場

合（選択した利用日数に係る時間が経過するまでに開始した場合

に限ります｡)、アの規定にかかわらず、その海外定額対象利用に

係る海外定額制選択期間は、利用を開始した日時から起算しま

す。 

ウ 海外ローミング機能定額制は、海外定額対象回線（５Ｇサービ

スの契約者回線（当社が別に定めるところにより、海外ローミン

グ機能定額制の適用拒否に係る登録が完了したものを除きます｡)

であって、第３（データ通信料）１（適用）(10)に定めるデータ
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通信総量速度規制の一時解除を選択しているものをいいます。以

下同じとします｡)に限り、適用を受けることができます。 

エ 海外定額対象回線の契約者は、海外ローミング機能定額制の適

用（海外定額制選択期間の経過後の新たな適用を含みます｡)を受

けるにあたり、当社が別に定める方法により、次表に定める利用

日数を選択して利用開始登録又は利用開始の予約登録を行ってい

ただきます。 

利用開始の予約登録を行う場合は、利用日数のほか、利用を開

始する日時及び海外利用地域を指定していただきます。 

区分 利用日数 

(ア) (イ)以外の場合 １日から８日までの各日数 

(イ) 利用開始の予約登録を行

う場合 

１日から 30 日までの各日数 

オ 当社は、海外ローミング機能定額制の適用を受けている契約者

回線について、次に該当する場合には、その適用を廃止します。

(ア) データ通信総量速度規制の一時解除の適用の廃止があった

とき。 

(イ) 海外ローミング機能定額制の適用拒否の登録があり、その

登録が完了したとき。 

カ エに定める利用開始登録又は利用開始の予約登録を行った契約

者回線の契約者は、海外定額制選択期間における海外定額対象利

用の有無にかかわらず又は選択した利用日数に満たない時間の海

外定額対象利用であっても、アに定める定額料の支払いを要しま

す。 

キ 海外ローミング機能定額制に関するその他の提供条件について

は、当社が別に定めるところによります。 

(11) 海外ローミ

ング機能に係

るオプション

機能使用料へ

の２段階定額

制の適用 

（海外ダブル

定額 

ア 当社は、海外ローミング機能に係るオプション機能使用料（海

外定額対象利用（(10)の適用を受けるものを除きます｡)に係るも

のに限ります。以下この欄において「本料金」といいます｡)につ

いて、２（料金額）の規定にかかわらず、次表に規定する料金額

を適用する取扱い（以下「海外ローミング機能２段階定額制」と

いいます｡)を行います。 

１契約者回線ごとに日額

２（料金額）に規定する料金額

により算定した本料金の１日あ

たりの合計額 

料金額 

0 円以上 1,980 円以下の場合  ２（料金額）に規定する料金額

により算定した額 

1,981円以上 40,000円以下の場

合  

1,980 円

40,001 円以上 41,000 円以下の

場合             

２（料金額）に規定する料金額

により算定した額から 40,000

円を差し引いた額に 1,980 円を

加算した額 

41,001 円以上の場合 2,980 円



- 料基 16 - 

備考 この表に規定する１日とは、本邦の時刻の午前 0 時 00 分

00 秒から午後 11 時 59 分 59 秒までの間をいいます。     

イ 海外ローミング機能２段階定額制は、５Ｇサービスの契約者回

線に限り、適用します。 

(12) 削除 削除 

(13) 削除 削除 

(14) 番号変換機

能に係るオプ

ション機能使

用料の適用 

ア 別表１（オプション機能）に規定する番号変換機能の提供を受

けている契約者回線の契約者は、第 57 条（基本使用料等の支払

義務）第１項の規定にかかわらず、その番号変換機能の提供を開

始した日の翌日（その番号変換機能の提供を開始した日とその契

約者回線が所属するユーザグループ（同欄に規定するユーザグル

ープをいいます。以下同じとします｡)が構成された日（以下この

欄において「構成日」といいます｡)とが同日の場合は、その番号

変換機能の提供を開始した日とします｡)から起算してその番号変

換機能の廃止があった日までの期間中の料金月の末日（その料金

月において番号変換機能の廃止（そのユーザグループに係るユー

ザグループ構成回線（同欄に規定するユーザグループ構成回線を

いいます。以下同じとします｡)の数が０となるものに限ります｡)

があったときは、その廃止日（以下「ユーザグループ廃止日」と

いいます｡)とします｡)においてユーザグループ代表者（同欄に規

定するユーザグループ代表者をいいます。以下同じとします｡)で

ある場合、そのユーザグループに係る番号変換機能に係るその料

金月のオプション機能使用料（その料金月において、その契約者

回線が所属するユーザグループが構成された場合又はユーザグル

ープに係るユーザグループ構成回線の数が０となった場合は、次

表の適用開始日から適用終了日までの期間に係る日数に応じて日

割りした額とします｡)について、２（料金額）に規定する料金の

支払いを要します。 

区分 基本使用料の適用 

適用開始日 その料金月の初日（その料金月において、その

契約者回線が所属するユーザグループが構成さ

れた場合は、その構成日の翌日） 

適用終了日 その料金月の末日（その料金月において、その

契約者回線が所属するユーザグループに係るユ

ーザグループ構成回線の数が０となった場合

は、そのユーザグループ廃止日）       

イ 番号変換機能に係るオプション機能使用料については、第 57

条（基本使用料等の支払義務）第２項の規定中、「ａｕ（５Ｇ）

通信サービスを全く利用することができない状態」を「所属する

ユーザグループに係る全てのユーザグループ構成回線から内線番

号（別表１（オプション機能）９欄に規定する内線番号をいいま

す｡)による通話の発信ができない状態」に読み替えるものとし、

その他については同項の規定のとおりとします。 

(15) 保留転送機

能に係るオプ

ア 別表１（オプション機能）に規定する保留転送機能の提供を受

けている契約者回線の契約者は、第 57 条（基本使用料等の支払
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ション機能使

用料の適用 

義務）第１項の規定にかかわらず、その保留転送機能の提供を開

始した日の翌日から起算してその保留転送機能の廃止があった日

（料金月の末日以外の日に５Ｇ契約の解除があった場合は、その

契約解除日の前日）までの期間（以下この欄において「オプショ

ン機能使用料の支払いを要する期間」といいます｡)について、２

（料金額）に規定する料金の支払いを要します 

イ 保留転送機能に係るオプション機能使用料については、その料

金月の末日又はユーザグループ廃止日においてユーザグループ代

表者である者に、当社が指定する方法により請求します。この場

合、保留転送機能の提供を受けている契約者回線の契約者は、そ

のオプション機能使用料その他の債務に係る支払義務を免れるも

のではありません。 

ウ 当社は、オプション機能使用料の支払いを要する期間が１の料

金月に満たない場合は、その提供日数に応じてオプション機能使

用料を日割りします。 

(16) 番号変換文

字メッセージ

受信機能に係

るオプション

機能使用料の

適用   

ア 別表１（オプション機能）に規定する番号変換文字メッセージ

受信機能に係るオプション機能使用料は、その料金月の初日に登

録されているログインＩＤ（別表１（オプション機能）12欄の備

考に規定するものをいいます。以下同じとします｡)に係るログイ

ンＩＤ利用者（そのログインＩＤにより特定される特定固定サー

ビスの電気通信回線に係る契約を締結している者をいいます。以

下同じとします｡)に、当社が指定する方法により請求します。こ

の場合、番号変換文字メッセージ受信機能の提供を受けている契

約者回線の契約者は、そのオプション機能使用料その他の債務に

係る支払義務を免れるものではありません。 

イ 当社は、通則の規定にかかわらず、そのオプション機能使用料

の日割りを行いません。 

(17) ５Ｇ ＮＥ

Ｔ  ｆ ｏ ｒ 

ＤＡＴＡ機能

に係るオプシ

ョン機能使用

料の適用 

５Ｇシングルの契約者回線（基本使用料の料金種別がモバイルルー

タープラン ５Ｇ又はルーターフラットプラン80（５Ｇ）のものに

限ります｡)の契約者は、５Ｇ ＮＥＴ ｆｏｒ ＤＡＴＡ機能に係

るオプション機能使用料の支払いを要しません。  

(18) 特定のオプ

ション機能の

加入を条件と

するオプショ

ン機能使用料

の割引の適用 

（電話きほんパ

ック、電話き

ほ ん パ ッ ク

（Ｖ）） 

ア 特定のオプション機能の加入を条件とするオプション機能使用

料の割引（以下この欄において「本割引」といいます｡)とは、そ

の契約者回線について、(ア)に定めるオプション機能（以下この

欄において「特定オプション機能」といいます｡)の全ての提供を

受けている場合に、その料金月の特定オプション機能に係るオプ

ション機能使用料を合計した額に(イ)に定める割引率を乗じて得

た額の割引（以下この欄において「本割引」といいます｡)を行う

ことをいいます。 

(ア) 特定オプション機能 

区分 オプション機能 

タイプⅢ 留守番伝言機能、三者通話機能、迷惑電話拒否機能 

タイプⅣ 留守番伝言機能、三者通話機能、割込通話機能、迷
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惑電話拒否機能 

(イ) 割引率 

区分 割引率 料金額 

税抜額(税込額) 

タイプⅢ ２（料金額）に定める特定オプ

ション機能のオプション機能使

用料の合計額（以下この(18)に

おいて「特定オプション料合計

額」といいます｡)からそれぞれ

右欄に定める額を差し引いた額

を、特定オプション料合計額で

除して得た値 

300 円(330 円) 

タイプⅣ 400 円(440 円) 

イ その５Ｇ契約が、契約移行により締結されたものである場合

（契約移行のあった日からその料金月の末日までの間に、新たに

契約移行があった場合を除きます｡)であって、その契約移行のあ

った日を含む料金月において、契約移行前のＬＴＥ契約者回線に

ついて、当社のＬＴＥ約款に定める本割引に相当する割引に係る

特定オプション機能（以下この欄において「ＬＴＥオプション機

能といいます｡)の提供を受けているときは、本割引の適用にあた

り、その料金月において、この約款に基づく特定オプション機能

（ＬＴＥオプション機能に相当するものに限ります｡)の提供があ

ったものとして取扱います。 

  この場合において、契約移行のあった日を含む料金月におけ

る、そのＬＴＥオプション機能のオプション機能使用料を、アに

定めるオプション機能使用料に含めるものとします。 

ウ 本割引の計算は、料金月単位で行います。 

エ 割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じ

た場合は、その端数を切り上げます。 

オ 契約移行があった場合であって、契約移行後のＬＴＥ契約者回

線について、ＬＴＥ約款に定める本割引に相当する割引の適用を

受けるときは、アからエの規定にかかわらず、契約移行のあった

日を含む料金月の特定オプション機能に係るオプション機能使用

料については、当社のＬＴＥ約款の規定（アからエに相当するも

のをいいます｡)に定めるところによります。 

(18)の２ 国内通

話定額２の適

用を受ける契

約者回線に係

るオプション

機能使用料の

適用 

ア 国内通話定額２の適用を受けている場合、その料金月の次表に

定めるオプション機能に係るオプション機能使用料の支払いを要

しません。 

オプション機能 

留守番伝言機能、三者通話機能、割込通話機能、迷惑電話拒否機

能 

イ アに定める場合のほか、国内通話定額２の適用の申出があり、

その申出があった日を含む料金月の翌料金月からその国内通話定

額２を適用した場合（その申出があった日を含む料金月に、アの

表のいずれかのオプション機能の提供の請求があった場合に限り

ます｡)、申出があった日を含む料金月について、アの表に定める
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オプション機能に係るオプション機能使用料の支払いを要しませ

ん。 

ウ 契約移行があった場合（その契約移行のあった日を含む料金月

（以下この欄において「契約移行月」といいます｡)において、国

内通話定額２の適用を受けている場合に限ります｡)、契約移行月

の対象オプション機能（当社のＬＴＥ約款に定めるオプション機

能（アの表に定めるものに相当するものに限ります｡)をいいま

す｡)のオプション機能使用料についても支払いを要しません。 

(18)の３ ＷｉＭ

ＡＸ利用機能

に係るオプシ

ョン機能使用

料の適用 

ア 別表１（オプション機能）に規定するＷｉＭＡＸ利用機能（タ

イプⅡに限ります｡)の提供を受けている契約者回線の契約者は、

その契約者回線について同 17 欄に規定するプラスエリアモード

を選択してデータ通信（沖縄セルラー電話株式会社が提供するロ

ーミングに係るものを含みます｡)を行った料金月において、２

（料金額）に規定するプラスエリアモードの利用に係る加算額

（以下「プラスエリアモード加算額」といいます｡)の支払いを要

します。 

イ 当社は、通則の規定にかかわらず、プラスエリアモード加算額

の日割りを行いません。 

ウ 契約者は、アの規定にかかわらず、ホームルータープラン ５

Ｇの適用を受けている期間については、プラスエリアモード加算

額の支払いを要しません。 

エ 契約者は、ホームルータープラン ５Ｇとの間の料金種別の変

更のあった日を含む料金月において、その契約者回線について特

定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等の割引の適用の

判定用回線又は固定代替回線として指定されている場合、その料

金月のプラスエリアモード加算額の支払いを要しません。 

オ 契約者は、契約移行のあった日を含む料金月において、ＬＴＥ

約款に定める、プラスエリアモード加算額の支払いを要する場合

又は次表の取扱いを受ける場合若しくはその取扱いに係る判定用

回線として指定されていた場合、アの規定にかかわらず、その料

金月のプラスエリアモード加算額の支払いを要しません。 

取扱い 

固定代替回線の指定に伴うプラスエリアモード加算額の減額適

用、特定サービスの判定用回線に係る契約を条件とする基本使用

料等の減額適用又は特定のＬＴＥシングルに係る契約を条件とす

る基本使用料等の割引 

  

(19) 特定サービ

スに係る契約

を条件とする

基本使用料等

の割引の適用 

（ａｕスマー

トバリュー） 

ア 特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等の割引（以

下この欄において「本割引」といいます｡)とは、割引選択回線群

（割引対象回線（イに定めるものをいいます。以下この欄から

(20)において同じとします｡)及び１又は２の判定用回線（ウに定

めるものをいいます。以下この欄から(20)において同じとしま

す｡)により構成される回線群をいいます。以下この欄から(20)に

おいて同じとします｡)を構成する契約者回線（本割引を選択する

ものに限ります｡)に係る基本使用料等（この約款の規定により支
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払いを要することとされるａｕ（５Ｇ）通信サービスの料金（基

本使用料、オプション機能使用料（海外ローミング機能、番号変

換機能、保留転送機能及び番号変換文字メッセージ受信機能に係

るものを除きます｡)、通話料（ａｕ国際通話及び国際ＳＭＳ送信

に係るものを除きます｡)及びデータ通信料（第３（データ通信

料）１（適用）(10)に定める購入データ量に係るものを除きま

す｡)に限ります｡)、付随サービスに関する料金等（料金安心サー

ビスに関する料金及びａｕスマートサポート接続サービス利用料

に限ります｡)及び当社が別に定める料金をいいます。以下この欄

及び(20)において同じとします｡)について、次表に定める額（基

本使用料等の額が次表に定める額に満たない場合は、基本使用料

等の額とします｡)の割引を行うことをいいます。 

(ア) その料金月の末日において、データＭＡＸ定額の適用を受

けている場合 

１契約ごとに月額

割引額 

税抜額 1,000 円(税込額 1,100 円) 

(イ) その料金月の末日において、ピタット定額の適用を受けて

いる場合 

１契約ごとに月額

割引額 

税抜額 500 円(税込額 550 円) 

備考 第３（データ通信料）１（適用）(４)の規定により同(４)

区分１に定める定額料を適用する場合の割引額は０円としま

す。 

イ 本割引に係る割引対象回線とは、本割引若しくは次表の左欄に

定める取扱いを選択又はその適用を受けることとなる電気通信回

線をいいます 

取扱い 名称 

５Ｇ約款又はＬＴＥ約款に定める特定サービス

に係る契約を条件とする基本使用料等の割引 

スマートバリ

ュー 

この約款、５Ｇ約款又はＬＴＥ約款に定める特

定回線群に係る基本使用料等の割引 

家族割プラス 

ＬＴＥ約款に定める特定サービスに係る契約を

条件とする第２種ＬＴＥシングル等の契約者回

線に係る基本使用料の減額適用 

ルーター割引 

ＬＴＥ約款に定める特定サービスの判定用回線

に係る契約を条件とする基本使用料等の減額適

用 

据置ルーター

割引 

この約款若しくは５Ｇ約款に定める固定代替回

線の指定に伴うプラスエリアモード加算額の減

額適用又はＬＴＥ約款に定める固定代替回線の

指定に伴うプラスエリアモード加算額の減額適

用 

固定代替割引 

ＵＱｍⅡ約款に定める自宅セット割 自宅セット割 
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備考 

１ 以下この(19)から(20)において、上欄の取扱いは、それぞれ

同表の右欄に定める名称を使用します。 

２ その契約者回線に係る契約者名義が法人（法人に相当するも

のと当社が認めるものを含みます｡)である場合、「家族割プラ

ス」を「法人割プラス」に読み替えます。以下同じとします。

３ 上欄の取扱いについて、当社が提供するもののみを示す場合

は「ＯＣＴ」を、ＫＤＤＩ株式会社が提供するもののみを示す

場合は「ＫＤＤＩ」を、それぞれの名称の前に付加したものに

読み替えます。以下同じとします。 

ウ 本割引に係る判定用回線とは、カの規定に基づき指定された電

気通信回線（判定用固定サービス（次表に定めるいずれかの種類

のサービスをいいます。以下この欄から(20)において同じとしま

す｡)の提供を受けるための契約の申込みについて、それぞれ判定

用固定事業者（判定用固定サービスを提供する電気通信事業者を

いいます。以下この欄から(20)において同じとします｡)がその登

録を完了したものに限ります｡)をいいます。 

種類 判定用固定サービス 

タイプⅠ 当社が別に定めるインターネットサービス及び電話

サービス（そのインターネットサービスと合わせて

選択することができるものに限ります｡) 

タイプⅡ 当社が別に定めるインターネットサービス、電話サ

ービス及びテレビサービス（本割引の適用にあた

り、テレビサービスに相当すると当社が認めるもの

を含みます｡)のうちいずれか２のサービス（そのサ

ービスは他の１のサービスと合わせて選択すること

ができるものに限ります。以下この欄から(20)にお

いて同じとします｡) 

タイプⅢ この約款若しくは５Ｇ約款に定める５Ｇシングル又

はＬＴＥ約款に定めるＬＴＥシングル 

タイプⅣ ＵＱＣ約款に定めるＷｉＭＡＸ＋５Ｇサービス（特

定ＭＮＯのＭＶＮＯが提供する当社が別に定めるサ

ービスを含みます｡)であって、その電気通信サービ

スに係る電話番号がＭ２Ｍ等専用番号(電気通信番

号規則別表第３号に定める電気通信番号に定めるも

のをいいます｡)以外のもの 

エ 本割引は、５Ｇサービスの契約者回線であって、５Ｇデータ定

額の取扱いの適用を受けているものに限り、選択することができ

ます。 

オ 割引選択回線群は、１又は２の判定用回線につき１とします。

カ 本割引を選択する契約者は、１の判定用回線を指定して、当社

に申し出ていただきます。 

キ 当社は、ＵＱｍⅡ契約（ＵＱｍⅡ約款に定める自宅セット割グ

ループに所属している電気通信回線に係るものに限ります｡)から

の番号移行があった場合、番号移行に際し、その契約者回線につ
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いて、その自宅セット割グループに係るものと同一の判定用回線

又は固定代替回線（ナに定めるものをいいます。以下この欄から

(20)において同じとします｡)を指定して、カの申出があり当社が

承諾したものとして取り扱います。 

ただし、自宅セット割（でんきコース）の適用を受けている又

は適用を受けていたＵＱｍⅡ契約からの番号移行であって、番号

移行前に当社が所定の登録を完了していないものについては、こ

の限りでありません。 

ク 当社は、カの申出があったときは、次のいずれかに該当する場

合を除いて、これを承諾します。 

(ア) 指定した判定用回線（タイプⅢの判定用固定サービス（Ｌ

ＴＥシングルに限ります｡)に係るものに限ります｡)について、

据置ルーター割引の申出を当社又はＫＤＤＩ株式会社が承諾し

ていないとき。 

(イ) 指定した判定用回線（タイプⅢ又はタイプⅣの判定用固定

サービスに係るものに限ります｡)について、固定ルータープラ

ン（判定用固定事業者の契約約款等に定める料金プランであっ

て、本割引に係る当社のＷＥＢサイトに定めるものをいいま

す。以下この欄から(20)において同じとします｡)の適用を受け

ていないとき。 

(ウ) その申出により、その割引選択回線群において、タイプⅢ

若しくはタイプⅣに係る判定用回線である電気通信回線及びル

ーター割引、据置ルーター割引若しくは固定代替割引の適用を

受ける電気通信回線の数が２以上となるとき。 

(エ) 指定した判定用回線が所属する割引選択回線群を構成する

割引対象回線（判定用固定サービスがタイプⅢ又はタイプⅣで

ある場合、判定用回線を含みます｡)の数が11以上となるとき。

(オ) 申出のあった契約者回線に係る契約者の住所が、指定した

判定用回線に係る契約者の住所と異なるとき（その契約者回線

に係る契約者（満 50 歳以上の者に限ります｡)と判定用回線に

係る契約者との関係が当社が別に定める基準に適合する場合を

除きます｡)。 

(カ) 申出のあった契約者回線に係る契約者名義が、指定した判

定用回線に係る契約者名義と異なるとき（当社が別に定める基

準に適合する場合を除きます｡)。 

(キ) 申出のあった契約者回線について、他の割引選択回線群に

所属しているとき。 

(ク) その契約者以外の者（その契約者と相互に業務上緊密な関

係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を

除きます｡)の用に供され、それが業として行われるものと当社

が認めるとき。 

(ケ) 指定した判定用回線に係る判定用固定サービスの契約の申

込みについて、判定用固定事業者が登録を完了していないと

き。 

(コ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 
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ケ 本割引の計算は、料金月単位で行います。 

コ 本割引の適用の開始は、カの申出を当社が承諾した日を含む料

金月の翌料金月からとします。 

  ただし、その申出が、ＬＴＥ契約（そのＬＴＥ契約者回線につ

いて、ＯＣＴスマートバリューの適用を受けているものに限りま

す｡)からの契約移行と同時に行われたものである場合は、契約移

行のあった日を含む料金月からとします。 

サ アの規定にかかわらず、その料金月の末日において、次のいず

れかに該当する場合は、その料金月において本割引を適用しませ

ん。  

(ア) その契約者回線について、５Ｇデータ定額の取扱いの適用

をうけていないとき。 

(イ) 指定した判定用回線について、判定用固定サービスの提供

を受けていないとき。 

(ウ) その契約者回線について、(21)の適用を受けているとき。

シ サの(イ)の規定にかかわらず、その料金月の末日において、判

定用固定サービスの提供を受けていない場合であっても、本割引

の申出があった日を含む料金月の翌料金月から起算して６料金月

の間（当社が別に定める事由に該当する場合は、６料金月を超え

て当社が別に定める料金月までの間とします｡)、本割引を適用し

ます。 

ス コのただし書きに定める場合に該当するときは、サ中「本割引

の申出があった日を含む料金月」を「ＬＴＥ契約に係るその割引

の申出があった日を含む料金月」に、読み替えて適用します。 

セ コのただし書きに定める場合に該当するとき（その契約移行の

あった日からその料金月の末日までの間に、新たに契約移行があ

った場合を除きます｡)は、契約移行のあった日を含む料金月にお

いて、そのＬＴＥ契約者回線に係る基本使用料等（ＯＣＴスマー

トバリューの適用において規定する基本使用料等をいいます｡)

を、アに定める基本使用料等に含めるものとします。 

ソ 当社は、契約者から本割引の適用を廃止する申出があった場合

のほか、次に該当する場合には、本割引の適用を廃止します。 

(ア) 本割引の適用を受けている契約者回線について、次のいず

れかに該当するとき。 

① ５Ｇサービス利用権の譲渡があったとき（５Ｇサービス利

用権を譲り受けようとする者と譲渡しようとする者との関係

が当社が別に定める基準に適合するときを除きます｡)。 

② 契約者の地位の承継があったとき。 

③ ５Ｇサービスの利用の一時休止があったとき。 

④ ５Ｇ契約の解除があったとき。 

(イ) 判定用回線（タイプⅠ又はタイプⅡの判定用固定サービス

に係るものに限ります｡)について、次のいずれかに該当すると

き。 

① 判定用固定サービス（タイプⅠであって、その電話サービ

スがＫＤＤＩ株式会社のケーブルプラス電話サービス契約約
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款に定める一般ケーブルプラス電話である場合（そのインタ

ーネットサービスを提供する電気通信事業者が当社が別に定

めるテレビサービスを提供するものである場合を除きます｡)

は、その判定用回線に係る電話サービスとします｡)の契約の

解除があったとき（次のいずれかに該当することをあらかじ

め当社が確認したときを除きます｡)。 

ａ 居住場所の変更に伴いその契約を解除すると同時に変更

後の居住場所において新たに判定用固定サービスの契約の

申込みがあり、判定用固定事業者がその登録を完了してい

るとき。 

ｂ その契約を解除すると同時に解除前に締結していた契約

に係る電気通信回線の終端の設置場所と同一場所において

新たに判定用固定サービスの契約の申込みがあり、判定用

固定事業者がその登録を完了しているとき。 

②  判定用固定事業者が定める条件に該当するとき。 

③ 判定用固定事業者がその判定用固定サービスの提供を開始

する前であって、判定用固定事業者の責めによらない理由に

より、その契約の解除等があったとき。 

④ 判定用固定事業者がその判定用固定サービスの提供を開始

する前であって、判定用固定事業者の責めに帰すべき理由に

より、その契約の解除等があったとき（二又はヌの規定に基

づき、判定用回線に代わり、固定代替回線の指定があったと

きを除きます｡)。 

(ウ) 判定用回線（タイプⅢ又はタイプⅣの判定用固定サービス

に係るものに限ります｡)又は固定代替回線について、当社、Ｋ

ＤＤＩ株式会社又は判定用固定事業者の契約約款等に定めると

ころにより、以下のいずれかに該当することとなったとき。 

① 判定用回線について、固定ルータープラン以外への基本使

用料の料金種別の変更又は選択があったとき。 

② 固定代替回線について、固定代替ルータープラン（当社又

はＫＤＤＩ株式会社のａｕ約款に定める料金プランであっ

て、本割引に係る当社のＷＥＢサイトに定めるものをいいま

す。以下この欄から(20)において同じとします｡)以外への料

金種別の変更又は選択があったとき。 

③ サービスの利用権の譲渡があったとき（サービスの利用権

を譲り受けようとする者と譲渡しようとする者との関係が当

社が別に定める基準に適合するときを除きます｡)。 

④ タイプⅢの判定用固定サービスに係る契約者の地位の承継

があったとき。 

⑤ サービスの利用の一時休止があったとき。 

⑥ 契約の解除があったとき。 

(エ) その他クのいずれかに該当することとなったとき。 

タ 判定用回線に代えて指定のあった固定代替回線に係る契約者の

住所が、判定用固定サービスのサービス提供地域となったこと等

を当社が知ったときは、当社は、そのことを固定代替回線が所属
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する割引選択回線群を構成するいずれかの電気通信回線の契約者

に通知することがあります。 

チ タに定める通知を受けた場合又は固定代替回線に係る契約者の

住所が判定用固定サービスのサービス提供地域となったこと等を

知った場合（知ることができた場合を含みます｡)、その割引選択

回線群を構成するいずれかの電気通信回線の契約者は、すみやか

に判定用固定サービスに係る契約を申込み、その割引選択回線群

の判定用回線として指定していただきます。 

ツ チの規定に基づく判定用回線の指定がない場合、当社は、その

割引選択回線群を構成する契約者回線について、本割引を廃止し

ます。 

テ ソ又はツの規定により、本割引の適用を廃止した場合における

取扱いについては、次表のとおりとします。 

この場合、同一料金月内において、次表の２欄又は３欄の左欄

の規定により本割引の適用を廃止した後、１欄又は２欄の左欄に

該当する場合が生じたときは、それぞれ１欄又は２欄の規定によ

るものとします。 

区分 本割引の適用 

１  ２又は３以外により本割引

の適用を廃止したとき。 

その事由が生じた日（ソの(ア)

の①若しくは②又は(ウ)の③の

若しくは④により本割引の適用

を廃止したときは、その譲渡承

諾日又は地位の承継の届出日と

します｡)を含む料金月の前料金

月の末日までの基本使用料等に

ついて、本割引の適用の対象と

します。 

２ 契約者から本割引の適用を

廃止する申出があったとき又

はソの(ア)の③若しくは④

（契約移行に係るものを除き

ます｡)、(ウ)の①若しくは②

（端末設備の変更に係る請求

と同時に行われたものに限り

ます｡)、⑤若しくは⑥により

本減額適用を廃止したとき。

その事由が生じた日を含む料金

月の末日までの基本使用料等に

ついて、本割引の適用の対象と

します。 

３ ソの(イ)の④により本減額

適用を廃止したとき。 

その事由が生じた日を含む料金

月から起算し４料金月の末日ま

での基本使用料等について、本

割引の適用の対象とします。 

ト 契約者は、ソの(イ)の③の規定により本割引の廃止があったと

きは、本割引の適用により当社が割引いた額（コのただし書きに

該当する場合は、ＯＣＴスマートバリューの適用により当社が割

引いた額を含みます｡)を支払っていただきます。 

ただし、当社が別に定める場合は、この限りでありません。 
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ナ その住所が判定用固定サービスの提供地域外である等により、

判定用固定事業者が、指定のあった判定用回線に係る判定用固定

サービスを提供するために必要な電気通信設備を設置又は保守す

ることが困難な場合、契約者は、判定用回線に代えて、特定の電

気通信回線（以下この欄から(20)において「固定代替回線」とい

います｡)を指定して、本割引の適用を申し出ることができます。

この場合において、クに定めるほか、当社は、その固定代替回

線が、ａｕ約款に定めるところにより、次の全てを満たすときに

限り、その申出を承諾します。 

(ア) 固定代替回線に接続する端末設備が当社が別に定めるもの

であること。 

(イ) 基本使用料の料金種別として、固定代替ルータープランを

選択していること。 

(ウ) その申出により、その割引選択回線群において、タイプⅢ

若しくはタイプⅣに係る判定用回線である電気通信回線及びル

ーター割引、据置ルーター割引若しくは固定代替割引の適用を

受ける電気通信回線の数が２以上とならないこと。 

二 ナに定めるほか、判定用固定事業者がその判定用固定サービス

の提供を開始する前であって、判定用固定事業者の責めに帰すべ

き理由により、その判定用回線に係る契約の解除等があった場合

であって、その判定用回線が所属していた割引選択回線群に固定

代替回線（ルーター割引を選択するものに限ります｡)が含まれな

いときは、契約者は、判定用回線に代えて、固定代替回線（ナの

各号の全てを満たすものに限ります｡)を指定することができま

す。 

ヌ ナ又はニに定めるほか、判定用固定事業者がその判定用固定サ

ービスの提供を開始する前であって、判定用固定事業者の責めに

帰すべき理由により、その判定用回線に係る契約の解除等があっ

た場合であって、その判定用回線が所属していた割引選択回線群

に固定代替回線（ルーター割引を選択するものに限ります｡)が含

まれるときは、当社は、その契約の解除等があった日を含む料金

月から起算し５料金月の初日において、契約者から、判定用回線

に代えて、固定代替回線の指定があったものとみなします。 

ネ 契約者は、本割引又はＫＤＤＩスマートバリューの適用の可否

を判断するために、その契約者回線、他網契約者回線及び判定用

回線に係る情報（それぞれの適用に必要な範囲に限ります｡)につ

いて、当社、ＫＤＤＩ株式会社及び判定用固定事業者との間で相

互に開示し照会することを承諾していただきます。 

ノ 本割引の適用の申出があった場合、(20)に定める特定回線群に

係る基本使用料等の割引の申出があったものとして取り扱いま

す。 

(19)の２ 固定代

替回線の指定

に伴うプラス

エリアモード

ア 当社は、(19)の規定に基づき、判定用回線に代えて固定代替回

線として指定のあった契約者回線について、(ア)及び(イ)に定め

る取扱い（以下この欄において「本適用」といいます｡)を行いま

す。 
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加算額の減額

適用 

（ａｕスマー

ト バ リ ュ ー

（ルーター割

引 固 定 代

替）） 

(ア) その契約者回線(基本使用料の料金種別がモバイルルータ

ープラン ５Ｇのものに限ります｡)に係るプラスエリアモード

加算額について、次表に定める額の割引を行うこと。 

１契約ごとに月額

区分 
料金額 

税抜額(税込額) 

割引額 1,000 円(1,100 円) 

(イ) その契約者回線（基本使用料の料金種別がルーターフラッ

トプラン 80（５Ｇ）のものに限ります｡)の基本使用料につい

て、２（料金額）の規定にかかわらず、次表に定める料金額を

適用します。 

１契約ごとに月額

区分 税抜額(税込額) 

一般５Ｇ契約に係るもの 5,150 円(5,665 円)

２年定期５Ｇ契約に係るもの 4,980 円(5,478 円)

イ 本適用の計算は、料金月単位で行います。 

ウ 本適用の開始は、(19)の規定に基づき、判定用回線に代えて固

定代替回線として指定のあった日からとします 。 

エ 当社は、本適用を受けている契約者回線について、次のいずれ

かに該当する場合には、本適用を廃止します。 

(ア)  モバイルルータープラン ５Ｇ又はルーターフラットプ

ラン 80（５Ｇ）以外の料金種別の選択があったとき。 

(イ) ５Ｇサービス利用権の譲渡があったとき（５Ｇサービス利

用権を譲り受けようとする者と譲渡しようとする者との関係が

当社が別に定める基準に適合するときを除きます｡)。 

(ウ) 契約者の地位の承継があったとき。 

(エ) ５Ｇサービスの利用の一時休止があったとき。 

(オ) ５Ｇ契約の解除があったとき。 

(カ) (19)のチの規定に基づき、その契約者回線が所属する割引

選択回線群に係る判定用回線の指定がないとき。  

(キ) (19)のチの規定に基づき、その契約者回線が所属する割引

選択回線群に係る判定用回線の指定があったとき。 

オ エの規定により、本適用を廃止した場合における取り扱いにつ

いては、次表のとおりとします。 

  この場合、同一料金月内において、次表の２欄又は３欄の左欄

の規定により本適用を廃止した後、１欄又は２欄の左欄に該当す

る場合が生じたときは、それぞれ１欄の規定によるものとしま

す。 

 (ア) アの(ア)に定める取扱い 

区分 本適用の適用 

１ ２以外により本適用を廃止

したとき。 

その事由が生じた日（エの(イ)

又は(ウ)により本適用を廃止し

たときは、その譲渡承諾日又は

地位の承継の届出日とします｡)

を含む料金月の前料金月の末日
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までのプラスエリアモード加算

額について、本適用の対象とし

ます。 

２ エの(ア)（端末設備の変更

に係る請求と同時に行われた

ものに限ります｡)、(エ)、

(オ)又は(キ)により本適用を

廃止したとき。 

その事由が生じた日を含む料金

月の末日までのプラスエリアモ

ード加算額について、本適用の

対象とします。 

 (イ) アの(イ)に定める取扱い 

区分 本適用の適用 

１ ２又は３以外により本適用

を廃止したとき。 

その事由が生じた日（エの(イ)

又は(ウ)により本適用を廃止し

たときは、その譲渡承諾日又は

地位の承継の届出日とします｡)

を含む料金月の前料金月の末日

までの基本使用料について、本

適用の対象とします。 

２ エの(ア)又は(オ)により本

適用を廃止したとき（３に該

当するときを除きます｡)。 

その事由が生じた日の前日まで

の基本使用料について、本適用

の対象とします。 

３ エの(エ)、(オ)（契約移行

に係るものを除きます｡)又は

(キ)により本適用を廃止した

とき。 

その事由が生じた日を含む料金

月の末日までの基本使用料につ

いて、本適用の対象とします。

カ 契約者は、本適用又はＫＤＤＩ固定代替割引の適用の可否を判

断するために、その契約者回線、他網契約回線及び判定用回線に

係る情報（それぞれの適用に必要な範囲に限ります｡)について、

当社、ＫＤＤＩ株式会社及び判定用固定事業者との間で相互に開

示し照会することを承諾していただきます。 

(20) 特定回線群

に係る基本使

用料等の割引

の適用 

（家族割プラ

ス／法人割プ

ラス） 

ア 特定回線群に係る基本使用料等の割引（以下この欄において

「本割引」といいます｡)とは、割引選択回線群を構成する契約者

回線（本割引を選択するものに限ります｡)に係る基本使用料等に

ついて、その契約者回線が所属する割引選択回線群に係る算定対

象回線（イに定めるものをいいます。以下この欄において同じと

します｡)の数に応じて、次表に定める額（基本使用料等の額が次

表に定める額に満たない場合は、基本使用料等の額とします｡)の

割引を行うことをいいます。 

(ア) (イ)以外の場合 

１契約ごとに月額

区分 
割引額 

税抜額(税込額) 

算定対象回線の数が２の場合 500 円(550 円)

算定対象回線の数が３の場合 1,000 円(1,100 円)

算定対象回線の数が４以上の場合 2,020 円(2,222 円)

(イ) その料金月の末日において、データＭＡＸ定額２又はピタ
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ット定額の適用を受けている場合 

１契約ごとに月額

区分 
割引額 

税抜額(税込額) 

算定対象回線の数が２の場合 500 円(550 円)

算定対象回線の数が３以上の場合 1,000 円(1,100 円)

イ 本割引に係る算定対象回線とは、本割引又は家族割プラスを選

択する契約者回線、ＬＴＥ契約者回線又は他網契約者回線であっ

て、それぞれ次表（５Ｇ約款又はＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥ約款

に定める次表に相当するものを含みます。以下この欄において同

じとします｡)に定める５Ｇデータ定額の取扱い、基本使用料の料

金種別又は特定データ通信定額の取扱いの適用を受けているもの

をいいます。 

(ア) 契約者回線又は５Ｇサービスの他網契約者回線に係るもの

５Ｇデータ定

額の取扱い 

データＭＡＸ定額、ピタット定額 

(イ) ＬＴＥ契約者回線又はＬＴＥサービスの他網契約者回線に

係るもの 

基本使用料の

料金種別 

家族割プラスに係る算定対象回線の適用条件と

してＬＴＥ約款に定める基本使用料の料金種別 

特定データ通

信定額の取扱

い 

家族割プラスに係る算定対象回線の適用条件と

してＬＴＥ約款に定める特定データ通信定額の

取扱い 

ウ 本割引は、５Ｇサービスの契約者回線であって、イの(ア)の表

に定める５Ｇデータ定額の取扱いの適用を受けているものに限

り、選択することができます。 

エ 本割引を選択する契約者は、１の割引選択回線群を選択して、

当社に申し出ていただきます。 

オ 当社は、エの申出があったときは、次のいずれかに該当する場

合を除いて、これを承諾します。 

(ア) 指定した割引選択回線群を構成する割引対象回線（判定用

固定サービスがタイプⅢ又はタイプⅣである場合、判定用回線

を含みます｡)の数が 11 以上となるとき。 

(イ) 申出のあった契約者回線に係る契約者の住所が、指定した

割引選択回線群を構成する他の割引対象回線に係る契約者の住

所と異なるとき。 

(ウ) 申出のあった契約者回線に係る契約者名義が指定した割引

選択回線群を構成する他の割引対象回線に係る契約者名義と異

なるとき（当社が別に定める基準に適合する場合を除きま

す｡)。 

(エ) その契約者以外の者（その契約者と相互に業務上緊密な関

係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を

除きます｡)の用に供され、それが業として行われるものと当社

が認めるとき。 

(オ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 
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カ 本割引の計算は、料金月単位で行います。 

キ アの表に定める算定対象回線の数は、その料金月の末日におけ

る算定対象回線の数（その料金月に５Ｇ契約若しくはＬＴＥ契約

の解除（それぞれ契約移行に係るものを除きます｡)又は５Ｇサー

ビス若しくはＬＴＥサービスの利用の一時休止（その一時休止日

を含む料金月において再利用を行ったものを除きます｡)があった

場合、その事由が生じた日における算定対象回線の数を含みま

す｡)とします。 

ク 本割引の適用の開始は、エの申出を当社が承諾した日を含む料

金月の翌料金月からとします。 

ただし、その申出が、ＬＴＥ契約（そのＬＴＥ契約者回線につ

いて、ＯＣＴ家族割プラスの適用を受けているものに限ります｡)

からの契約移行と同時に行われたものである場合は、契約移行の

あった日を含む料金月からとします。 

ケ アの規定にかかわらず、その料金月の末日において、次のいず

れかに該当する場合は、その料金月において本割引を適用しませ

ん。 

(ア) その契約者回線について、次表に定める５Ｇデータ定額の

取扱いの適用を受けていないとき。 

５Ｇデータ定額の取扱い 

データＭＡＸ定額、ピタット定額 

(イ) その契約者回線について、(21)の適用を受けているとき。

コ 当社は、契約者から本割引の適用を廃止する申出があった場合

のほか、次に該当する場合には、本割引の適用を廃止します。 

(ア) ５Ｇサービス利用権の譲渡があったとき（５Ｇサービス利

用権を譲り受けようとする者と譲渡しようとする者との関係が

当社が別に定める基準に適合するときを除きます｡)。 

(イ) 契約者の地位の承継があったとき。 

(ウ) ５Ｇサービスの利用の一時休止があったとき。 

(エ) ５Ｇ契約の解除があったとき。 

サ コの規定により本割引の適用を廃止する場合における取扱いに

ついては、次表のとおりとします。 

この場合、同一料金月内において、次表の２欄の左欄の規定に

より本割引の適用を廃止した後、１欄の左欄に該当する場合が生

じたときは、１欄の規定によるものとします。 

区分 本割引の適用 

１ ２以外により本割引の適用

を廃止したとき。 

その事由が生じた日（コの(ア)

又は(イ)により本割引の適用を

廃止するときは、その譲渡承諾

日又は地位の承継の届出日とし

ます｡)を含む料金月の前料金月

の末日までの基本使用料等につ

いて、本割引の適用の対象とし

ます。 

２ 契約者から本割引の適用を その事由が生じた日を含む料金
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廃止する申出があったとき又

は５Ｇサービスの利用の一時

休止若しくは５Ｇ契約の解除

（契約移行に係るものを除き

ます｡)があったとき。 

月の末日までの基本使用料等に

ついて、本割引の適用の対象と

します。 

シ 契約者は、本割引又はＫＤＤＩ家族割プラスの適用の可否を判

断するために、その契約者回線及び他網契約者回線に係る情報

（それぞれの適用に必要な範囲に限ります｡)について、当社及び

ＫＤＤＩ株式会社の間で相互に開示し照会することを承諾してい

ただきます。 

(21) 特定サービ

スに係る契約

を条件とする

基本使用料等

合計額の割引

の適用 

（スマートバ

リューｆｏｒ 

Ｂｕｓｉｎｅ

ｓｓ） 

ア 特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等合計額の割

引の適用（以下この欄において「本割引」といいます｡)とは、割

引選択回線等群（(ア)に定める割引対象回線、(イ)に定める特定

固定回線及び(ウ)に定める特定ＩＤにより構成される回線等群を

いいます。以下この欄において同じとします｡)を構成する割引可

能回線（その割引選択回線等群を構成する特定ＩＤの数と同数

（その割引選択回線等群を構成する割引対象回線の数がその特定

ＩＤの数より少ない場合は、その割引対象回線の数とします｡)の

割引対象回線をいいます。以下この欄において同じとします｡)の

うち、本割引を選択する契約者があらかじめ指定した契約者回線

に係る(エ)に定める基本使用料等合計額について、本割引の適用

期間に応じて定める(オ)の割引額（基本使用料等合計額が割引額

に満たない場合は、基本使用料等合計額とします｡)の割引を行う

ことをいいます。この場合において、割引可能回線の数がその割

引選択回線等群を構成する特定固定回線の数に 50 を乗じて得た

値（以下この欄において「割引可能上限数」といいます｡)を上回

るときは、その割引可能回線の数は、割引可能上限数とします。

(ア) 割引対象回線 

割引対象回線 

本割引を選択する契約者回線、当社のＬＴＥ約款に定める特定サ

ービスに係る契約を条件とする基本使用料等合計額の割引の適用

（以下この(21)において「ＬＴＥ割引」といいます｡)を選択する

ＬＴＥ契約者回線又はＫＤＤＩ株式会社のａｕ約款に定める特定

サービスに係る契約を条件とする基本使用料等合計額の割引の適

用（以下この(21)において「特定割引」といいます｡)を選択する

他網契約者回線              

(イ) 特定固定回線 

特定固定回線 

特定固定サービス（次表に定める電気通信事業者が、次表に定め

る契約約款に規定する次表に定める電気通信サービスをいいま

す。以下この(21)において同じとします｡)の電気通信回線（その

特定固定サービスの提供を受けるための契約の申込みについて、

当社がその登録を完了したもの（その契約内容に変更があったと

きは、その契約内容の変更に係る申込みについて、当社がその登

録を完了したもの）に限ります｡)であって、当社が別に定めると
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ころにより指定したもの 

電気通信事

業者 

契約約款 電気通信サービス 

当社 光ダイレクトサービ

ス契約約款 

一般光ダイレクトサービ

ス 

ＫＤＤＩ株

式会社 

光ダイレクトサービ

ス契約約款 

一般光ダイレクト電話サ

ービス（ＫＤＤＩ株式会

社の光ダイレクトサービ

ス契約約款に定める一般

光ダイレクトサービスの

用に供するものを除きま

す｡) 

ワイドエリアバーチ

ャルスイッチサービ

ス契約約款 

ワイドエリアバーチャル

スイッチサービス（加入

契約回線等（予備のモバ

イル回線を除きます｡)を

使用して行うもの（特定

ワイドエリアバーチャル

スイッチサービスを除き

ます｡)に限ります｡) 

パワードイーサネッ

トサービス契約約款 

パワードイーサネットサ

ービス（加入契約回線等

を使用して行うものに限

ります｡) 

デジタルデータサー

ビス契約約款 

ＩＰＶＰＮサービス（加

入契約回線、当社契約者

回線又は利用契約回線（

当社の総合オープン通信

網サービス契約約款に定

める総合オープン通信網

サービスに係る電気通信

回線と接続するものに限

ります｡)を使用して行う

ものに限ります｡) 

東北インテ

リジェント

通信株式会

社 

高速イーサネット網

サービス契約約款 

高速イーサネット網サー

ビス（当社が別に定める

ものを除きます｡) 

おトークオフィス・

ワンサービス契約約

款 

おトークオフィス・ワン

サービス 

ワイドエリアバリュ

アブルイーサネット

サービス契約約款 

ワイドエリアバリュアブ

ルイーサネットサービス 

 

沖縄通信ネ

ットワーク

専用サービス契約約

款 

高速イーサネット専用サ

ービス（当社が別に定め
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株式会社 るものを除きます｡) 

高速イーサネット網

サービス契約約款 

高速イーサネット網サー

ビス 

   

(ウ) 特定ＩＤ 

特定ＩＤ 

当社若しくはＫＤＤＩ株式会社のベーシックパックに関する規約

に定めるベーシックパックＩＤ（ベーシックパックに係る料金の

適用があるもののうち、同規約に定める特定ａｕ契約（当社が別

に定める料金種別等を選択しているものに限ります｡)に係るもの

を除いたものをいいます｡)、当社、ＫＤＤＩ株式会社、ＫＤＤＩ

まとめてオフィス株式会社、ＫＤＤＩまとめてオフィス関西株式

会社、ＫＤＤＩまとめてオフィス中部株式会社、ＫＤＤＩまとめ

てオフィス東日本株式会社若しくはＫＤＤＩまとめてオフィス西

日本株式会社の Office365 with KDDI利用規約に定めるアカウン

ト（当社が別に定めるものに限ります｡)又は当社、ＫＤＤＩ株式

会社、ＫＤＤＩまとめてオフィス株式会社、ＫＤＤＩまとめてオ

フィス関西株式会社、ＫＤＤＩまとめてオフィス中部株式会社、

ＫＤＤＩまとめてオフィス東日本株式会社若しくはＫＤＤＩまと

めてオフィス西日本株式会社のGoogle Apps for Business等の販

売に関する規約に定めるアカウント 

(エ) 基本使用料等合計額 

基本使用料等合計額 

この約款の規定により支払いを要することとされる次のａｕ（５

Ｇ）通信サービスに係る料金、付随サービスに関する料金等（料

金安心サービスに関する料金及びａｕスマートサポート接続サー

ビス利用料に限ります｡)及び当社が別に定める料金の合計額 

① 基本使用料 

② オプション機能使用料（海外ローミング機能、番号変換機

能、保留転送機能及び番号変換文字メッセージ受信機能に係

るものを除きます｡) 

③ 通話料（ａｕ国際通話及び国際ＳＭＳ送信に係るものを除

きます｡) 

④ データ通信料（第３（データ通信料）１（適用）(10)に定

める購入データ量に係るものを除きます｡) 

備考 ＬＴＥ契約（本割引に相当する取扱いを受けるものに限り

ます｡)からの契約移行があった日を含む料金月においては、そ

のＬＴＥ契約者回線に係る基本使用料等合計額（当社のＬＴＥ

約款に定める特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料

等の割引の適用において規定する基本使用料等をいいます｡)

を、基本使用料等合計額に含めるものとします。 

(オ) 割引額 

① その料金月の末日において、ピタット定額の適用を受けて

いる場合 

１契約ごとに月額
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割引額 

税抜額 500 円(税込額 550 円) 

備考 第３（データ通信料）１（適用）(４)の規定により同(４)

の区分１に定める定額料を適用する場合の割引額は０円としま

す。 

② その料金月の末日において、データＭＡＸ定額の適用を受

けている場合 

１契約ごとに月額

割引額 

税抜額 1,000 円(税込額 1,100 円) 

イ 本割引に係る割引可能回線の数は、料金月の末日時点における

特定ＩＤの数、割引対象回線の数及び特定固定回線の数に基づき

算定します。 

ウ イで算定した割引可能回線の数が割引可能上限数を上回るとき

は、契約者があらかじめ指定した割引対象回線について、本割引

を適用します。この場合において、契約者からの指定がない場合

は、当社が別に定める方法により本割引を適用する割引対象回線

を定めます。 

エ 本割引は、５Ｇサービスの契約者回線であって、５Ｇデータ定

額の取扱いの適用を受けているものに限り、選択することができ

ます。 

オ 本割引を選択する契約者は、１の割引選択回線等群を指定し

て、当社に申し出ていただきます。この場合において、その申出

が新たに割引選択回線等群を構成する申出であるときは、登録す

る１の割引選択回線等群について１の割引選択回線等群代表者

（その割引選択回線等群を構成する割引対象回線に係る契約者

（ＬＴＥ割引又は特定割引に係る者を含みます｡)であって、割引

選択回線等群の設定、変更又は廃止の手続き等を代表することが

できる者をいいます。以下この欄において同じとします｡)を指定

して、当社に申し出ていただきます。 

カ 当社は、オの申出があったときは、次のいずれかに該当する場

合を除いて、これを承諾します。 

(ア) 申出のあった契約者回線に係る契約者名義が法人（法人に

相当するものと当社が認めるものを含みます｡)でないとき。 

(イ) 申出のあった契約者回線に係る契約者名義が、指定した割

引選択回線等群を構成するいずれかの他の電気通信回線又は特

定ＩＤに係る契約者名義と異なるとき（当社が別に定める基準

に適合する場合を除きます｡)。 

(ウ) 割引選択回線等群を構成する特定固定回線がないとき。 

(エ) 割引選択回線等群を構成する特定ＩＤがないとき。 

(オ) その契約者以外の者（その契約者と相互に業務上緊密な関

係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を

除きます｡)の用に供され、それが業として行われるものと当社

が認めるとき。 

(カ) 指定した割引選択回線等群に係る割引選択回線等群代表者
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から承諾が得られないとき。 

(キ) その契約者回線の契約者が、この約款に定める料金その他

の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

(ク) その申出の内容に不備があるとき。 

(ケ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

キ 本割引の計算は、料金月単位で行います。 

ク 本割引の適用は、オの申出を当社が承諾した日を含む料金月の

初日（その料金月において、ＬＴＥ契約（本割引に相当する適用

を受けるものに限ります｡)からの契約移行があったときは、その

契約移行のあった日とします｡)から開始します。 

ケ アの規定にかかわらず、その料金月の末日において、次のいず

れかに該当する場合は、その料金月において本割引を適用しませ

ん。 

(ア) その契約者回線（５Ｇデュアルに係るものに限ります｡)に

ついて、５Ｇデータ定額の取扱いの適用を受けていないとき。

(イ) 割引選択回線等群を構成する特定固定回線について、全て

の特定固定サービスの提供が開始されていないとき。 

(ウ) 割引選択回線等群を構成する特定ＩＤがないとき。 

コ ケの(イ)の規定にかかわらず、その料金月の末日において、全

ての特定固定回線について、特定固定サービスの提供が開始され

ていない場合であっても、特定固定サービスの提供を受けるため

の契約の申込みについて、当社がその登録を完了した日（その契

約内容に変更があったときは、その契約内容の変更に係る申込み

について、当社がその登録を完了した日とします｡)を含む料金月

から起算して７料金月の間（当社が別に定める事由に該当する場

合は、７料金月を超えて当社が別に定める料金月までの間としま

す｡)、本割引を適用します。 

サ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、契約

者から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該

当する場合には、本割引の適用を廃止します。 

(ア) ５Ｇサービス利用権の譲渡があったとき（５Ｇサービス利

用権を譲り受けようとする者と譲渡しようとする者との関係が

当社が別に定める基準に適合するときを除きます｡)。 

(イ) 契約者の地位の承継があったとき。 

(ウ) ５Ｇサービスの利用の一時休止があったとき。 

(エ) ５Ｇ契約の解除があったとき。 

(オ) その料金月の末日において、割引選択回線等群を構成する

特定固定回線がないとき。 

(カ) その料金月の末日において、割引選択回線等群を構成する

特定ＩＤがないとき。 

(キ) その他カの(ア)から(イ)又は(オ)から(ケ)のいずれかに該

当することとなったとき。 

シ サの規定による本割引の適用の廃止があった場合、その事由が

生じた日を含む料金月の前料金月の末日（本割引の適用の廃止が

契約移行に伴うものであるときは、契約移行の前日とします｡)ま
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での基本使用料等合計額について、本割引の適用の対象としま

す。 

ス 本割引の提供を受けている契約者回線の契約者は、当社が別に

定める方法により、所属する割引選択回線等群又は割引選択回線

等群代表者の変更の請求をすることができます。この場合におい

て、当社は、その請求の承諾について、カの規定に準じて取扱い

ます。 

セ 割引選択回線等群代表者を変更しようとするとき又は割引選択

回線等群代表者に係る割引対象回線について本割引、ＬＴＥ割引

若しくは特定割引の適用の廃止があったときは、その割引対象回

線のうちいずれか１の契約者（ＬＴＥ割引又は特定割引に係る者

を含みます｡)を割引選択回線等群代表者として指定していただき

ます。 

ソ ス又はセの場合において、変更後の割引選択回線等群は、その

請求を当社が承諾した日を含む料金月の初日から、変更後の割引

選択回線等群代表者は、その請求を当社が承諾した日から適用し

ます。 

タ  契約者は、本割引、ＬＴＥ割引又は特定割引の適用に関する業

務を行うために、契約者回線、他網契約者回線（特定固定サービ

スの電気通信回線を含みます。以下このタにおいて同じとしま

す｡)及び特定ＩＤに係る情報（本割引、ＬＴＥ割引又は特定割引

の適用に関する業務に必要な範囲のものに限ります｡)について、

当社、ＫＤＤＩ株式会社、東北インテリジェント通信株式会社及

び沖縄通信ネットワーク株式会社が相互に開示し照会することを

承諾していただきます。この場合において、契約者がその契約者

回線、他網契約者回線又は特定ＩＤに係る契約名義人と異なると

きは、あらかじめその承諾に必要なその契約名義人の同意を得て

いただきます。 

(22) 料金の支払

方法を条件と

する基本使用

料の割引の適

用 

（ａｕＰＡＹ

カードお支払

い割） 

ア 当社は、(ア)に定める適用条件の全てを満たす契約者回線に係

る基本使用料について、(イ)に定める額（通則に規定により基本

使用料を日割りした場合は、その日数に応じて日割りした額とし

ます｡)の割引（以下この欄において「本割引」といいます｡)を行

います。 

(ア) 適用条件 

① その料金月の末日において指定されているａｕ（５Ｇ）通

信サービスの料金その他の債務の支払方法が、ａｕＰＡＹカ

ードによるものであること。 

② 次表に定める５Ｇデータ定額の取扱い又は基本使用料の料

金種別の適用を受けていること。 

５Ｇデータ定額の

取扱い 

データＭＡＸ定額２、ピタット定額 

基本使用料の料金

種別 

モバイルルータープラン ５Ｇ、ルーター

フラットプラン 80（５Ｇ） 

③ (５)に定める障がい者等に係る基本使用料の適用を受けて

いないこと。 
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④ その契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認め

る者を含みます｡)でないこと。 

(イ) 割引額 

① ②以外の場合 

１契約ごとに月額

割引額 

税抜額 170 円(税込額 187 円) 

② データＭＡＸ定額２の適用を受けている場合 

１契約ごとに月額

割引額 

税抜額 100 円(税込額 110 円) 

イ 本割引の計算は、基本使用料の料金種別ごとに料金月単位で行

います。 

ウ 割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じ

た場合は、その端数を切り上げます。 

エ 本割引の適用を受ける場合の２年定期５Ｇ契約に係る基本使用

料については、その料金種別に応じて、２－１－１の(２)のア又

は２－１－２の(２)のアに規定する料金額に代えて、それぞれ２

－１－１の(１)又は２－１－２の(１)に規定する料金額を適用し

ます。  

オ ａｕＰＡＹカードによる支払いに関する手続き及び提供条件等

については、当社が別に定めるところによります。 

(23) 特定金融商

品契約を条件

とする減額等

適用 

（金融サービ

スセット割） 

ア 当社は、特定金融商品契約（当社の金融サービスセット割利用

規約に定める対象金融商品契約をいいます。以下同じとします｡)

の契約者から指定があった場合、その指定のあった契約者回線に

係るａｕ（５Ｇ）通信サービスに係る料金について、当社が別に

定めるところにより、減額（以下この欄において「本減額適用」

といいます｡)を行います。 

イ 本減額適用に係る提供条件は、当社の金融サービスセット割利

用規約に定めるところによります。 

ウ 契約者は、本減額適用の可否を判断するために、その契約者回

線に係る情報（本減額適用に必要な範囲に限ります｡)について、

ＫＤＤＩ株式会社との間で相互に開示し照会すること、及びこれ

を利用することを承諾していただきます。 
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２ 料金額 

 

２－１ 基本使用料 

 

２－１－１ ５Ｇデュアルに係るもの 

 

(１) 一般５Ｇ契約に係るもの 

１契約ごとに月額 

基本使用料の料金種別 料金額 

税抜額(税込額) 

標準プラン２ 1,080 円(1,188 円)

標準プラン 1,150 円(1,265 円)

 

(２) 定期５Ｇ契約に係るもの 

 

ア ２年定期５Ｇ契約に係るもの 

１契約ごとに月額 

基本使用料の料金種別 料金額 

税抜額(税込額) 

標準プラン２ 980 円(1,078 円)

標準プラン 980 円(1,078 円)

 

２－１－２ ５Ｇシングルに係るもの 

 

(１) 一般５Ｇ契約に係るもの 

 １契約ごとに月額 

基本使用料の料金種別 料金額 

税抜額(税込額) 

タブレットプランライト ５Ｇ 1,000 円(1,100 円)

ホームルータープラン ５Ｇ 4,700 円(5,170 円)

モバイルルータープラン ５Ｇ 4,962 円(5,458.2 円)

ルーターフラットプラン 80（５Ｇ） 7,150 円(7,865 円)

 

(２) 定期５Ｇ契約に係るもの 

 

ア ２年定期５Ｇ契約に係るもの 

１契約ごとに月額 

基本使用料の料金種別 料金額 

税抜額(税込額) 

モバイルルータープラン ５Ｇ 4,792 円(5,271.2 円)

ルーターフラットプラン 80（５Ｇ） 6,980 円(7,678 円)
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２－２ オプション機能使用料 

 

２－２－１ ２－２－２以外のもの 

 

(１) ５Ｇサービスに係るもの 

各単位ごとに月額 

区分 単位 
料金額 

税抜額(税込額) 

留守番伝言機能 

（お留守番サービスＥＸ） 
１契約ごとに 300 円(330 円)

三者通話機能 

（三者通話サービス） 
１契約ごとに 200 円(220 円)

割込通話機能 

（割込通話サービス） 
１契約ごとに 200 円(220 円)

迷惑電話拒否機能 

（迷惑電話撃退サービス） 
１契約ごとに 100 円(110 円)

番号変換機能 

（ＫＤＤＩ ビジネスコールダイレクト） 
１契約ごとに 2,000 円(2,200 円)

保留転送機能 １契約ごとに 300 円(330 円)

番号変換文字メッセージ受信機能 １契約ごとに 300 円(330 円)

５Ｇ ＮＥＴ ｆｏｒ ＤＡＴＡ機能 １契約ごとに 500 円(550 円)

ナンバーシェア機能 １契約ごとに 50 円(55 円)

ＷｉＭＡＸ利用機能 

 
プラスエリアモードの利用に

係る加算額 
１契約ごとに 1,000 円(1,100 円)
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２－２－２ 海外ローミング機能 

 

(１) (２)又は(３)以外のもの 

外国事業者の電気通信サービスに係る１の利用につき利用時間１分までごとに 

海外利用地域 

区分及び料金額 

国内通話利用
国際通話利用 

着信通話利用
日本着信 日本着信以外 

アジア１ 70 円 175 円 265 円 145 円

アジア２ 75 円 175 円 265 円 155 円

アジア３ 70 円 175 円 265 円 155 円

アジア４ 75 円 175 円 265 円 80 円

アジア５ 70 円 260 円 280 円 155 円

アジア６ 95 円 280 円 280 円 180 円

アジア７ 80 円 280 円 280 円 160 円

アジア８ 70 円 195 円 280 円 80 円

アジア９ 80 円 280 円 280 円 80 円

アジア 10 75 円 380 円 380 円 80 円

アジア 11 80 円 380 円 380 円 140 円

アジア 12 70 円 180 円 280 円 180 円

アジア 13 80 円 180 円 280 円 180 円

アジア 14 80 円 380 円 380 円 180 円

アジア 15 80 円 300 円 300 円 220 円

アジア 16 80 円 180 円 280 円 140 円

アジア 17 80 円 250 円 280 円 140 円

アジア 18 70 円 260 円 280 円 140 円

アジア 19 80 円 280 円 280 円 140 円

アジア 20 80 円 180 円 280 円 110 円

アジア 21 50 円 125 円 265 円 70 円

アジア 22 180 円 480 円 480 円 230 円

オセアニア１ 80 円 180 円 280 円 80 円

オセアニア２ 120 円 140 円 210 円 165 円

オセアニア３ 80 円 140 円 210 円 130 円

オセアニア４ 80 円 280 円 280 円 80 円

オセアニア５ 480 円 880 円 880 円 560 円

オセアニア６ 130 円 580 円 580 円 210 円

オセアニア７ 180 円 380 円 380 円 270 円

アメリカ１ 120 円 140 円 210 円 165 円

アメリカ２ 70 円 230 円 280 円 180 円

アメリカ３ 80 円 380 円 380 円 190 円

アメリカ４ 120 円 140 円 210 円 165 円

アメリカ５ 130 円 250 円 280 円 190 円

アメリカ６ 155 円 250 円 280 円 190 円

アメリカ７ 80 円 250 円 280 円 100 円

アメリカ８ 80 円 180 円 280 円 190 円
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アメリカ９ 80 円 280 円 280 円 190 円

アメリカ 10 155 円 330 円 330 円 190 円

アメリカ 11 80 円 280 円 280 円 140 円

アメリカ 12 130 円 330 円 330 円 140 円

アメリカ 13 70 円 230 円 280 円 140 円

アメリカ 14 80 円 180 円 280 円 140 円

アメリカ 15 130 円 380 円 380 円 270 円

アメリカ 16 80 円 280 円 280 円 100 円

アメリカ 17 200 円 500 円 500 円 270 円

ヨーロッパ１ 80 円 180 円 280 円 110 円

ヨーロッパ２ 80 円 280 円 280 円 110 円

ヨーロッパ３ 100 円 250 円 280 円 110 円

ヨーロッパ４ 100 円 280 円 280 円 140 円

ヨーロッパ５ 100 円 380 円 380 円 140 円

ヨーロッパ６ 80 円 280 円 280 円 140 円

ヨーロッパ７ 80 円 380 円 380 円 110 円

ヨーロッパ８ 80 円 380 円 380 円 180 円

ヨーロッパ９ 100 円 450 円 450 円 180 円

アフリカ１ 80 円 280 円 280 円 160 円

アフリカ２ 80 円 180 円 280 円 160 円

アフリカ３ 80 円 380 円 380 円 160 円

アフリカ４ 80 円 280 円 280 円 180 円

アフリカ５ 100 円 280 円 280 円 180 円

アフリカ６ 100 円 380 円 380 円 180 円

アフリカ７ 130 円 380 円 380 円 160 円

アフリカ８ 180 円 480 円 480 円 160 円

アフリカ９ 80 円 480 円 480 円 160 円

船舶 650 円 650 円 650 円 800 円

備考 各海外利用地域の区分における海外利用地域については、別表２に定めるところに

よります。 

 

(２) 海外ＳＭＳ利用に係るもの 

１送信ごとに 

送信文字数 料金額 

70 文字まで 

(半角英数字のみの場合 160 文字まで) 
100 円

71 文字から 134 文字まで 

(半角英数字のみの場合 161 文字から 306 文字まで) 
200 円

135 文字から 201 文字まで 

(半角英数字のみの場合 307 文字から 459 文字まで) 
300 円

202 文字から 268 文字まで 

(半角英数字のみの場合 460 文字から 612 文字まで) 
400 円

269 文字から 335 文字まで 

(半角英数字のみの場合 613 文字から 765 文字まで) 
500 円
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336 文字から 402 文字まで 

(半角英数字のみの場合 766 文字から 918 文字まで) 
600 円

403 文字から 469 文字まで 

(半角英数字のみの場合 919 文字から 1,071 文字まで) 
700 円

470 文字から 536 文字まで 

(半角英数字のみの場合 1,072 文字から 1,224 文字まで) 
800 円

537 文字から 603 文字まで 

(半角英数字のみの場合 1,225 文字から 1,377 文字まで) 
900 円

604 文字から 670 文字まで 

(半角英数字のみの場合 1,378 文字から 1,530 文字まで) 
1,000 円

 

(３) 海外５Ｇ ＮＥＴ利用又は海外５Ｇ ＮＥＴ ｆｏｒ ＤＡＴＡ利用に係

るもの 

料金額 

１課金対象データごとに 1.6 円 
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第２ 通話料 

１ 適用 

通話料の適用については、第 58 条（通話料及びデータ通信料の支払義務）及び第 99

条（電話番号案内接続に係る通話料の支払い義務等）によるほか、次のとおりとしま

す。 

通話料の適用 

(１) 削除 削除 

(２) 削除 削除 

(３) ａｕ国際通

話に係る通話

料の適用 

ａｕ国際通話に関する料金については、その通話の相手先に応じ

て、２－１－２に規定する料金額を適用します。 

(４) ａｕ国際通

話に係る通話

料の定額適用  

（ａｕ国際通

話定額） 

ア ａｕ国際通話に係る通話料の定額適用（以下「ａｕ国際通話定

額」といいます｡)とは、(ア)に定める定額料を支払った場合に、

その契約者回線（(イ)に定める種類の５Ｇデータ定額の取扱い

（以下この欄において「対象５Ｇデータ定額」といいます｡)の適

用を受けているものに限ります｡)からのａｕ国際通話（別表５に

定める地域（以下「ａｕ国際通話定額地域」といいます｡）への

通話に限ります。以下この欄において同じとします｡)に関する料

金（ＫＤＤＩ株式会社が提供するローミングに係る料金を含みま

す。以下この欄において同じとします｡)について、２－１－２に

規定する料金額に代えて、ａｕ国際通話等合算回数（イに定める

ものをいいます。以下この欄において同じとします｡)に応じて、

(ウ)に定める料金額を適用する取扱いをいいます。 

(ア) 定額料 

１契約者回線ごとに月額

区分 料金額 

定額料 980 円 

(イ) 対象５Ｇデータ定額 

データＭＡＸ定額、ピタット定額 

(ウ) 適用額 

① その契約者回線からのａｕ国際通話等合算回数が50回以内

のものであるａｕ国際通話に係るもの。 

区分 料金額 

通

話

料 

ア イ以外の部分 0 円

イ 別記 15 の規定により測定した

通話時間がそのａｕ国際通話を開

始した時点から 15 分を超える部

分 

30 秒までごとに 20 円

② その契約者回線からのａｕ国際通話等合算回数が51回以上

のものであるａｕ国際通話に係るもの。 

区分 料金額 

通

話

料 

定額通話料 １のａｕ国際通話ごと

に 300 円

上欄に定める定額通話料のほか 
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 ア イ以外の部分 0 円

イ 別記 15 の規定により測定し

た通話時間がそのａｕ国際通

話を開始した時点から 15 分を

超える部分 

30 秒までごとに 20 円

イ ａｕ国際通話等合算回数とは、その料金月における、その契約

者回線からのａｕ国際通話の回数及び特定携帯国際自動通話（Ｋ

ＤＤＩ株式会社の電話サービス等契約約款に定める特定携帯国際

自動通話定額地域への通話に限ります。以下この欄において同じ

とします｡)の回数を合算したものをいいます。 

ウ 契約移行があった場合は、契約移行のあった日を含む料金月に

おいて契約移行前のＬＴＥ契約者回線からのａｕ国際通話の回数

及び特定携帯国際自動通話の回数を、イに定める回数に含めま

す。 

エ ａｕ国際通話定額は、５Ｇデュアルの契約者回線であって、次

の全てを満たすものに限り、選択することができます。 

(ア) 対象５Ｇデータ定額の適用を受けていること。 

(イ) ａｕ国際通話利用規制の適用を受けていないこと。 

オ ａｕ国際通話定額を選択する契約者は、当社に申し出ていただ

きます。 

カ ａｕ国際通話定額の適用の開始は、オの申出を当社が承諾した

日を含む料金月の翌料金月からとします。 

キ 当社は、ａｕ国際通話定額の適用を受けている契約者回線につ

いて、契約者からａｕ国際通話定額の適用を廃止する申出があっ

た場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、ａｕ国際通話

定額の適用を廃止します。 

(ア) ５Ｇ契約の解除があったとき。 

(イ) ５Ｇサービスの利用の一時休止があったとき。 

(ウ) ５Ｇシングルへの５Ｇサービスの種類の変更があったと

き。 

(エ) 対象５Ｇデータ定額の適用の廃止（他の対象５Ｇデータ定

額の適用の申込みによるものを除きます｡)があったとき。 

ク キの規定により、ａｕ国際通話定額の適用を廃止する場合にお

ける取扱いについては、次表のとおりとします。 

区分 ａｕ国際通話定額の適用 

１ ２又は３以外によりａｕ国

際通話定額を廃止したとき。

その事由が生じた日を含む料金

月の末日までのａｕ国際通話に

関する料金について、ａｕ国際

通話定額の適用の対象としま

す。 

２ キの(ア)、(イ)又は(ウ)に

よりａｕ国際通話定額を廃止

したとき（３に該当するとき

を除きます｡)。 

その事由が生じた日までのａｕ

国際通話に関する料金につい

て、ａｕ国際通話定額の適用の

対象とします。 

３ キの(ア)（ＬＴＥ契約（Ｌ その事由が生じた日の前日まで
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ＴＥデュアルに係るものに限

ります｡)への契約移行に係る

ものに限ります｡)又は(エ)に

よりａｕ国際通話定額を廃止

したとき。 

のａｕ国際通話に関する料金に

ついて、ａｕ国際通話定額の適

用の対象とします。 

ケ 定額料については、日割りを行いません。 

コ 当社は、ａｕ国際通話定額の適用を受けている契約者回線につ

いて、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、ａｕ国際

通話定額並びにこの約款に定める通話料の減額適用及び割引適用

（当社が別に定めるものを除きます｡)の取扱いを行わないものと

します。 

(ア) 第 43条（利用停止）第１項第14号及び第15号に該当する

とき。 

(イ) 第81条（利用に係る契約者の義務）第１項第２号及び第３

号に該当するとき。 

(ウ) その契約者回線以外の電気通信回線に着信のあった通話を

他の電気通信回線に転送する等により、その契約者回線を使用

して他人の通信を媒介したとき。 

(エ) 特定の相手先への通話を大量に行うこと等により、他人か

ら利益を現に得ているとき又はその恐れがあるとき。 

(オ) その契約者からシに定める協力を得られないとき。 

(カ) その契約者回線からのａｕ国際通話及び特定携帯国際自動

通話が、当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービ

ス（通話に係るものに限ります｡)を利用するための電気通信番

号（当社が別に定めるものに限ります｡)をダイヤルして行われ

たものであるとき。 

(キ) その契約者回線からのａｕ国際通話及び特定携帯国際自動

通話が、特定の電気通信事業者の電気通信設備に対し、一方的

な発信又は機械的な発信により一定時間内に長時間又は多数の

通信を一定期間継続するものであるとき。 

(ク) その他当社の業務の遂行上支障が生じるおそれがあると

き。 

サ 当社は、ａｕ国際通話定額の適用を受けている契約者回線につ

いて、コに定めるいずれかに該当すると当社が判断した場合、そ

の判断を行った日を含む料金月の前料金月の末日に遡ってａｕ国

際通話定額の適用を廃止できるものとします。この場合におい

て、この場合において、当社が別に定めるまでの間、契約者はａ

ｕ国際通話定額の適用を申し出ることができないものとします。

シ 当社は、コに定める事由の有無を判断するために必要な調査等

を行う場合があります。この場合において、契約者は、その調査

等に協力していただきます。 

ス 契約者は、当社がシに定める調査等を行うにあたり、その契約

者回線に係る通話の情報等（調査等に必要な範囲に限ります｡)を

閲覧、記録、分析、保存等することを承諾していただきます。 

(５) ローミング ローミング（ＫＤＤＩ株式会社の５Ｇ約款に規定する５Ｇデュアル
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の通話料の適

用 

の提供を受けているものに限ります｡)の契約者回線から行った通話

については、ＫＤＤＩ株式会社の５Ｇ約款料金表に規定する各料金

種別の料金額と同額を適用します。 

(６) ＳＭＳ機能

を利用した通

信に係る通話

料の適用 

ア ＳＭＳ送信に関する料金については、ＳＭＳ送信を通話とみな

して２－１－１－３に規定する料金額を適用します。 

イ アの規定にかかわらず、(13)に規定する割引選択回線群を構成

する契約者回線からその割引を受けるために契約者が選択した割

引選択回線群を構成する他の電気通信回線へのＳＭＳ送信につい

ては、２－１－１－３に規定する料金額の支払いを要しません。

(７) 番号変換機

能を利用して

行われた通話

に係る通話料

の適用 

ア 番号変換機能を利用して行われた通話（保留転送機能を利用し

て行われた通話又は番号変換文字メッセージ送信機能を利用して

行われた文字メッセージ送信を含みます。以下同じとします｡)に

関する料金（ＫＤＤＩ株式会社が提供するローミングに係る料金

を含みます。以下この欄において同じとします｡)については、２

（料金額）の規定にかかわらず、次表に規定する料金額を適用し

ます。 

１契約者回線ごとに月額

区分 料金額 

定額料 税抜額 900 円(990 円) 

イ 番号変換機能の提供を受けている契約者回線の契約者は、番号

変換機能を利用した通話の有無にかかわらず、その番号変換機能

の提供を開始した日の翌日から起算してその番号変換機能の廃止

があった日（料金月の末日以外の日に５Ｇ契約の解除があった場

合は、その契約解除日の前日）までの期間（以下この欄において

「定額料の支払いを要する期間」といいます｡)について、アに規

定する定額料の支払いを要します。 

 ただし、契約者の責めによらない理由により、１料金月の全て

の日（定額料の支払いを要する期間の部分に限ります｡)にわたっ

て、５Ｇサービスを全く利用できない状態（その契約に係る電気

通信設備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できな

い状態と同程度の状態となる場合を含みます｡)が生じた場合は、

この限りでありません。 

ウ アに規定する定額料については、その料金月の末日又はユーザ

グループ廃止日においてユーザグループ代表者である者に、当社

が指定する方法により請求します。この場合、番号変換機能の提

供を受けている契約者回線の契約者は、その定額料その他の債務

に係る支払義務を免れるものではありません。         

エ 当社は、定額料の支払いを要する期間が１の料金月に満たない

場合は、アに定める定額料をその提供日数に応じて日割りしま

す。 

(８) 契約移行に

係る定額料の

取扱い 

ア 当社は、次表に定める通話料の取扱い（以下この欄において

「５Ｇ通話料割引」といいます｡)の申出があった場合であって、

その申出がＬＴＥ契約（そのＬＴＥ契約者回線について、請求の

あった５Ｇ通話料割引に相当する通話料の取扱い（以下この欄に

おいて「ＬＴＥ通話料割引」といいます｡)の提供を受けているも
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のに限ります｡)からの契約移行と同時時に行われたものであると

き（その契約移行のあった日からその料金月の末日までの間に、

新たに契約移行があった場合を除きます｡)は、契約移行のあった

日を含む料金月の５Ｇ通話料割引に係る定額料について、契約移

行のあった日を含む料金月の初日（その料金月において、そのＬ

ＴＥ通話料の適用の開始があった場合は、その日とします｡)か

ら、その５Ｇ通話料割引の適用の開始があったものとみなして取

り扱います。 

通話料の取扱い 

(７)番号変換機能を利用して行われた通話に係る通話料の適用、

(19)特定の契約者回線等への通話に対する定額料の適用 

イ 契約移行があった場合であって、その契約移行と同時に、契約

移行後のＬＴＥ契約者回線について、契約移行前の契約者回線に

ついて適用を受けていた５Ｇ通話料割引に相当するＬＴＥ通話料

割引の申出があったときは、契約移行のあった日を含む料金月の

その５Ｇ通話料割引に係る定額料については、当社のＬＴＥ約款

の規定（アに相当するものをいいます｡)に定めるところによりま

す。 

(９) 通話料の定

額適用 

（通話定額サ

ービス） 

ア 当社は、５Ｇ契約者からの申出により、その契約者回線からの

通話（(13)、(15)（同欄のアの表の(ウ)及び(エ)に係るものに限

ります｡)若しくは(19)の適用を受けた通話、ＳＭＳ送信、番号変

換機能を利用して行われた通話、ａｕ国際通話、株式会社ＮＴＴ

ドコモが提供するワイドスター通信サービス（同社のワイドスタ

ー通信サービス契約約款に定めるものをいいます。以下同じとし

ます｡)の電気通信回線への通話及びその他当社が別に定めるもの

を除きます。以下このアにおいて「定額対象通話」といいます｡)

に関する料金（ＫＤＤＩ株式会社が提供するローミングに係るも

のを含みます。以下このアにおいて同じとします｡)の次表の右欄

に定める部分について、その支払いを要しないこととする取扱い

（以下「国内通話定額」といいます｡)を行います。 

区分 支払いを要しない料金 

通話定額ライ

ト、通定額ライ

ト２ 

(ア) (イ)以外の

通話 

その契約者回線からの定

額対象通話に関する料金

（別記 15 の規定により測

定した通話時間がその通

話を開始した時点から５

分以内の部分に係るもの

に限ります｡) 

(イ) 当社が別に

定める電気通信

番号を使用して

行う通話 

その契約者回線からの定

額対象通話に関する料金 

通話定額、通話

定額２ 

その契約者回線からの定額対象通話に関する料

金 

イ 国内通話定額には次表に定める種類があり、国内通話定額を選
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択する契約者は、そのいずれかを選択して、当社に申し出ていた

だきます。 

種類 

国内通話定額１ 通話定額ライト 

通話定額 

国内通話定額２ 通話定額ライト２ 

通話定額２ 

ウ 国内通話定額は、５Ｇデュアルの契約者回線に限り、選択する

ことができます。 

エ 国内通話定額の適用の開始は、イの申出を当社が承諾した日を

含む料金月の翌料金月からとします。 

  ただし、次表の左欄に該当する場合は、同表の右欄に規定する

日からとします。 

区分 国内通話定額の適用の開始 

１ 国内通話定額の申出が、そ

の契約者回線に係る５Ｇ契約

の申込みと同時に行われたと

き。 

その５Ｇサービスの提供を開始

した日 

２ 国内通話定額の申出が、そ

の契約者回線に係る５Ｇサー

ビスの再利用の請求と同時に

行われたとき。 

その５Ｇサービスの再利用を開

始した日 

３ 国内通話定額の申出が、５

Ｇデュアルへの５Ｇサービス

の種類の変更に係る請求と同

時に行われたとき。 

その変更後の５Ｇサービスの提

供を開始した日 

４ 国内通話定額の申出が、端

末設備の変更に係る請求と同

時に行われたとき。 

その申出を当社が承諾した日 

オ ５Ｇ契約者者は、国内通話定額の種類の変更を請求することが

できます。この場合における変更後の国内通話定額の取扱いにつ

いては、次表のとおりとします。 

区分 変更後の国内通話定額の適用 

(ア) (イ)以外の場合 その請求があった日を含む料金

月の翌料金月から通話につい

て、変更後の国内通話定額を適

用します。 

(イ) 端末設備の変更に係る請

求と同時に行われたものであ

る場合 

その請求があった日からの通話

について、変更後の国内通話定

額を適用します。 

カ 当社は、国内通話定額の適用を受けている契約者回線につい

て、契約者から国内通話定額の適用を廃止する申出があった場合

のほか、次のいずれかに該当する場合には、国内通話定額の適用

を廃止します。 

(ア) ５Ｇサービスの利用の一時休止があったとき。 
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(イ) ５Ｇ契約の解除があったとき。 

(ウ) ５Ｇシングルへの５Ｇサービスの種類の変更があったと

き。 

キ カの規定により、国内通話定額の適用を廃止する場合における

取扱いについては、次表のとおりとします。 

区分 国内通話定額の適用 

１ ２から４以外により国内通

話定額の適用を廃止したと

き。 

その廃止日を含む料金月の末日

までの通話に関する料金につい

て、国内通話定額の適用の対象

とします。 

２ ５Ｇサービスの利用の一時

休止又は５Ｇ契約の解除があ

ったとき。 

その一時休止日又は契約解除日

までの通話に関する料金につい

て、国内通話定額の適用の対象

とします。 

３ ５Ｇシングルへの５Ｇサー

ビスの種類の変更があったと

き。 

その５Ｇサービスの種類の変更

日の前日までの通話に関する料

金について、国内通話定額の適

用の対象とします。 

４ 国内通話定額の適用を廃止

する申出が、端末設備の変更

に係る請求と同時に行われた

とき。 

その申出があった日の前日まで

の通話に関する料金について、

国内通話定額の適用の対象とし

ます。 

ク アの規定にかかわらず、次に定める通話については、その通話

に関する料金の支払いを要する場合があります。 

(ア) その契約者回線から当社が別に定める協定事業者の電気通

信回線への通話 

(イ) その契約者回線からの通話（ＳＭＳ送信、番号変換機能を

利用して行われた通話、ａｕ国際通話、株式会社ＮＴＴドコモ

が提供するワイドスター通信サービスの電気通信回線への通話

及びその他当社が別に定めるものを除きます｡)であって、別記

15 の規定により測定した、その通話に係る１料金月の累計通話

時間が 744 時間を超えた部分 

ケ クの(イ)の適用において、１の通話について、その通話時間に

１秒未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 

コ 当社は、国内通話定額の適用を受けている契約者回線につい

て、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、国内通話定

額の適用並びにこの約款に定める通話料の減額適用及び割引適用

（当社が別に定めるものを除きます｡)の取扱いを行わないものと

します。 

(ア) 第 43条（利用停止）第１項第13号及び第14号に該当する

とき。 

(イ) 第81条（利用に係る契約者の義務）第１項第２号及び第３

号に該当するとき。 

(ウ) その契約者回線以外の電気通信回線に着信のあった通話を

他の電気通信回線に転送する等により、その契約者回線を使用
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して他人の通信を媒介したとき。 

(エ) 特定の相手先への通話を大量に行うこと等により、他人か

ら利益を現に得ているとき又はその恐れがあるとき。 

(オ) その契約者からシに定める協力を得られないとき。 

(カ) その契約者回線からの通話が、当社以外の電気通信事業者

が提供する電気通信サービス（通話に係るものに限ります｡)を

利用するための電気通信番号（当社が別に定めるものに限りま

す｡)をダイヤルして行われたものであるとき。 

(キ) その契約者回線からの通話が、特定の電気通信事業者の電

気通信設備に対し、一方的な発信又は機械的な発信により一定

時間内に長時間又は多数の通信を一定期間継続するものである

とき。 

(ク) その他当社の業務の遂行上支障が生じるおそれがあると

き。 

サ 当社は、国内通話定額の適用を受けている契約者回線につい

て、コの各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、その

判断を行った日を含む料金月の初日に遡って又は当社所定の日に

おいて、国内通話定額の適用を廃止することができるものとしま

す。この場合において、当社が別に定めるまでの間、契約者は国

内通話定額の適用を申し出ることができないものとします。 

シ 当社は、クの規定を適用するため又はコの各号に定める事由の

有無を判断するために必要な調査等を行う場合があります。この

場合において、契約者は、その調査等に協力していただきます。

ス 契約者は、当社がシに定める調査等を行うにあたりその契約者

回線に係る通話の情報等（調査等に必要な範囲に限ります｡)を閲

覧、記録、分析、保存等することを承諾していただきます。 

セ スまでの規定にかかわらず、次表に定める種類の国内通話定額

の適用又は同種類への変更を新たに申し込むことはできません。

種類 

通話定額ライト、通話定額 

  

(10) 削除 削除 

(11) 削除 削除 

(12) 削除 削除 

(13) 割引選択回

線群を構成す

る契約者相互

間の通話料の

割引の適用 

（家族割、法

人割） 

ア  割引選択回線群を構成する契約者相互間の通話料の割引（以下

この欄において「本割引」といいます｡)とは、割引選択回線群

（イに定める割引選択回線による構成される回線群をいいます。

以下この欄において同じとします｡)を構成する契約者回線からそ

の割引を受けるために契約者が指定した割引選択回線群を構成す

る他の電気通信回線への通話（ＳＭＳ送信、番号変換機能を利用

して行われた通話及びａｕ国際通話を除きます。以下この欄にお

いて同じとします｡)に関する料金（ＫＤＤＩ株式会社が提供する

ローミングに係る料金を含みます。以下この欄において同じとし

ます｡)の月間累計額（(19)の適用による場合は、適用した後の額

とします。以下この欄において同じとします｡)について、次表に
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規定する額の割引を行うことをいいます。 

割引額 

その通話に関する料金の月間累計額 

イ 本割引に係る割引選択回線とは、本割引を選択する契約者回

線、次表に定める割引を選択するＬＴＥ契約者回線又は他網契約

者回線をいいます。 

割引 

当社のＬＴＥ約款に定める複数回線複合割引又は特定割引（５Ｇ

約款に定める割引選択回線群を構成する契約者相互間の通話料の

割引又はＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥ約款に定める複数回線複合割

引をいいます。以下この(13)において同じとします｡) 

ウ 本割引は、５Ｇデュアルの契約者回線であって、(19)の適用を

受けていないものに限り、選択することができます。 

エ 本割引を選択する契約者は、１の割引選択回線群を指定して、

当社に申し出ていただきます。 

オ 当社は、エの申出があったときは、次のいずれかに該当する場

合を除いて、これを承諾します。 

(ア) 指定した割引選択回線群を構成する電気通信回線の数が２

以上 10 以下でないとき。 

(イ) その契約者が、割引選択回線群を構成する契約者回線に係

る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあ

るとき。 

(ウ) その契約者以外の者（その契約者と相互に業務上緊密な関

係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を

除きます｡)の用に供され、それが業として行われるものと当社

が認めるとき。 

(エ) 指定した割引選択回線群を構成する１の契約者回線に係る

契約者名義が、その割引選択回線群を構成する他の電気通信回

線に係る契約者名義と異なるとき（当社が別に定める基準に適

合する場合を除きます｡)。 

(オ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

カ 当社は、１の割引選択回線群を構成する契約者回線に係る契約

者名義が異なる場合であっても、通信明細書の発行その他の取扱

いについて、同一の契約者名義とみなして取り扱います。 

キ  通話に関する料金の月間累計は、料金月単位で行います。 

ク 本割引の適用の開始は、エに規定する申出を当社が承諾した日

を含む料金月からとします。 

ケ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について契約者

から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当

する場合には、本割引の適用を廃止します。 

(ア) ５Ｇサービス利用権の譲渡があったとき。 

(イ) 契約者の地位の承継があったとき。 

(ウ) ５Ｇサービスの利用の一時休止があったとき。 

(エ) ５Ｇ契約の解除があったとき。 

(オ) ５Ｇシングルへの５Ｇサービスの種類の変更があったと
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き。 

(カ) その他オのいずれかに該当することとなったとき。 

コ ケの規定により、本割引の適用を廃止した場合における取扱い

については、次表のとおりとします。 

   この場合、同一料金月内において、次表の区分２の規定により

本割引の適用を廃止した後、区分１に該当する場合が生じたとき

は、区分１の規定によるものとします。 

区分 本割引の適用 

１ ２以外により本割

引の適用を廃止した

とき。 

その廃止日（５Ｇサービス利用権の譲渡

又は契約者の地位の承継により本割引の

適用を廃止したときは、その譲渡承諾日

又は地位の承継の届出日とします｡)を含

む料金月の前料金月の末日までの通話に

関する料金について、本割引の適用の対

象とします。 

２ ５Ｇサービスの利

用の一時休止、５Ｇ

契約の解除又は５Ｇ

シングルへの５Ｇサ

ービスの種類の変更

があったとき。 

一時休止日、契約解除日又は５Ｇサービ

スの種類の変更日までの通話に関する料

金について、本割引の適用の対象としま

す。 

サ  コの規定にかかわらず、本割引の適用を受けている契約者回線

について、同一料金月内において、本割引の適用を廃止した後、

本割引、第１（基本使用料等）１（適用）(７)又は(16)若しくは

(17)の適用の申込みをしたときは、その申込日を含む料金月の前

料金月までの通話に関する料金について、本割引の適用の対象と

します。 

シ 割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じ

た場合は、その端数を切り上げます。 

ス 割引選択回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債務

については、当社が指定する方法により請求します。 

セ 当社は、本割引の適用を受けている契約者が割引選択回線群を

構成する契約者回線に係る料金その他の債務について当社が定め

る支払期日を経過してもなお支払わないときは、その割引選択回

線群を構成する全て又は一部の契約者回線について本割引の適用

を廃止することがあります。 

ソ  当社は、本割引を選択する契約者から請求があった場合は、当

社が別に定める方法により、その割引選択回線群に係る料金等の

請求額（当社が指定する期間内の料金月に係るものに限ります｡)

又はその目安となる金額を通知します。 

   ただし、当社の業務上又は技術上支障があるときは、通知でき

ないことがあります。 

タ  契約者は、割引選択回線群に他網契約者回線が含まれる場合に

おいて、ＫＤＤＩ株式会社がその割引選択回線群を構成する他網

契約者回線について特定割引の適用の可否を判断するために、そ
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の割引選択回線群を構成する契約者回線に係る情報（特定割引の

適用に必要な範囲に限ります｡)を、当社がＫＤＤＩ株式会社に通

知することを承諾していただきます。 

(14) 障がい者等

等に係る通話

料の月極割引

の適用 

（スマイルハ

ート割引） 

ア 障がい者等に係る通話料の月極割引（以下この欄において「本

割引」といいます｡)とは、第１（基本使用料等）１（適用）(５)

の適用を受けている契約者回線からの通話（(９)及び(15)（同欄

のアに規定する区分(ウ)に係るものに限ります｡)の適用を受けた

通話、その通話の料金を着信者に課金する取扱いを受けた通話、

国際ＳＭＳ送信、番号変換機能を利用して行われた通話並びにａ

ｕ国際通話を除きます。以下この欄において同じとします｡)に関

する料金（ＫＤＤＩ株式会社が提供するローミングに係る料金を

含み、電話番号案内料を除きます。以下この欄において同じとし

ます｡)の月間累計額について、次表に規定する額の割引を行うこ

とをいいます。 

  ただし、本割引のほか(６)のイ又は(13)適用を受ける通話の取

扱いについては、この規定にかかわらず、それぞれ(６)のイ又は

(13)に定めるところによります。 

１契約ごとに

区分 割引額 

１ 当社又はＫＤＤＩ株式会社が提供す

る携帯電話サービス若しくはＳＯＲＡ

ＣＯＭＡｉｒｆｏｒセルラー通信サー

ビス（当社又はＫＤＤＩ株式会社のＳ

ＯＲＡＣＯＭＡｉｒｆｏｒセルラー通

信サービス契約約款に定めるＳＯＲＡ

ＣＯＭＡｉｒｆｏｒセルラー通信サー

ビスをいいます。以下同じとしま

す｡)、加入電話サービス又はＩＰ電話

サービスの電気通信回線への通話（当

社が別に定めるものに限ります｡) 

左欄の通話に関する料

金 の 月 間 累 計 額 に

0.50 を乗じて得た額 

２ １以外の通話 左欄の通話に関する料

金 の 月 間 累 計 額 に

0.20 を乗じて得た額 

イ 通話に関する料金の月間累計は、料金月単位で行います。 

ウ 本割引の適用の開始及び廃止については、第１（基本使用料

等）１（適用）(５)の適用の開始及び廃止の場合に準じて取り扱

います。 

  ただし、同(５)のクの表の区分２の規定により本割引の適用を

廃止する場合は、その事由が生じた日までの通話に関する料金に

ついて、本割引の適用の対象とします。 

エ 割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じ

た場合は、その端数を切り上げます。 

(15) 自宅加入電

話への通話料

の月極割引の

ア  自宅加入電話への通話料の月極割引（以下この欄において「本

割引」といいます｡)とは、自宅加入電話番号（５Ｇ契約者の住所

又は居所において利用される加入電話サービス又はＩＰ電話サー
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適用 

（ａｕ→自宅

割） 

ビスの電話番号であって、その料金月の当社が別に定める日にお

いて、当社に登録されているものをいいます。以下この欄におい

て同じとします｡)に係る他網契約者回線について、前料金月の末

日（次表の(ウ)については、その料金月の開始時とします｡)にお

いて、同表の左欄のいずれかに該当する場合に、その自宅加入電

話番号に係る他網契約者回線への通話（(14)及び(17)の適用を受

けた通話、(19)に規定する定額対象通話並びに番号変換機能を利

用して行われた通話を除きます。以下この欄において同じとしま

す｡)に関する料金（ＫＤＤＩ株式会社が提供するローミングに係

る料金を含みます。以下この欄において同じとします｡)の月間累

計額に同表の右欄に規定する割引率を乗じて得た額の割引を行う

ことをいいます。 

ただし、次表の(ア)の場合において、(９)の適用の対象となる

通話については、この規定にかかわらず、(９)に定めるところに

よります。 

区分 割引率 

(ア) 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話

株式会社の電話サービス契約約款又は総合ディジ

タル通信サービス契約約款に定める優先接続の取

扱いにおける電話会社固定の区分により、次の各

号のいずれかの通話等区分で当社の事業者識別番

号が指定されている場合であって、(エ)以外のと

き。 

① 市内通話、県内市外通話、県間市外通話及び

国際通話 

② 市内通話、県内市外通話及び県間市外通話 

③ 県内市外通話、県間市外通話及び国際通話 

④ 市内通信、県内市外通信、県間市外通信及び

国際通信 

⑤ 市内通信、県内市外通信及び県間市外通信 

⑥ 県内市外通信、県間市外通信及び国際通信 

50％ 

(イ) 当社のＦＴＴＨサービス契約約款に定めるＦ

ＴＴＨ電話サービス、ＫＤＤＩ株式会社のＦＴＴ

Ｈサービス契約約款に定めるＦＴＴＨ電話サービ

ス、ホームプラス電話サービス契約約款に定める

ホームプラス電話サービス、インターネット接続

サービス契約約款に定めるＩＰ電話サービスⅠ、

ケーブルプラス電話サービス契約約款に定める一

般ケーブルプラス電話、ケーブルプラス光電話サ

ービス契約約款に定める一般ケーブルプラス光電

話、ケーブルプラスホーム電話サービス契約約款

に定めるケーブルプラスホーム電話サービス若し

くはマンションプラス電話サービス契約約款に定

める一般マンションプラス電話又は協定事業者の

電気通信サービス（当社が別に定めるものに限り

100％ 
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ます｡)の他網契約者回線であるとき。 

(ウ) ＫＤＤＩ株式会社の電話サービス等契約約款

に定める特定選択料金制サービスⅥの適用を受け

ている他網契約者回線であるとき。 

100％ 

イ アの規定に関わらず、その契約者名義が法人（法人に相当する

ものと当社が認めるものを含みます｡)である契約者回線について

は、本割引の適用を行いません。 

ウ 本割引の適用を受けている契約者回線について、自宅加入電話

番号に係る他網契約者回線の変更があった場合、その変更があっ

た時点から変更後の区分に応じた割引率を適用します。 

エ  自宅加入電話番号に係る他網契約者回線への通話に関する料金

の月間累計は、アの表に規定する区分ごとに、料金月単位で行い

ます。 

オ  割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じ

た場合は、その端数を切り上げます。 

(16) 削除 削除 

(17) 契約者を単

位とする通話

料の月極割引

の適用 

（コールワイ

ド） 

ア 契約者を単位とする通話料の月極割引（以下この欄において

「本割引」といいます｡)とは、(ア)に規定する定額料を支払った

場合に、割引選択回線群（(イ)に定める割引選択回線により構成

される回線群をいいます。以下この欄において同じとします｡)を

構成する契約者回線（(９)、(13)の適用を受けているものを除き

ます。以下(イ)及び(ウ)において同じとします｡)からの通話（国

際ＳＭＳ送信、その通話の料金を着信者に課金する取扱いを受け

た通話、番号変換機能を利用して行われた通話及びａｕ国際通話

を除きます。以下この欄において同じとします｡)に関する料金

（ＫＤＤＩ株式会社が提供するローミングに係る料金を含み、

(19)に規定する定額対象部分を除きます。以下この欄において同

じとします｡)の月間累計額について、(ウ)に規定する割引率を乗

じて得た額の割引を行うことをいいます。 

(ア)  定額料 

１割引選択回線群ごとに月額

料金額 

税抜額 3,000 円(税込額 3,300 円) 

(イ) 割引選択回線 

割引選択回線 

本割引を選択する契約者回線、当社のＬＴＥ約款に定める契約者

を単位とする通話料の月極割引（以下この(17)において「ＬＴＥ

割引」といいます｡)を選択するＬＴＥ契約者回線又はＫＤＤＩ株

式会社のａｕ約款に定め契約者を単位とする通話料の月極割引

（以下この(17)において「特定割引」といいます｡)を選択する他

網契約者回線 

(ウ)  割引率 

その割引選択回線群を構成する全ての契約者回線か

らの通話に関する料金の月間累計額の合計額（その

割引選択回線群にＬＴＥ契約者回線又は他網契約者

割引率 
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回線が含まれる場合は、ＬＴＥ割引の規定に基づく

ＬＴＥ契約者回線に係る月間累計額及び特定割引の

規定に基づく他網契約者回線に係る月額累計額を加

算した額とします｡) 

税抜額 20 万円未満の場合 

(税込額 22 万円未満の場合) 

15％ 

税抜額 20 万円以上税抜額 100 万円未満の場合 

(税込額 22 万円以上税込額 110 万円未満の場合) 

20％ 

税抜額 100 万円以上税抜額 300 万円未満の場合 

(税込額 110 万円以上税込額 330 万円未満の場合) 

25％ 

税抜額 300 万円以上税抜額 500 万円未満の場合 

(税込額 330 万円以上税込額 550 万円未満の場合) 

28％ 

税抜額 500 万円以上の場合 

(税込額 550 万円以上の場合) 

30％ 

イ 本割引は、５Ｇデュアルの契約者回線であって、次に該当しな

いものに限り、選択することができます 。 

(ア) 定期５Ｇ契約に係るもの 

(イ) 第１（基本使用料等）１（適用）(５)の適用を受けている

もの 

ウ 割引選択回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債務

については、当社が指定する方法により請求します。 

エ 本割引を選択する契約者は、１の割引選択回線群を指定して当

社に申し出ていただきます。 

オ 当社は、エに規定する申出があったときは、次に該当する場合

を除いて、これを承諾します。 

(ア) その契約者が、割引選択回線群を構成する契約者回線に係

る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあ

るとき。 

(イ) その申出のあった契約者回線が、第１（基本使用料等）１

（適用）(７)を選択する場合であって、その契約者回線と割引

選択回線群を構成する他の電気通信回線が、特定加入電話から

の通話に係る通話料の割引又は契約者を単位とする基本使用料

割引Ⅰにおける同一の割引選択回線群に属さないとき。 

(ウ) 削除 

(エ) その契約者以外の者（その契約者と相互に業務上緊密な関

係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を

除きます｡)の用に供され、それが業として行われるものと当社

が認めるとき。 

(オ) 指定した割引選択回線群を構成する１の契約者回線に係る

契約者名義が、その割引選択回線群を構成する他の電気通信回

線に係る契約者名義と異なるとき（当社が別に定める基準に適

合する場合を除きます｡)。 

(カ) その申出が新たに割引選択回線群を構成する申出であると

き。 

(キ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 
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カ 本割引の計算は、料金月単位で行います。 

キ 本割引の適用を開始する場合は、エに規定する申出を当社が承

諾した日を含む料金月の初日（その料金月において、ＬＴＥ契約

（本割引に相当する適用を受けるものに限ります｡)からの契約移

行があったときは、その契約移行のあった日とします｡)以降の通

話に関する料金（その契約移行があった日以降その料金月におい

て、新たに契約移行があったときは、その新たに契約移行があっ

た日の前日までのものに限ります｡)について、本割引の適用の対

象とします。 

ク 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、契約

者から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該

当する場合には、本割引の適用を廃止します。 

(ア) ５Ｇサービス利用権の譲渡があったとき。 

(イ) 契約者の地位の承継があったとき。 

(ウ) ５Ｇサービスの利用の一時休止があったとき。 

(エ) ５Ｇ契約の解除があったとき。 

(オ) ５Ｇシングルへの５Ｇサービスの種類の変更があったと

き。 

(カ) その他オに列挙する規定のいずれかに該当することとなっ

たとき。 

ケ クの場合において、その廃止のあった契約者回線が割引選択代

表回線であるときは、その割引選択回線群の中から新たに割引選

択代表回線を指定していただきます。 

コ クの規定により本割引の適用を廃止した場合における取扱いに

ついては、次表のとおりとします。 

    この場合、同一料金月内において、次表の２欄の左欄の規定に

より本割引の適用を廃止した後、１欄の左欄に該当する場合が生

じたときは、１欄の規定によるものとします。 

区分 本割引の適用 

１ ２以外により本割

引の適用を廃止した

とき。 

その廃止日（５Ｇサービス利用権の譲

渡又は契約者の地位の承継により本割

引の適用を廃止したときは、その譲渡

承諾日又は地位の承継の届出日としま

す｡)を含む料金月の前料金月の末日ま

での通話に関する料金について、本割

引の適用の対象とします。 

２ ５Ｇサービスの利

用の一時休止、５Ｇ

契約の解除又は５Ｇ

シングルへの５Ｇサ

ービスの種類の変更

があったとき。 

一時休止日、契約解除日又は５Ｇサー

ビスの種類の変更日までの通話に関す

る料金について、本割引の適用の対象

とします。 

備考 その料金月において、ＬＴＥ契約（ＬＴＥ割引の適用に係

るものに限ります｡)への契約移行があったときは、その料金月

における本割引とＬＴＥ割引の計算をあわせて行い、その合計
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額を請求することができるものとします。 

サ コの規定にかかわらず、本割引の適用を受けている契約者回線

について、同一料金月内において、本割引の適用の廃止（契約移

行に伴うものを除きます｡)後、本割引、(13)又は第１（基本使用

料等）(７)の適用の申込み（ＬＴＥ約款に定める相当する申込み

を含みます｡)をしたときは、その申込日を含む料金月の前料金月

までの通話に関する料金について、本割引の適用の対象としま

す。 

シ  割引選択代表回線がＬＴＥ契約者回線又は他網契約者回線であ

る場合は、アの規定にかかわらず、定額料の支払いを要しませ

ん。 

ス  割引選択代表回線となる契約者回線に係る契約者は、通話の有

無にかかわらず又は１の料金月の日数に満たない期間の利用であ

っても、アに規定する定額料の支払いを要します。 

  ただし、その割引選択回線群を構成する全ての契約者回線につ

いて、契約者の責めによらない理由により、１料金月の全ての日

にわたって、通話を全く利用できない状態（その契約に係る電気

通信設備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できな

い状態と同程度の状態となる場合を含みます｡)が生じたときは、

この限りでありません。 

セ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われて

いるときは、その料金を返還します。 

ソ 定額料については、日割りは行いません。 

タ 割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じ

た場合は、その端数を切り上げます。 

チ 当社は、その割引選択回線群を構成するいずれかの電気通信回

線に係る契約者がその料金その他の債務についてその支払期日を

経過してもなお支払わないときは、その割引選択回線群を構成す

る全て又は一部の電気通信回線について本割引の適用を廃止する

ことがあります。 

ツ 当社は、本割引を選択する契約者から請求があった場合は、当

社が別に定める方法により、その割引選択回線群に係る料金等の

請求額（当社が指定する期間内の料金月に係るものに限ります｡)

又はその目安となる金額を通知します。 

    ただし、当社の業務上又は技術上支障があるときは、通知でき

ないことがあります。 

テ  契約者は、割引選択回線群に他網契約者回線が含まれる場合に

おいて、ＫＤＤＩ株式会社がその割引選択回線群を構成する他網

契約者回線について特定割引の適用の可否を判断するために、そ

の割引選択回線群を構成する契約者回線に係る情報（特定割引の

適用に必要な範囲に限ります｡)を、当社がＫＤＤＩ株式会社に通

知することを承諾していただきます。 

(18) － － 

(19) 特定の契約

者回線等への

ア 当社は、５Ｇ契約者からの申込みにより、特定の契約者回線等

への通話に対する定額料の適用（(ア)に規定する定額料を支払っ
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通話に対する

定額料の適用 

（ビジネス通

話定額） 

た場合に、(イ)に規定する定額対象回線群を構成するその契約者

回線から行われる、(エ)に規定する定額対象電話番号への通話

（国際ＳＭＳ送信、その通話の料金を着信者に課金する取扱いを

受けた通話、番号変換機能を利用して行われた通話及びａｕ国際

通話を除きます。以下この欄において「定額対象通話」といいま

す｡)に関する料金（ＫＤＤＩ株式会社が提供するローミングに係

る料金を含みます｡)の月間累計額について、２（料金額）の規定

にかかわらず、(ア)に規定する額の割引を行う取扱いをいいま

す。以下この欄において「本定額適用」といいます｡)を行いま

す。 

  ただし、その料金月の末日における定額対象電話番号の数が２

に満たない場合は、この限りでありません。 

(ア) 定額料及び割引額 

 １契約ごとに月額

定額料 割引額 

税抜額 300 円 

(税込額 330 円)

 

定額対象電話番号に係る電気通信回線への通話

に関する料金（別記15の規定により測定した通

話時間がその通話を開始した時点から90分以内

の部分（標準プラン２又は標準プラン（それぞ

れ国内通話定額のうち通話定額又は通話定額２

の適用を受けるものに限ります｡)に係る基本使

用料の料金種別の適用を受けている契約者回線

から行った通話については、その通話を開始し

た時点から90分を超える部分を含みます｡)に係

るものに限ります。以下この(19)において「定

額対象部分」とします｡)の月間累計額 

備考 その料金月の末日（その契約者回線に係る５Ｇ契約の解除

（契約変更又は契約移行に係るものを除きます｡)があったとき

は、その解除のあった日）における基本使用料の料金種別が標

準プラン２又は標準プラン（それぞれ国内通話定額のうち通話

定額又は通話定額２の適用を受けるものに限ります｡)である場

合の定額料の額は、０円とし、標準プラン２又は標準プラン

（それぞれ国内通話定額の適用を受けるものを除きます｡)であ

る場合の定額料の額は、税抜額 900 円(税込額 990 円)としま

す。 

(イ) 定額対象回線群 

定額対象回線群 

以下の電気通信回線により構成される回線群 

① 本定額適用を選択する契約者回線 

② 当社のＬＴＥ約款に定める特定の契者回線等への通話に対す

る定額料の適用（以下この(19)において「ＬＴＥ定額適用」と

いいます｡)を選択するＬＴＥ契約者回線 

③ ＫＤＤＩ株式会社のａｕ約款に定める特定の契者回線等への

通話に対する定額料の適用（以下この(19)において「特定定額

適用」といいます｡)を選択する他網契約者回線 
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④ クの規定に基づき電話番号が登録された(ウ)に定める特定サ

ービスの電気通信回線 

(ウ) 特定サービス 

特定サービス 

当社のＦＴＴＨサービス契約約款に定めるＦＴＴＨ電話サービス

若しくは光ダイレクトサービス契約約款に定める一般光ダイレク

トサービス若しくはａｕオフィスナンバーサービス又はＫＤＤＩ

株式会社の総合オープン通信網サービス契約約款に定める音声通

信サービスⅠ、光ダイレクトサービス契約約款に定める一般光ダ

イレクト電話サービス若しくはａｕオフィスナンバーサービス

（それぞれ当社の光ダイレクトサービス契約約款に定める一般光

ダイレクトサービス又はａｕオフィスナンバーサービスの用に供

するものを除きます｡)、イントラネットＩＰ電話サービス契約約

款に定める一般イントラネットＩＰ電話サービス、ＷｅｂｅｘＣ

ａｌｌｉｎｇサービス契約約款に定めるＷｅｂｅｘＣａｌｌｉｎ

ｇサービス、クラウドコーリングサービス契約約款に定めるクラ

ウドコーリングサービス、ホームプラス電話サービス契約約款に

定めるホームプラス電話サービス、インターネット接続サービス

契約約款に定めるＩＰ電話サービスⅠ、ＦＴＴＨサービス契約約

款に定めるＦＴＴＨ電話サービス、ケーブルプラス電話サービス

契約約款に定める一般ケーブルプラス電話、ケーブルプラス光電

話サービス契約約款に定める一般ケーブルプラス光電話、ケーブ

ルプラスホーム電話サービス契約約款に定めるケーブルプラスホ

ーム電話サービス若しくはマンションプラス電話サービス契約約

款に定める一般マンションプラス電話であって、サービスが現に

提供されているもの 

(エ) 定額対象電話番号 

定額対象電話番号 

① その契約者回線が属する定額対象回線群を構成する他の契約

者回線に係る電話番号 

② その契約者回線が属する定額対象回線群を構成するＬＴＥ契

約者回線に係る電話番号 

③ その契約者回線が属する定額対象回線群を構成する他網契約

者回線に係る電話番号 

④ その契約者回線が属する定額対象回線群を構成する特定サー

ビスの電気通信回線に係る電話番号（当社が別に定める方法に

より登録されるものに限ります｡) 

イ 本定額適用は、５Ｇデュアルの契約者回線であって、(13)の適

用を受けていないものに限り、選択することができます。 

ウ 定額対象回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債務

については、当社が指定する方法により請求します。 

エ 本定額適用を選択する契約者は、１の定額対象回線群を指定し

て当社に申し出ていただきます。               

  この場合において、当社が必要と認めたときは、当社が別に定

める方法により本定額適用の利用態様を申告していただきます。
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オ 当社は、エに規定する申出があったときは、次に該当する場合

を除いて、これを承諾します。 

(ア) その契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認め

るものを含みます｡)でないとき。 

(イ) その申出が新たに定額対象回線群を構成する申出であっ

て、その定額対象回線群に係る定額対象電話番号の数が２以上

でないとき。 

(ウ) その契約者が、定額対象回線群を構成する契約者回線に係

る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあ

るとき。 

(エ) その申出のあった契約者回線が(17)又は第１（基本使用料

等）１（適用）(７)を選択する場合であって、その契約者回線

並びに定額対象回線群を構成する他の契約者回線、ＬＴＥ契約

者回線及び他網契約者回線が、契約者を単位とする通話料の月

極割引、特定加入電話からの通話に係る通話料の割引又は契約

者を単位とする基本使用料割引Ⅰにおける同一の割引選択回線

群に属さないとき。 

(オ) (エ)に定める場合において、その定額対象回線群が属する

契約者を単位とする通話料の月極割引、特定加入電話からの通

話に係る通話料の割引又は契約者を単位とする基本使用料割引

Ⅰに係る割引選択回線群において、定額対象回線群の数とＬＴ

Ｅ約款に定める第２種定期ＬＴＥ契約に係る通話料の割引の適

用に定める定額対象回線群の数を合算した合計が、当社が別に

定める数を超えるとき。 

(カ) その契約者以外の者（その契約者と相互に業務上緊密な関

係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を

除きます｡)の用に供され、それが業として行われるものと当社

が認めるとき。 

(キ) その契約者回線に係る契約者名義が、その定額対象回線群

を構成する他の電気通信回線に係る契約者名義と異なるとき

（当社が別に定める基準に適合する場合を除きます｡)。 

(ク) その契約者がエの規定により申告した本定額適用の利用態

様により、当社の電気通信設備の利用若しくは運営に支障が生

じると当社が判断したとき。 

(ケ) その定額対象回線群に係る定額対象電話番号の数が1001以

上となるとき。 

(コ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

カ 本定額適用を受ける契約者は、特定サービスの電気通信回線に

係る電話番号を定額対象電話番号として登録することができま

す。 

  この場合、その契約者は、定額対象回線群を構成するＬＴＥ契

約者回線又は他網契約者回線が代表回線として指定されている場

合を除き、定額対象回線群を構成する契約者回線のうちいずれか

１の契約者回線を、代表回線として指定していただきます。 

キ カの規定に基づき、特定サービスの電気通信回線に係る電話番
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号を定額対象電話番号として登録しようとする契約者は、当社が

別に定める方法により申し出ていただきます。 

ク 当社は、キに規定する申出があったときは、その申出に係る特

定サービスの電気通信回線の契約者名義が、その定額対象回線群

を構成する契約者回線、ＬＴＥ契約者回線又は他網契約者回線の

契約者名義と同一の場合に限り、承諾します。 

ケ 本定額適用を受ける５Ｇ契約者は、エの規定により申し出た内

容に変更が生じるときは、エの規定に準じてあらかじめ当社に申

し出て当社の承諾を得るものとします。この場合、当社はその申

出をオの規定に準じて取扱います。 

コ 本定額適用の計算は、料金月単位で行います。  

サ 当社は、エに規定する申出を当社が承諾した日を含む料金月の

初日（その料金月において、ＬＴＥ契約（本割引に相当する適用

を受けるものに限ります｡)からの契約移行があったときは、その

契約移行のあった日とします｡)以降の通話に関する料金（その契

約移行があった日以降その料金月において、新たに契約移行があ

ったときは、その新たに契約移行があった日の前日までのものに

限ります｡)について、本定額適用の対象とします。 

シ 当社は、本定額適用を受けている契約者回線について、契約者

から本定額適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当す

る場合には、本定額適用を廃止します。 

(ア) ５Ｇサービス利用権の譲渡があったとき。  

(イ) 契約者の地位の承継があったとき。 

(ウ) ５Ｇサービスの利用の一時休止があったとき。 

(エ) ５Ｇ契約の解除があったとき。 

(オ) ５Ｇシングルへの５Ｇサービスの種類の変更があったと

き。 

(カ) その他オのいずれか（(イ)を除きます｡)に該当することと

なったとき。 

ス シの場合において、その廃止のあった契約者回線が代表回線で

あるとき、又はシに相当する当社のＬＴＥ約款又はＫＤＤＩ株式

会社のａｕ約款の規定に基づき、その定額対象回線群を構成する

ＬＴＥ契約者回線又は他網契約者回線（代表回線のものに限りま

す｡)について、ＬＴＥ定額適用又は特定定額適用の廃止があった

ときは、その定額対象回線群を構成するいずれか１の契約者回線

を新たに代表回線として指定していただきます。 

  ただし、ＬＴＥ定額適用に係る当社のＬＴＥ約款又は特定定額

適用に係るＫＤＤＩ株式会社のａｕ約款の規定に基づき、その定

額対象回線群を構成するいずれか１のＬＴＥ契約者回線又は他網

契約者回線が代表回線として指定される場合は、この限りであり

ません。 

セ シの規定により本定額適用を廃止した場合における取扱いにつ

いては、次表のとおりとします。               

  この場合、同一料金月内において、次表の２欄の左欄の規定に

より本定額適用を廃止した後、１欄の左欄に該当する場合が生じ
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たときは、１欄の規定によるものとします。 

区分 定額制の適用 

１ ２以外により本定額適用を

廃止したとき。 

その廃止日（５Ｇサービス利用

権の譲渡又は契約者の地位の承

継により本定額適用を廃止した

ときは、その譲渡承諾日又は地

位の承継の届出日とします｡)を

含む料金月の前料金月の末日ま

での定額対象通話に関する料金

について、本定額適用の対象と

します。 

２ ５Ｇサービスの利用の一時

休止、５Ｇ契約の解除又は５

Ｇシングルへの５Ｇサービス

の種類の変更があったとき。

一時休止日、契約解除日又は５

Ｇサービスの種類の変更日まで

の通話に関する料金について、

本定額適用の対象とします。 

ソ  本定額適用を受けている契約者は、通話の有無にかかわらず又

は１の料金月の日数に満たない期間の利用であっても、アに規定

する定額料の支払いを要します。 

  ただし、その定額対象回線群を構成する全ての契約者回線につ

いて、契約者の責めによらない理由により、１料金月の全ての日

にわたって、通話を全く利用できない状態（その契約に係る電気

通信設備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できな

い状態と同程度の状態となる場合を含みます｡)が生じたときは、

この限りでありません。 

タ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われて

いるときは、その料金を返還します。  

チ アに規定する定額料については、日割りは行いません。 

ツ 当社は、特定の契約者回線からの定額対象通話がエの規定によ

り契約者が申告した本定額適用の利用態様から著しく乖離する態

様で発生する等により、当社の電気通信設備の利用若しくは運営

に支障が生じると判断した場合は、その契約者回線が属する定額

対象回線群を構成する全て又は一部の契約者回線について、本定

額適用を廃止することがあります。 

  この場合において、当社はそのことをあらかじめ契約者に通知

します。 

  ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。  

テ 当社は、その定額対象回線群を構成するいずれかの契約者回

線、ＬＴＥ契約者回線又は他網契約者回線に係る契約者がその料

金その他の債務についてその支払期日を経過してもなお支払わな

いときは、その定額対象回線群を構成する全て又は一部の契約者

回線、ＬＴＥ契約者回線及び他網契約者回線について本定額適用

を廃止することがあります。 

ト  契約者は、定額対象回線群に他網契約者回線が含まれる場合に

おいて、ＫＤＤＩ株式会社がその定額対象回線群を構成する他網

契約者回線について特定定額適用の可否等を判断するために必要
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な範囲で、その定額対象回線群を構成する契約者回線及び特定サ

ービスの電気通信回線に係る情報（利用状況その他の情報を含み

ます｡)を、当社がＫＤＤＩ株式会社に通知することを承諾してい

ただきます。 

(20)  電話番号案

内接続に係る

通話料の取扱

い 

ア 当社は、第１（基本使用料等）１（適用）(５)の適用を受けて

いる契約者回線からの通話（電話番号案内接続に係るものに限り

ます｡)については、２（料金額）に規定する電話番号案内料及び

通話料の支払いを免除します。 

イ アの規定によるほか、電話番号案内料、通話料の支払い免除者

の取扱い及び支払いを要しない場合並びにその他の提供条件につ

いては、電話番号案内事業者の契約約款等の規定に準じて取り扱

います。                          

(21) 通話料の減

免 

次の通話については、その料金の支払いを要しません。 

ア 電気通信番号規則別表第12号に規定する緊急通報に関する電気

通信番号を用いた通話 

イ 当社の電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のためにそ

れぞれの業務を行うサービス取扱所等に設置されている電気通信

設備であって、当社が指定したものへの通話 

ウ 協定事業者に係る電気通信設備の修理の請求等のために協定事

業者の事業所に設置されている電気通信設備であって、当社が指

定したものへの通話 
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２ 料金額 

 

２－１ ５Ｇサービスに係るもの 

 

２－１－１ 通常通話に係るもの 

 

２－１－１－１ ２－１－１－２から２－１－１－３以外のもの 

  

(１) (２)以外のもの 

区分 料金額 

通話料 30 秒までごとに税抜額 20 円(税込額 22 円) 

 

(２) ワイドスター通信サービス（第２種ワイドスターに限ります｡)の電気通信

回線への通話に係るもの 

区分 料金額 

通話料 30 秒までごとに税抜額 50 円(税込額 55 円) 

 

 

２－１－１－２ 電話番号案内接続に係るもの 

  

区分 料金額 

電話番号案内料 １の電話番号の案内ごとに税抜額 200 円(税込額 220 円) 

通話料 ２－１－１に規定する各料金種別の料金額と同額 

 

 

２－１－１－３ ＳＭＳ機能に係るもの 

 

(１) (２)以外のもの 

１送信ごとに 

区分 料金額 

通話料 

 送信文字数 税抜額(税抜額) 

70 文字まで 

(半角英数字のみの場合 160 文字まで) 
３円(3.3 円)

71 文字から 134 文字まで 

(半角英数字のみの場合 161 文字から 306 文字まで) 
６円(6.6 円)

135 文字から 201 文字まで 

(半角英数字のみの場合 307 文字から 459 文字まで) 
９円(9.9 円)

202 文字から 268 文字まで 

(半角英数字のみの場合 460 文字から 612 文字まで) 
12 円(13.2 円)

269 文字から 335 文字まで 

(半角英数字のみの場合 613 文字から 765 文字まで) 
15 円(16.5 円)

336 文字から 402 文字まで 18 円(19.8 円)
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(半角英数字のみの場合 766 文字から 918 文字まで) 

403 文字から 469 文字まで 

(半角英数字のみの場合 919 文字から 1,071 文字まで) 
21 円(23.1 円)

470 文字から 536 文字まで 

(半角英数字のみの場合 1,072 文字から 1,224 文字まで) 
24 円(26.4 円)

537 文字から 603 文字まで 

(半角英数字のみの場合 1,225 文字から 1,377 文字まで) 
27 円(29.7 円)

604 文字から 670 文字まで 

(半角英数字のみの場合 1,378 文字から 1,530 文字まで) 
30 円(33 円)

 

(２) 国際ＳＭＳ送信に係るもの 

１送信ごとに 

区分 料金額 

通話料 

 送信文字数 

70 文字まで 

(半角英数字のみの場合 160 文字まで) 
100 円

71 文字から 134 文字まで 

(半角英数字のみの場合 161 文字から 306 文字まで) 
200 円

135 文字から 201 文字まで 

(半角英数字のみの場合 307 文字から 459 文字まで) 
300 円

202 文字から 268 文字まで 

(半角英数字のみの場合 460 文字から 612 文字まで) 
400 円

269 文字から 335 文字まで 

(半角英数字のみの場合 613 文字から 765 文字まで) 
500 円

336 文字から 402 文字まで 

(半角英数字のみの場合 766 文字から 918 文字まで) 
600 円

403 文字から 469 文字まで 

(半角英数字のみの場合 919 文字から 1,071 文字まで) 
700 円

470 文字から 536 文字まで 

(半角英数字のみの場合 1,072 文字から 1,224 文字まで) 
800 円

537 文字から 603 文字まで 

(半角英数字のみの場合 1,225 文字から 1,377 文字まで) 
900 円

604 文字から 670 文字まで 

(半角英数字のみの場合 1,378 文字から 1,530 文字まで) 
1,000 円
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２－１－２ ａｕ国際通話に係るもの 

 

(１) (２)以外のもの 

区分 料金額 

通話料 
30 秒までごとに次の料金額

 通話先区分 

通話先区分１ 20 円

通話先区分２ 55 円

通話先区分３ 65 円

通話先区分４ 85 円

通話先区分５ 95 円

備考 各通話先区分における地域については、別表４（ａｕ国際通話の通話先地域）に定

めるところによります。 

 

(２) 特定衛星携帯電話等に係るもの 

区分 料金額 

通話料 
１分までごとに次の料金額 

 通話先区分 

特定衛星携帯電話１（スラーヤ） 275 円

特定衛星携帯電話２（イリジウム） 380 円

インマルサットサービス（その通話の相手先が 64kbit/s

の Audio/Speech モード以外の場合） 

260 円

インマルサットサービス（その通話の相手先が 64kbit/s

の Audio/Speech モードの場合） 

840 円
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第３ データ通信料 

１ 適用 

データ通信料の適用については、第 58 条（通話料及びデータ通信料の支払義務）の

規定によるほか、次のとおりとします。 

データ通信料の適用 

(１) データ通信料

の適用 

データ通信料の適用は、１料金月の課金対象データの総情報量に

ついて 1,024 バイトまでごとに１の課金対象データとし、２（料

金額）に規定する料金額を適用します。 

(２) ローミングの

データ通信料の

適用 

ローミング（ＫＤＤＩ株式会社の５Ｇ約款に規定する５Ｇサービ

スの提供を受けているものに限ります｡)の契約者回線に係るデー

タ通信については、ＫＤＤＩ株式会社の５Ｇ約款料金表に規定す

る各料金種別の料金額と同額を適用します。 

(３) データ通信料

の定額制の適用 

（データＭＡＸ

定額） 

 

ア 当社は、５Ｇ契約者からの申出により、その５Ｇデュアルの

契約者回線との間のデータ通信（ＫＤＤＩ株式会社が提供する

ローミングに係るものを含み、通信の料金をその通信の相手先

に課金する取扱いを受けたものを除きます。以下この欄におい

て同じとします｡)について、次表に規定する定額料（コの規定

により定額料を日割りした場合はその額とします。以下この欄

において同じとします｡)を適用する取扱い（以下「データＭＡ

Ｘ定額」といいます｡)を行います。 

この場合において、データＭＡＸ定額には次表に定める種類

があり、５Ｇ契約者は、そのいずれかを選択していただきま

す。 

１契約ごとに月額

種類 定額料 

税抜額(税込額) 

使い放題ＭＡＸ ５Ｇ 5,500 円(6,050 円)

使い放題ＭＡＸ ５Ｇ ｗｉｔｈ Ａ

ｍａｚｏｎプライム 

6,200 円(6,820 円)

使い放題ＭＡＸ ５Ｇ Ｎｅｔｆｌｉ

ｘパック 

6,500 円(7,150 円)

使い放題ＭＡＸ ５Ｇ Ｎｅｔｆｌｉ

ｘパック（Ｐ） 

6,500 円(7,150 円)

使い放題ＭＡＸ ５Ｇ ＤＡＺＮパッ

ク 

6,500 円(7,150 円)

使い放題ＭＡＸ ５Ｇ テレビパック 7,200 円(7,920 円)

使い放題ＭＡＸ ５Ｇ ＡＬＬ ＳＴ

ＡＲパック 

8,000 円(8,800 円)

イ データＭＡＸ定額は、５Ｇデュアルの契約者回線であって、

次の全てを満たすものに限り、選択することができます。 

(ア) 基本使用料の料金種別が次表に定めるもの（以下この欄

において「対象プラン」といいます｡)であること。 

種類 基本使用料の料金種別

下欄以外のもの（以下「データＭＡＸ 標準プラン２ 
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定額２」といいます｡) 

データＭＡＸ ５Ｇ、データＭＡＸ

５Ｇ ｗｉｔｈ Ａｍａｚｏｎプライ

ム、データＭＡＸ ５Ｇ Ｎｅｔｆｌ

ｉｘパック、データＭＡＸ ５Ｇ Ｎ

ｅｔｆｌｉｘパック（Ｐ）、データＭ

ＡＸ ５Ｇ テレビパック、データＭ

ＡＸ ５Ｇ ＡＬＬ ＳＴＡＲパック

（以下「データＭＡＸ定額１」といい

ます｡) 

標準プラン 

(イ) ５Ｇ ＮＥＴ ｆｏｒ ＤＡＴＡ機能の提供を受けてい

ないこと。 

(ウ) 通信識別機能の適用について、承諾していること。 

ウ データ通信料の月間累計は、データＭＡＸ定額の種類ごと並

びに国内通話定額の適用の有無及び適用を受ける場合はその種

類ごとに、料金月単位で行います。 

エ データＭＡＸ定額の適用の開始は、その申込みを当社が承諾

した日を含む料金月の翌料金月からとします。 

ただし、次表の左欄に規定する場合は、同表の右欄に規定す

る日からとします。 

区分 データＭＡＸ定額

の適用の開始 

１ データＭＡＸ定額の申込みが、その契

約者回線に係る５Ｇ契約の申込みと同時

に行われたとき。 

その５Ｇサービス

の提供を開始した

日 

２ データＭＡＸ定額の申込みが、その契

約者回線に係る５Ｇサービスの再利用の

請求と同時に行われたとき。 

その５Ｇサービス

の再利用を開始し

た日 

３ データＭＡＸ定額の申込みが、５Ｇデ

ュアルへの５Ｇサービスの種類の変更に

係る請求と同時に行われたとき。 

その変更後の５Ｇ

サービスの提供を

開始した日 

４ データＭＡＸ定額の申込みが、対象プ

ランへの基本使用料の料金種別の変更に

係る請求と同時に行われたとき。 

料金種別の変更が

あった日 

５ データＭＡＸ定額の申込みが、端末設

備の変更に係る請求と同時に行われたと

き。 

その申込みを当社

が承諾した日 

オ ５Ｇ契約者は、データＭＡＸ定額の種類の変更を請求するこ

とができます。この場合における変更後のデータＭＡＸ定額の

取扱いについては、次表のとおりとします。 

区分 変更後のデータＭＡＸ定額の適用 

(ア) (イ)以外の場合 その請求があった日を含む料金月の翌

料金月からのデータ通信について、変

更後のデータＭＡＸ定額を適用しま

す。 



 - 料デ 3 -

(イ) 端末設備の変更

に係る請求と同時に

行われたものである

場合 

その請求があった日からのデータ通信

について、変更後のデータＭＡＸ定額

を適用します。 

カ データＭＡＸ定額の適用を受けている契約者回線の契約者

は、対象プラン以外への基本使用料の料金種別の変更の請求と

同時に行う場合に限り、データＭＡＸ定額の適用の廃止を申し

出ることができます。 

キ 当社は、データＭＡＸ定額の適用を受けている契約者回線に

ついて、契約者からデータＭＡＸ定額の適用を廃止する申出が

あった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、データ

ＭＡＸ定額を廃止します。 

(ア) ５Ｇサービスの利用の一時休止があったとき（その一時

休止日を含む料金月において再利用を行ったときを除きま

す｡)。 

(イ) ５Ｇ契約の解除があったとき。 

(ウ) ５Ｇシングルへの５Ｇサービスの種類の変更があったと

き。 

(エ) 対象プラン以外への料金種別の変更があったとき。 

(オ) ピタット定額の適用の申込みがあったとき。 

ク キの規定により、データＭＡＸ定額の適用を廃止する場合に

おける取扱いについては、次表のとおりとします。 

この場合、同一料金月内において、次表の１欄の左欄の規定

によりデータＭＡＸ定額の適用を廃止した後、２欄、３欄又は

４欄の左欄に該当する場合が生じたとときは、それぞれ２欄、

３欄又は４欄の規定によるものとします。 

区分 データＭＡＸ定額の適用 

１ ２から４以外によりデー

タＭＡＸ定額の適用を廃止

したとき。 

その廃止日を含む料金月の末

日までのデータ通信料につい

て、データＭＡＸ定額の適用

の対象とします。 

２ ５Ｇサービスの利用の一

時休止又は５Ｇ契約の解除

があったとき。 

その一時休止日又は契約解除

日までのデータ通信料につい

て、データＭＡＸ定額の適用

の対象とします。 

３ ５Ｇへの５Ｇサービスの

種類の変更又は対象プラン

以外への料金種別の変更が

あったとき。 

その５Ｇサービスの種類の変

更日の前日又は料金種別の変

更日の前日までのデータ通信

料について、データＭＡＸ定

額の適用の対象とします。 

４ データＭＡＸ定額の適用

を廃止する申出又はピタッ

ト定額の適用の申込みが、

端末設備の変更に係る請求

と同時に行われたとき。 

その申出又は申込みがあった

日の前日までのデータ通信料

について、データＭＡＸ定額

Ⅴの適用の対象とします。 
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ケ データＭＡＸ定額を選択した契約者は、ソに規定する場合を

除き、通信の有無にかかわらず又は１の料金月の日数に満たな

い期間の利用であっても、アに規定する定額料の支払いを要し

ます。 

コ 次のいずれかに該当する場合は、次表の適用開始日から適用

終了日までの期間に係る日数に応じて、アに規定する定額料の

日割りを行います。 

(ア) エの表の規定によりデータＭＡＸ定額の適用を開始した

とき。 

(イ) オの規定によりデータＭＡＸ定額の種類を変更したと

き。 

(ウ) クの表の区分２（５Ｇ契約の解除（契約移行に係るもの

に限ります｡)に限ります｡)、区分３又は区分４の規定により

データＭＡＸ定額の適用を廃止したとき。 

(エ) データＭＡＸ定額の適用を受けている場合であって、料

金月の起算日以外の日に国内通話定額の種類変更等があった

とき。 

区分 起算日 

適用開始日 その料金月の初日（その料金月において、コの

(ア)、(イ)又は(エ)に該当することとなったと

きは、それぞれデータＭＡＸ定額の適用開始

日、変更後の種類のデータＭＡＸ定額の適用開

始又は国内通話定額の種類変更等日とします｡) 

適用終了日 その料金月の末日（その料金月において、コの

(イ)、(ウ)又は(エ)に該当することとなったと

きは、それぞれ変更前の種類のデータＭＡＸ定

額の適用終了日、クの表のその事由が生じた日

の前日又は国内通話定額の種類変更等日の前日

とします｡) 

サ 当社は、データＭＡＸ定額の適用を受けている契約者回線と

の間のデータ通信に関する料金について、そのデータ通信に係

る１料金月の課金対象データの総情報量（以下「累計課金対象

データ量」といいます｡)が次表に定める値以下である場合、同

表に定める額（以下この欄において「割引額」といい、コの規

定により定額料を日割りした場合は、その日数に応じて割引額

を日割りした額とします｡)の割引（以下「小容量利用割引」と

いいます｡)を行います。 

(ア) データＭＡＸ定額２の適用を受けている場合 

累計課金対象データ量 割引額 

税抜額(税込額) 

3,221,225,472 バイト（３ギガバイト） 1,500 円(1,650 円) 

(イ) データＭＡＸ定額１の適用を受けている場合 

累計課金対象データ量 割引額 

税抜額(税込額) 

2,147,483,648 バイト（２ギガバイト） 1,480 円(1,628 円） 
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シ データＭＡＸ定額の種類の変更があった場合又は契約移行が

あった場合（契約移行のあった日を含む料金月において、ＬＴ

Ｅ約款に定めるデータＭＡＸ定額の適用を受けている場合に限

ります｡)、種類の変更前の契約者回線又は契約移行前のＬＴＥ

契約者回線との間のデータ通信に係る累計課金対象データ量

を、サに定める累課金対象データ量に合算します。 

ス 小容量利用割引の割引額の日割り計算において、その計算結

果に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げま

す。 

セ 小容量利用割引は、その料金月のａｕ（５Ｇ）通信サービス

の料金から減算することにより行います。 

ソ 契約者の責めによらない理由により、１料金月の全ての日に

わたって、５Ｇサービスを全く利用できない状態（その契約に

係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く

利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます｡)が生

じたときは、その契約者は、アに規定する定額料の支払いを要

しません。 

この場合において、当社は、支払いを要しないこととされた

料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 

タ アの表に規定するほか、データＭＡＸ定額には、次表に定め

る種類があります。 

  ただし、ソまでの規定にかかわらず、この種類のデータＭＡ

Ｘ定額の適用又は同種類への変更を申し込むことはできませ

ん。 

１契約ごとに月額

種類 定額料 

税抜額(税込額) 

データＭＡＸ ５Ｇ 6,500 円(7,150 円)

データＭＡＸ ５Ｇ ｗｉｔｈ Ａｍ

ａｚｏｎプライム 

7,200 円(7,920 円)

データＭＡＸ ５Ｇ Ｎｅｔｆｌｉｘ

パック 

7,500 円(8,250 円)

データＭＡＸ ５Ｇ Ｎｅｔｆｌｉｘ

パック（Ｐ） 

7,500 円(8,250 円)

データＭＡＸ ５Ｇ テレビパック 8,200 円(9,020 円)

データＭＡＸ ５Ｇ ＡＬＬ ＳＴＡ

Ｒパック 

9,000 円(9,900 円)

  

(４) データ通信料

の定額適用 

（ ピ タ ッ ト 定

額） 

 

ア 当社は、５Ｇ契約者からの申出により、その５Ｇデュアルの

契約者回線との間のデータ通信（ＫＤＤＩ株式会社が提供する

ローミングに係るもの及び海外定額対象回線に係る海外定額対

象利用を含み、通信の料金をその通信の相手先に課金する取扱

いを受けたものを除きます。以下この欄、(６)、(８)、(９)及

び(10)において同じとします｡)について、そのデータ通信に係

る累計課金対象データ量に応じて、(ア)に規定する定額料（シ
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の規定により定額料を日割りした場合はその額とします。以下

この欄において同じとします｡)を適用する取扱い（以下「ピタ

ット定額」といいます｡)を行います。 

  この場合において、ピタット定額には(イ)に定める種類があ

り、５Ｇ契約者は、そのいずれかを選択していただきます。 

(ア) 定額料 

１契約ごとに月額

区分 累計課金対象データ量 定額料 

税抜額(税込額) 

区分１ 1,073,741,824 バイト（１ギガ

バイト）以下の場合 

2,000 円(2,200 円)

区分２ 1,073,741,824 バイト（１ギガ

バイト）を超え 4,294,967,296

バイト（４ギガバイト）以下の

場合 

3,500 円(3,850 円)

区分３ 4,294,967,296 バイト（４ギガ

バイト）を超えた場合 

5,000 円(5,500 円)

(イ) ピタット定額の種類 

種類 

ピタットプラン ５Ｇ  

イ ピタット定額は、５Ｇデュアルの契約者回線であって、基本

使用料の料金種別が標準プランであるものに限り、選択するこ

とができます。 

ウ データ通信料の月間累計は、国内通話定額の適用の有無及び

適用を受ける場合はその種類ごとに、料金月単位で行います。 

エ ピタット定額の適用の開始は、その申込みを当社が承諾した

日を含む料金月の翌料金月からとします。 

ただし、次表の左欄に規定する場合は、同表の右欄に規定す

る日からとします。 

区分 ピタット定額の適

用の開始 

１ ピタット定額の申込みが、その契約者

回線に係る５Ｇ契約の申込みと同時に行

われたとき。 

その５Ｇサービス

の提供を開始した

日 

２ ピタット定額の申込みが、その契約者

回線に係る５Ｇサービスの再利用の請求

と同時に行われたとき。 

その５Ｇの再利用

を開始した日 

３ ピタット定額の申込みが、５Ｇデュア

ルへの５Ｇサービスの種類の変更に係る

請求と同時に行われたとき。 

その変更後の５Ｇ

サービスの提供を

開始した日 

４ ピタット定額の申込みが、標準プラン

ンへの基本使用料の料金種別の変更に係

る請求と同時に行われたとき。 

料金種別の変更が

あった日 

５ ピタット定額の申込みが、端末設備の

変更に係る請求と同時に行われたとき。 

その申込みを当社

が承諾した日 
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オ ピタット定額の適用を受けている契約者回線について、その

データ通信に係る累計課金対象データ量がアの表の区分１から

区分２に定めるそれぞれのデータ量の最大値を超えたときに、

購入残等データ量（(９)に定める前月からの繰越データ量又は

(10)に定める購入残データ量をいいます。以下この欄において

同じとします｡)を有する場合、アの表を次のとおり読み替え

て、ピタット定額を適用します。 

１契約ごとに月額

区分 累計課金対象データ量 定額料 

税抜額(税込額) 

区分１ 1,073,741,824バイト（１ギガ

バイト）に購入残等データ量

を合算したデータ量以下の場

合 

2,000 円(2,200 円)

区分２ 区分１のデータ量の最大値を

超え区分１のデータ量の最大

値に 3,221,225,472 バイト

（３ギガバイト）を合算した

データ量以下の場合 

3,500 円(3,850 円)

区分３ 区分２のデータ量の最大値を

超えた場合 

5,000 円(5,500 円)

備考 区分２については、その区分に定めるデータ量の最大値

を超えた時点で購入残等データ量を有する場合、そのデータ

量を合算した値を最大値とします。 

カ ピタット定額の適用を受けている契約者回線について、(12)

に定める共有回線群に係るデータ量共有適用を受ける場合、同

(12)の規定によるほか、ア又はオの表の区分１から区分３に定

めるデータ量の最大値及び最小値（(12)の適用を開始した時点

までに行ったデータ通信に係る累計課金対象データ量を超える

部分に限ります｡)を、そのデータ量共有回線群を構成する他の

契約者回線、ＬＴＥ契約者回線及び他網契約者回線に係る総量

速度規制データ量を合算したデータ量を加算した値にそれぞれ

読み替えて、ピタット定額を適用します。 

キ ピタット定額の適用を受けている契約者回線について、(12)

に定める共有回線群に係るデータ量共有適用の廃止があった場

合、廃止があった時点のその契約者回線に係る累計課金対象デ

ータ量は、廃止があった時点の共有累計課金対象データ量に係

る定額料と同額の定額料に係るアの表の区分の次の区分に定め

るデータ量の最小値として取り扱います。 

ただし、５Ｇ契約の解除による廃止の場合、廃止があった時

点のその契約者回線に係る累計課金対象データ量は、廃止があ

った時点の共有累計課金対象データ量に係る定額料と同額の定

額料に係るアの表の区分に定めるデータ量の最小値として取り

扱います。 

ク 料金月の起算日以外の日に(ア)から(エ)に該当した場合、そ
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の料金月について、アの表の区分１から区分３に定めるデータ

量の最大値及び最小値をそれぞれ次のとおり読み替えて、ピタ

ット定額を適用します。 

(ア)  ピタット定額の適用の開始があったとき（(ウ)又は(エ)

に該当するときを除きます｡)。 

読み替える値 読み替え後の値 

区分１に定めるデ

ータ量の最大値及

び区分２に定める

データ量の最小値 

ピタット定額の適用を開始する前の基本使

用料の料金種別等に係る総量速度規制デー

タ量（その値が 1,073,741,824 バイト（１

ギガバイト）未満の場合は、１ギガバイト

とします｡)から、ピタット定額の適用を開

始した時点までに行ったデータ通信に係る

累計課金対象データ量（(６)、(８)、(９)

又は(10)の取扱いを受けるものを除きま

す｡)を差し引いた値（その値が０バイト以

下の場合は、０バイトとします｡) 

区分２に定めるデ

ータ量の最大値及

び区分３に定める

データ量の最小値 

それぞれの読み替える前の値に、上欄によ

り 算 定 し た 読 み 替 え 後 の 値 か ら

1,073,741,824 バイト（１ギガバイト）を

差し引いた値を加算した値 

(イ) ピタット定額の適用を受けている場合であって、国内通

話定額の種類変更等があったとき。 

読み替える値 読み替え後の値 

国内通話定額の種

類変更等後の区分

１に定めるデータ

量の最大値及び区

分２に定めるデー

タ量の最小値 

国内通話定額の種類変更等があった時点ま

でに行ったデータ通信に係る累計課金対象

データ量（以下この欄において「変更前利

用データ量」といいます｡)に係る、アの表

の区分に定めるデータ量の最大値（変更前

利用データ量が 4,294,967,296 バイト（４

ギ ガ バ イ ト ） を 超 え る 場 合 は 、

7,516,192,768 バイト（７ギガバイト）と

します｡)から、変更前利用データ量を差し

引いた値 

国内通話定額の種

類変更等後の区分

２に定めるデータ

量の最大値及び区

分３に定めるデー

タ量の最小値 

それぞれの読み替える前の値に、上欄によ

り 算 定 し た 読 み 替 え 後 の 値 か ら

1,073,741,824 バイト（１ギガバイト）を

差し引いた値を加算した値 

 

(ウ) 契約移行と同時にピタット定額の適用の開始があったと

き（契約移行のあった日において、契約移行前のＬＴＥ契約

者回線について、ＬＴＥ約款に定める特定データ通信段階定

額制Ⅱ、特定データ通信段階定額制又は特定データ通信段階

定額制（Ｖ）（以下この(ウ)において「ＬＴＥピタット定

額」といいます｡)の適用を受けていたときに限ります｡)。 
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読み替える値 読み替え後の値 

区分１に定めるデ

ータ量の最大値及

び区分２に定める

データ量の最小値 

ピタット定額の適用を開始した時点までに

ＬＴＥ契約者回線との間で行ったデータ通

信に係る累計課金対象データ量（ＬＴＥ約

款に定めるＬＴＥピタット定額に係るもの

をいいます。以下この欄において「変更前

利用データ量」といいます｡)に係る、ＬＴ

Ｅ約款に定めるＬＴＥピタット定額のデー

タ通信料に関する規定（この(４)のアに相

当する規定をいいます｡)の表の区分に定め

るデータ量の最大値（変更前利用データ量

が次表の左欄の値を超える場合は、同表の

右欄の値とします｡)から、変更前利用デー

タ量を差し引いた値 

① 特定データ通信段階定額制Ⅱの適用

を受けていた場合 

4,294,967,296 バ

イト（４ギガバイ

ト） 

7,516,192,768 バ

イト（７ギガバイ

ト） 

② 特定データ通信段階定額制又は特定

データ通信段階定額制（Ｖ）の適用を

受けていた場合 

5,368,709,120 バ

イト（５ギガバイ

ト） 

21,474,836,480 バ

イト（20 ギガバイ

ト） 

  

  

区分２に定めるデ

ータ量の最大値及

び区分３に定める

データ量の最小値 

それぞれの読み替える前の値に、上欄によ

り 算 定 し た 読 み 替 え 後 の 値 か ら

1,073,741,824 バイト（１ギガバイト）を

差し引いた値を加算した値 

(エ) 契約移行と同時にピタット定額の適用の開始があったと

き（(ウ)に該当するときを除きます｡)。 

読み替える値 読み替え後の値 

区分１に定めるデ

ータ量の最大値及

び区分２に定める

データ量の最小値 

ピタット定額の適用を開始する前のＬＴＥ

サービスの基本使用料の料金種別等に係る

総 量 速 度 規 制 デ ー タ 量 （ そ の 値 が

1,073,741,824 バイト（１ギガバイト）未

満の場合は、１ギガバイトとします｡)か

ら、ピタット定額の適用を開始した時点ま

でにＬＴＥ契約者回線との間で行ったデー

タ通信に係る累計課金対象データ量（ＬＴ

Ｅ約款に定める次表の取扱いを受けるもの

を除きます｡)を差し引いた値（その値が０

バイト以下の場合は、０バイトとします｡) 
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データ通信総量速度規制、第２種ＬＴＥ

シングル又は第４種ＬＴＥシングルに係

るデータ通信総量速度規制の適用除外、

データ通信利用の制限の廃止に係る取扱

い、総量速度規制データ量の繰越適用又

はデータ通信総量速度規制の一時解除 

  

区分２に定めるデ

ータ量の最大値及

び区分３に定める

データ量の最小値 

それぞれの読み替える前の値に、上欄によ

り 算 定 し た 読 み 替 え 後 の 値 か ら

1,073,741,824 バイト（１ギガバイト）を

差し引いた値を加算した値 

ケ ピタット定額の適用を受けている契約者回線の契約者は、標

準プラン以外への基本使用料の料金種別の変更の請求と同時に

行う場合に限り、ピタット定額の適用の廃止を申し出ることが

できます。 

コ 当社は、ピタット定額の適用を受けている契約者回線につい

て、契約者からピタット定額適用を廃止する申出があった場合

のほか、次のいずれかに該当する場合には、ピタット定額を廃

止します。 

(ア) ５Ｇサービスの利用の一時休止があったとき（その一時

休止日を含む料金月において再利用を行ったときを除きま

す｡)。 

(イ) ５Ｇ契約の解除があったとき。 

(ウ) ５Ｇシングルへの５Ｇサービスの種類の変更があったと

き。 

(エ) 標準プラン以外への料金種別の変更があったとき。 

(オ) データＭＡＸ定額の適用の申込みがあったとき。 

サ コの規定により、ピタット定額の適用を廃止する場合におけ

る取扱いについては、次表のとおりとします。 

この場合、同一料金月内において、次表の１欄の左欄の規定

によりピタット定額の適用を廃止した後、２欄、３欄又は４欄

の左欄に該当する場合が生じたとときは、それぞれ２欄、３欄

又は４欄の規定によるものとします。 

区分 ピタット定額の適用 

１ ２から４以外によりピタ

ット定額の適用を廃止した

とき。 

その廃止日を含む料金月の末

日までのデータ通信料につい

て、ピタット定額の適用の対

象とします。 

２ ５Ｇサービスの利用の一

時休止又は５Ｇ契約の解除

があったとき。 

その一時休止日又は契約解除

日までのデータ通信料につい

て、ピタット定額の適用の対

象とします。 

３ ５Ｇシングルへの５Ｇサ

ービスの種類の変更又は標

準プラン以外への料金種別

その５Ｇサービスの種類の変

更日の前日又は料金種別の変

更日の前日までのデータ通信
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の変更があったとき。 料について、ピタット定額の

適用の対象とします。 

４ ピタット定額の適用を廃

止する申出又はデータＭＡ

Ｘ定額の適用の申込みが、

端末設備の変更に係る請求

と同時に行われたとき。 

その申出又は申込みがあった

日の前日までのデータ通信料

について、ピタット定額の適

用の対象とします。 

シ 次のいずれかに該当する場合は、次表の適用開始日から適用

終了日までの期間に係る日数に応じて、アに規定する定額料の

日割りを行います。 

(ア) エの表の規定によりピタット定額の適用を開始したと

き。 

(イ) サの表の区分２（５Ｇ契約の解除（契約移行に係るもの

に限ります｡)に限ります｡)、区分３又は区分４の規定により

ピタット定額の適用を廃止したとき。 

(ウ) ピタット定額の適用を受けている場合であって、料金月

の起算日以外の日に国内通話定額の種類変更等があったと

き。 

区分 起算日 

適用開始日 その料金月の初日（その料金月において、シの

(ア)又は(ウ)に該当することとなったときは、

それぞれピタット定額の適用開始日又は国内通

話定額の種類変更等日とします｡) 

適用終了日 その料金月の末日（その料金月において、シの

(イ)又は(ウ)に該当することとなったときは、

それぞれサの表のその事由が生じた日の前日又

は国内通話定額の種類変更等日の前日としま

す｡) 

  

(４)の２ データＭ

ＡＸ定額に係る

特定サービスの

利用に関する取

扱い 

ア 契約者は、次表に定める５Ｇデータ定額の取扱いの適用を受

けている契約者回線について、Ａｍａｚｏｎジャパン合同会社

が提供するＡｍａｚｏｎプライムを利用することができます。 

５Ｇデータ定額の取扱い 

使い放題ＭＡＸ ５Ｇ Ｎｅｔｆｌｉｘパック（Ｐ）、使い放題ＭＡ

Ｘ ５Ｇ ＡＬＬ ＳＴＡＲパック、データＭＡＸ ５Ｇ Ｎｅｔｆ

ｌｉｘパック（Ｐ） 

イ 契約者は、その契約者回線に係る情報及びＡｍａｚｏｎプラ

イムに係る契約情報を、当社、ＫＤＤＩ株式会社及びＡｍａｚ

ｏｎジャパン合同会社との間で相互に開示し照会することを承

諾していただきます。 

ウ Ａｍａｚｏｎプライムの利用に係る手続き及び提供条件等に

ついては、当社及びＡｍａｚｏｎジャパン合同会社が別に定め

るところによります。 

(５) ５Ｇデータ定

額の取扱いに係

ア 当社は、(１)に定める５Ｇデータ定額の取扱い（以下この欄

において「対象５Ｇデータ定額」といいます｡)の適用を受けて
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る特定サービス

を条件とする割

引の適用 

いる契約者回線（(１)に定める対象サービスの提供を受けてい

るものに限ります｡)について、この約款の規定により支払いを

要することとされるａｕ（５Ｇ）通信サービスの料金（以下、

この欄において「ａｕ利用料金」といいます｡)から(２)に定め

る額（以下この欄において「割引額」といい、エの規定により

割引額を日割りした場合はその額とします｡)を割引きます。 

この場合において、ａｕ利用料金が割引額に満たない場合

は、割引額からａｕ利用料金を差し引いた額を、ａｕ利用料金

と合算して請求されることとなる料金から割引きます。 

(１) ５Ｇデータ定額の取扱い及び対象サービス 

５Ｇデータ定額の取扱い 対象サービス 

 

使い放題ＭＡＸ ５Ｇ ｗｉ

ｔｈ Ａｍａｚｏｎプライ

ム、データＭＡＸ ５Ｇ ｗ

ｉｔｈ Ａｍａｚｏｎプライ

ム 

Ａｍａｚｏｎプライム（月間

プラン） 

ＴＥＬＡＳＡ（見放題プラ

ン） 

使い放題ＭＡＸ ５Ｇ Ｎｅ

ｔｆｌｉｘパック、使い放題

ＭＡＸ ５Ｇ Ｎｅｔｆｌｉ

ｘパック（Ｐ）、データＭＡ

Ｘ ５Ｇ Ｎｅｔｆｌｉｘパ

ック、データＭＡＸ ５Ｇ

Ｎｅｔｆｌｉｘパック（Ｐ） 

Ｎｅｔｆｌｉｘサービス 

ＴＥＬＡＳＡ（見放題プラ

ン） 

使い放題ＭＡＸ ５Ｇ ＤＡ

ＺＮパック 

ＤＡＺＮ（月間プラン） 

使い放題ＭＡＸ ５Ｇ テレ

ビパック、データＭＡＸ ５

Ｇ テレビパック 

ＴＥＬＡＳＡ（見放題プラ

ン） 

Ｐａｒａｖｉベーシックプラ

ン 

ＦＯＤプレミアム 

使い放題ＭＡＸ ５Ｇ ＡＬ

Ｌ ＳＴＡＲパック 

Ｎｅｔｆｌｉｘサービス 

ＴＥＬＡＳＡ（見放題プラ

ン） 

Ａｐｐｌｅ Ｍｕｓｉｃキャ

リアメンバーシップ 

ＹｏｕＴｕｂｅ Ｐｒｅｍｉ

ｕｍアラカルト 

ＤＡＺＮ（月間プラン） 

ＧｅＦｏｒｃｅ ＮＯＷ Ｐ

ｏｗｅｒｅｄ ｂｙ ａｕ 

データＭＡＸ ５Ｇ ＡＬＬ

ＳＴＡＲパック 

Ｎｅｔｆｌｉｘサービス 

ＴＥＬＡＳＡ（見放題プラ

ン） 

Ａｐｐｌｅ Ｍｕｓｉｃキャ
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リアメンバーシップ 

ＹｏｕＴｕｂｅ Ｐｒｅｍｉ

ｕｍアラカルト 

備考 対象サービスは、それぞれ次表の右欄の者（以下この

(５)において対象サービス提供者といいます｡)が提供するサ

ービスをいいます。 

Ａｍａｚｏｎプライム（月間

プラン） 

Ａｍａｚｏｎジャパン合同会

社 

ＴＥＬＡＳＡ（見放題プラ

ン） 

ＴＥＬＡＳＡ株式会社 

Ｎｅｔｆｌｉｘサービス Ｎｅｔｆｌｉｘ株式会社 

ＤＡＺＮ（月間プラン） ＤＡＺＮ Ｌｉｍｉｔｅｄ 

Ｐａｒａｖｉベーシックプラ

ン 

株式会社プレミアム・プラッ

トフォーム・ジャパン 

ＦＯＤプレミアム 株式会社フジテレビジョン 

Ａｐｐｌｅ Ｍｕｓｉｃキャ

リアメンバーシップ 

当社及びＫＤＤＩ株式会社 

ＹｏｕＴｕｂｅ Ｐｒｅｍｉ

ｕｍアラカルト 

当社及びＫＤＤＩ株式会社 

ＧｅＦｏｒｃｅ ＮＯＷ Ｐ

ｏｗｅｒｅｄ ｂｙ ａｕ 

当社及びＫＤＤＩ株式会社 

   

(２) 割引額 

１契約ごとに月額

対象サービス 割引額 

税抜額(税込額) 

Ａｍａｚｏｎプライム（月間プラン） 454 円(500 円)

ＴＥＬＡＳＡ（見放題プラン） 562 円(618.2 円)

Ｎｅｔｆｌｉｘサービス 900 円(990 円)

ＤＡＺＮ（月間プラン） 2,728 円(3,000 円)

Ｐａｒａｖｉベーシックプラン 924 円(1,017 円)

ＦＯＤプレミアム 888 円(976.8 円)

Ａｐｐｌｅ Ｍｕｓｉｃキャリアメン

バーシップ 

982 円(1,080 円)

ＹｏｕＴｕｂｅ Ｐｒｅｍｉｕｍアラ

カルト 

1,073 円(1,180 円)

ＧｅＦｏｒｃｅ ＮＯＷ Ｐｏｗｅｒ

ｅｄ ｂｙ ａｕ 

1,800 円(1,980 円)

イ アに定める取扱い（以下この欄において「本割引」といいま

す｡)は、当社が別に定める方法により手続きを行うことで、適

用を受けることができます。 

ウ 本割引の計算は、料金月単位で行います。 

エ アの表に定める対象サービスに係る月額料金の日割りが行わ

れる場合、その日割りに係る日数に応じて、その対象サービス
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の欄に定める割引額を日割りします。 

オ アの規定にかかわらず、その料金月の末日において、その対

象サービスに対応する対象５Ｇデータ定額の適用を受けていな

い場合、その料金月については、本割引（その対象サービスの

欄に定めるものに限ります｡)を適用しません。 

カ 次表に定めるもの以外の対象５Ｇデータ定額に係るオの取扱

い（ＴＥＬＡＳＡ（見放題プラン）又はＮｅｔｆｌｉｘサービ

スに係るものに限ります｡)は、オ中「その料金月の末日」を

「対象サービス提供者が定める、対象サービスに係る月額料金

の課金日とされる日」に読み替えて適用します。 

使い放題ＭＡＸ ５Ｇ ｗｉｔｈ Ａｍａｚｏｎプライム、使

い放題ＭＡＸ ５Ｇ テレビパック、データＭＡＸ ５Ｇ ｗ

ｉｔｈ Ａｍａｚｏｎプライム、データＭＡＸ ５Ｇ テレビ

パック 

キ オ又はカの規定のほか、対象サービス提供者が定める対象サ

ービスに係る月額料金の支払いを要しない期間については、本

割引（その対象サービスの欄に定めるものに限ります｡)を適用

しません。 

ク オからキの規定のほか、次表の左欄の対象５Ｇデータ定額の

適用を受けている契約者回線に係るａｕＩＤが当社のＩＤ利用

規約に基づき統合されている場合、その５Ｇ契約が代表契約

（当社のＩＤ利用規約に定める代表契約をいいます。以下この

欄において同じとします｡)として設定されていない場合、本割

引（それぞれ同表の右欄に定める対象サービスに限ります｡)を

適用しません。 

使い放題ＭＡＸ ５Ｇ ｗｉ

ｔｈ Ａｍａｚｏｎプライ

ム、データＭＡＸ ５Ｇ ｗ

ｉｔｈ Ａｍａｚｏｎプライ

ム 

ＴＥＬＡＳＡ（見放題プラ

ン） 

使い放題ＭＡＸ ５Ｇ ＡＬ

Ｌ ＳＴＡＲパック 

ＧｅＦｏｒｃｅ ＮＯＷ Ｐ

ｏｗｅｒｅｄ ｂｙ ａｕ 

ケ 同一の料金月において、１の対象サービスに係る月額料金の

支払いを複数回要することとなった場合、その回数に応じて、

クまでの規定に基づきその対象サービスに係る本割引を適用し

ます。 

コ 契約者は、当社が本割引の適用の可否を判断するために、そ

の契約者回線に係る情報並びに対象サービスに係る契約情報

を、当社、ＫＤＤＩ株式会社、対象サービス提供者との間で相

互に開示し照会することを承諾していただきます。 

サ 本割引に関するその他の提供条件並びに本割引の適用を受け

る場合の対象サービスに関する提供条件等については、対象サ

ービス提供者及び当社が別に定めるところによります。 

(５)の２ ５Ｇデュ

アルに係る特定

ア 当社は、５Ｇデータ定額の取扱い（以下この欄において「対

象プラン」といいます｡)の適用を受けている５Ｇデュアルの契
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サービスを条件

とする割引の適

用 

約者回線（次表に定める対象サービスの提供を受けているもの

に限ります｡)について、この約款の規定により支払いを要する

こととされるａｕ（５Ｇ）通信サービスの料金（以下、この欄

において「ａｕ利用料金」といいます｡)から次表に定める額

（以下この欄において「割引額」といい、エの規定により割引

額を日割りした場合はその額とします｡)を割引きます。 

この場合において、ａｕ利用料金が割引額に満たない場合

は、割引額からａｕ利用料金を差し引いた額を、ａｕ利用料金

と合算して請求されることとなる料金から割引きます。 

１契約ごとに月額

対象サービス 割引額 

税抜額(税込額) 

ＤＡＺＮ（月間プラン） 100 円(110 円)

備考 対象サービスは、次表の右欄の者（以下この(５)の２に

おいて対象サービス提供者といいます｡)が提供するサービス

をいいます。 

ＤＡＺＮ（月間プラン） ＤＡＺＮ Ｌｉｍｉｔｅｄ 

   

イ アに定める取扱い（以下この欄において「本割引」といいま

す｡)は、当社が別に定める方法により手続きを行うことで、適

用を受けることができます。 

ウ 本割引の計算は、料金月単位で行います。 

エ 対象サービスに係る月額料金の日割りが行われる場合、その

日割りに係る日数に応じて、割引額を日割りします。 

オ アの規定にかかわらず、料金月の末日において対象プランの

適用を受けていない場合、その料金月については、本割引を適

用しません。 

カ オの規定のほか、対象サービス提供者が定める対象サービス

に係る月額料金の支払いを要しない期間については、本割引を

適用しません。 

キ 同一の料金月において、１の対象サービスに係る月額料金の

支払いを複数回要することとなった場合、その回数に応じて、

カまでの規定に基づきその対象サービスに係る本割引を適用し

ます。 

ク 契約者は、当社が本割引の適用の可否を判断するために、そ

の契約者回線に係る情報並びに対象サービスに係る契約情報

を、当社、ＫＤＤＩ株式会社、対象サービス提供者との間で相

互に開示し照会することを承諾していただきます。 

ケ 本割引に関するその他の提供条件並びに本割引の適用を受け

る場合の対象サービスに関する提供条件等については、対象サ

ービス提供者及び当社が別に定めるところによります。 

(６) ５Ｇサービス

の契約者回線に

係るデータ通信

利用の制限 

ア 当社は、５Ｇサービスの契約者回線との間のデータ通信（デ

ータＭＡＸ定額の適用を受けている場合は、海外定額対象回線

に係る海外定額対象利用及びテザリング機能を利用したものに

限ります。ただし、その契約者回線について、データＭＡＸ定
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額に対応した端末設備（所定の技術的条件に合致するものに限

ります｡)と異なる端末設備その他の電気通信設備が接続された

場合、この限りでありません。以下この欄、(８)、(９)及び

(10)において同じとします｡)について、データ通信総量速度規

制（その契約者回線との間のデータ通信に係る累計課金対象デ

ータ量が次表に定める総量速度規制データ量を超えたことを当

社が確認した場合、その確認した日を含む料金月の末日までの

間、その契約者回線との間のデータ通信の伝送速度を最高

128kbit/s に制限することをいいます。以下同じとします｡)を行

います。 

  ただし、(８)に定めるデータ通信総量速度規制を廃止する申

出があった場合、(９)に定める総量速度規制データ量の繰越適

用若しくは(10)に定めるデータ通信総量速度規制の一時解除を

受けている場合は、この限りでありません。 

(ア) 次表に定める種類の５Ｇデータ定額又は基本使用料の料

金種別の適用を受けているもの 

種類 総量速度規制データ量 

使い放題ＭＡＸ ５Ｇ、データＭＡＸ

５Ｇ 

32,212,254,720 バイト

（30 ギガバイト） 

使い放題ＭＡＸ ５Ｇ ｗｉｔｈ Ａ

ｍａｚｏｎプライム、使い放題ＭＡＸ

５Ｇ Ｎｅｔｆｌｉｘパック、使い放

題ＭＡＸ ５Ｇ Ｎｅｔｆｌｉｘパッ

ク（Ｐ）、使い放題ＭＡＸ ５Ｇ Ｄ

ＡＺＮパック、データＭＡＸ ５Ｇ

ｗｉｔｈ Ａｍａｚｏｎプライム、デ

ータＭＡＸ ５Ｇ Ｎｅｔｆｌｉｘパ

ック、データＭＡＸ ５Ｇ Ｎｅｔｆ

ｌｉｘパック（Ｐ） 

64,424,509,440 バイト

（60 ギガバイト） 

使い放題ＭＡＸ ５Ｇ テレビパッ

ク、データＭＡＸ ５Ｇ テレビパッ

ク 

75,161,927,680 バイト

（70 ギガバイト） 

使い放題ＭＡＸ ５Ｇ ＡＬＬ ＳＴ

ＡＲパック、データＭＡＸ ５Ｇ Ａ

ＬＬ ＳＴＡＲパック 

85,899,345,920 バイト

（80 ギガバイト） 

タブレットプランライト ５Ｇ 1,073,741,824 バイト

（１ギガバイト） 

ホームルータープラン ５Ｇ 32,212,254,720 バイト

（30 ギガバイト 

モバイルルータープラン ５Ｇ 16,106,127,360 バイト

（15 ギガバイト） 

ルーターフラットプラン 80（５Ｇ） 85,899,345,920 バイト

（80 ギガバイト） 

(イ) ピタット定額の適用を受けているもの 

総量速度規制データ量 
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(４)のアの表の区分２に定めるデータ量の最大値（同欄の規定

により最大値を読み替えた場合は、読み替え後の値とします｡)

に 3,221,225,472 バイト（３ギガバイト）を加算した値 

イ 料金月の起算日以外の日に、５Ｇサービスの種類の変更、基

本使用料の料金種別の変更、５Ｇデータ定額の取扱いの適用の

開始、廃止若しくはその種類の変更又は契約移行その他５Ｇサ

ービスの料金に係る取扱いの変更等があった場合（その変更等

により、総量速度規制データ量の値が減少する場合に限りま

す｡)、その事由に該当した日を含む料金月のデータ通信総量速

度規制については、変更前の料金種別等に係る総量速度規制デ

ータ量を適用するものとします。 

ただし、総量速度規制データ量の増減の判定に際し、ピタッ

ト定額の総量速度規制データ量については、1,073,741,824 バイ

ト（１ギガバイト）とします。 

ウ ピタット定額の適用を受けている契約者回線について、イの

規定によりピタット定額の適用の廃止（契約移行と同時に行わ

れたＬＴＥ約款に定める特定データ通信段階定額制Ⅱの適用の

申込みによるものを除きます｡)があった場合、イの規定にかか

わらず、その廃止日を含む料金月のデータ通信総量速度規制に

ついては、ピタット定額の適用の廃止後の料金種別等に係る総

量速度規制データ量（その値が1,073,741,824バイト（１ギガバ

イト）未満の場合は、１ギガバイトとします｡)に、次表に定め

る値を加算した値をその料金月における総量速度規制データ量

として適用するものとします。 

ピタット定額の適用の廃止があった時点までに行ったデータ通

信に係る累計課金対象データ量（以下この欄において「変更前

利用データ量」といいます｡)に係る、(４)のアの表の区分に定

めるデータ量の最大値（変更前利用データ量が4,294,967,296バ

イト（４ギガバイト）を超える場合は、7,516,192,768 バイト

（７ギガバイト）とします｡)から、1,073,741,824 バイト（１ギ

ガバイト）を差し引いた値 

エ データ通信総量速度規制に関するその他の提供条件について

は、当社が別に定めるところによります。 

(６)の２ データ通

信総量速度規制

の適用除外 

ア 当社は、５Ｇシングルの契約者回線（基本使用料の料金種別

がホームルータープラン ５Ｇ又はモバイルルータープラン

５Ｇのものに限ります｡)との間のデータ通信（ＫＤＤＩ株式会

社が提供するローミングに係るものを含み、別表１（オプショ

ン機能）第 17 欄に規定するスタンダードモードを選択して行わ

れるデータ通信に限ります｡)に係る累計課金対象データ量につ

いて、(６)の規定にかかわらず、データ通信総量速度規制に係

る累計課金対象データ量の算定から除外する取扱いを行いま

す。 

イ 当社は、ホームルータープラン ５Ｇ又はモバイルルーター

プラン ５Ｇの適用を受けている間、アに定める取扱いを適用

します。 
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(７) 特定の基本使

用料の料金種別

の適用を受ける

契約者回線に係

るデータ通信利

用の制限等 

ア 当社は、５Ｇシングルの契約者回線（基本使用料の料金種別

がホームルータープラン ５Ｇ、モバイルルータープラン ５

Ｇ又はルーターフラットプラン 80（５Ｇ）のものに限ります｡)

について、第 52 条（通信利用の制限等）の規定によるほか、デ

ータ通信の伝送速度を制限することがあります。 

イ アの規定によるほか、当社は、当社又は特定ＭＮＯの電気通

信設備に継続して著しい負荷が生じ、一定期間その解消が見込

まれないと当社が認めた場合に、ａｕ（５Ｇ）通信サービスの

円滑な提供のために、５Ｇシングルの契約者回線（基本使用料

の料金種別がホームルータープラン ５Ｇ、モバイルルーター

プラン ５Ｇ又はルーターフラットプラン 80（５Ｇ）のものに

限ります｡)について、データ通信の伝送速度を制限することが

あります。 

ウ ア及びイの規定によるほか、当社は、５Ｇシングルの契約者

回線（基本使用料の料金種別がホームルータープラン ５Ｇ、

モバイルルータープラン ５Ｇ又はルーターフラットプラン 80

（５Ｇ）であって、第１（基本使用料等）１（適用）(19)の判

定用回線若しくは固定代替回線として指定されているもの又は

(19)の２の適用を受けているものに限ります｡)について、他の

契約者回線に比し、第 52 条第１項第６号に定める通信利用の制

限を加重して行うことがあります。 

エ 当社は、５Ｇデュアルの契約者回線（データＭＡＸ定額のも

のに限ります｡)については、第 52 条の規定を適用するほか、当

社所定のサービスの利用に際し、データ通信の伝送速度を制限

します。 

(８) データ通信利

用の制限の廃止

に係る取扱い 

（エクストラオ

プション） 

ア 当社は、５Ｇ契約者からデータ通信総量速度規制を廃止する

申出があった場合であって、その料金月における累計課金対象

データ量が(６)のアに定める総量速度規制データ量を超える場

合は、総量速度規制データ量を超える部分について、次表に定

める料金額を適用します。 

区分 単位 料金額 

データ通信料 2,147,483,648 バ イ ト

（２ギガバイト）ごとに 

税抜額 2,500 円

(税込額 2,750 円)

イ アに定める総量速度規制データ量を超える部分は、その料金

月の末日において適用を受けている基本使用料の料金種別又は

に応じて算定します。 

ウ データ通信総量速度規制の廃止（以下この欄において「本取

扱い」といいます｡)は、５Ｇサービスの契約者回線（基本使用

料の料金種別が次表に定めるものに限ります｡)であって、(10)

の適用を受けていないものに限り、選択することができます。 

基本使用料の料金種別 

ホームルータープラン ５Ｇ、モバイルルータープラン ５

Ｇ、ルーターフラットプラン 80（５Ｇ） 

エ 本取扱いを選択する契約者は、当社に申し出ていただきま

す。 
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オ 本取扱いの適用の開始は、その申出を当社が承諾した日を含

む料金月の翌料金月の初日の当社が別に定める時刻からとしま

す。 

  ただし、申出日を含む料金月から本取扱いの適用を受けたい

旨の要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、その

申出日の翌日の当社が別に定める時刻からとします。 

カ 当社は、本取扱いの適用を受けている契約者回線について、

契約者から本取扱いの適用を廃止する申出があった場合のほ

か、次のいずれかに該当する場合には、本取扱いの適用を廃止

します。 

(ア) ５Ｇサービスの利用の一時休止があったとき（その一時

休止日を含む料金月において再利用を行ったときを除きま

す｡)。 

(イ) ５Ｇ契約の解除があったとき（契約移行による場合は、

その契約移行と同時にエクストラオプション対象外プラン

（それを選択することにより、ＬＴＥ約款に定める本取扱い

に相当する取扱いの適用を廃止することとなるＬＴＥサービ

スの基本使用料の料金種別等をいいます｡)を選択したときに

限ります｡)。 

(ウ) ウの表に定めるもの以外への基本使用料の料金種別の変

更があったとき。 

キ カの規定により、本取扱いの適用を廃止する場合における取

扱い及びアに定める料金額については、次表のとおりとしま

す。 

区分 本取扱いの適用 

１ ２以外により本取

扱いの適用を廃止し

たとき。 

その廃止日を含む料金月の末日までの

データ通信について、本取扱い及びア

に定める料金額の適用の対象としま

す。 

２ カの(ア)又は(イ)

の規定により本取扱

いの適用を廃止した

とき。 

その事由が生じた日までのデータ通信

について、本取扱い及びアに定める料

金額の適用の対象とします。 

ク 本取扱いに関するその他の提供条件については、当社が別に

定めるところによります。 

(９) 総量速度規制

データ量の繰越

適用 

（データくりこ

し） 

ア 当社は、その料金月における５Ｇサービスの契約者回線との

間のデータ通信に係る累計課金対象データ量が総量速度規制デ

ータ量を超えたとき、総量速度規制データ量を超える部分（以

下「超過データ量」といいます｡)が、前月からの繰越データ量

（前料金月において、ウの規定により算出されたデータ量をい

います。以下同じとします｡)を超えるまでの間、データ通信総

量速度規制を行わないものとします。 

イ アに定める取扱い（以下「総量速度規制データ量の繰越適

用」といいます｡)は、次の全てを満たす５Ｇサービスの契約者

回線に限り、適用を受けることができます。 
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(ア) (10)に定めるデータ通信総量速度規制の一時解除を選択

していること。 

(イ) タブレットプランライト ５Ｇの基本使用料の料金種別

の適用を受けていること。 

(ウ) (12)に定める共有回線群に係るデータ量共有適用を受け

ている場合であって、その契約者回線が所属するデータ量共

有回線群を構成する全ての電気通信回線について、(ア)及び

(イ)の規定（ＬＴＥ約款又はＫＤＤＩ株式会社の５Ｇ約款に

定める(ア)及び(イ)に相当する規定を含みます。以下この欄

において同じとします｡)に該当すること。 

ウ 繰越データ量は、その料金月における総量速度規制データ量

から累計課金対象データ量を差し引いたデータ量とします。 

エ ウの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、そ

の契約者回線に係る翌料金月への繰越データ量は０とします。 

(ア) その料金月の末日において、イに定めるいずれか又は全

ての規定を満たしていないとき（その料金月の末日に、イの

全ての規定を満たすこととなったときを含みます｡)。 

 (イ) その料金月の末日において、５Ｇサービスの利用の一時

休止が行われているとき。 

 (ウ) その料金月において、５Ｇデータ定額の取扱いの適用の

申込みがあったとき（その申込み後、その料金月の末日に、

タブレットプランライト ５Ｇの適用の申込みがあったとき

を含みます｡) 

 (エ) その他当社が別に定める事由に該当するとき。 

オ エまでの規定によるほか、次表に定める変更前プランから変

更後プランへの変更等（基本使用料の料金種別の変更又は契約

移行をいいます。以下このオにおいて同じとします｡)があった

場合であって、その変更等があった日を含む料金月の変更後プ

ランの契約者回線との間のデータ通信に係る累計課金対象デー

タ量が総量速度規制データ量を超えたときは、その超過データ

量が、この約款又は当社のＬＴＥ約款に定める前月からの繰越

データ量（変更前プランについて、この約款又は当社のＬＴＥ

約款に定める総量速度規制データ量の繰越適用を適用した場合

は、そのデータ量を差し引いた値とします｡)を超えるまでの

間、その変更後プランの契約者回線について、データ通信総量

速度規制を行わないものとします。 

変更前プラン イの(イ)又はそれに相当する当社のＬＴＥ約

款の規定に定める基本使用料の料金種別等 

変更後プラン データ通信総量速度規制の一時解除を選択す

ることができる基本使用料の料金種別であっ

て、イの(イ)に定める以外のもの 

カ ピタット定額の適用を受けている契約者回線（(４)のオに定

める取扱いを受けたものに限ります｡)については、前項までの

規定にかかわらず、前月からの繰越データ量を０とします。 

(10) データ通信利 ア 当社は、その料金月における超過データ量が前月からの繰越
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用の制限の一時

解除に係る取扱

い 

（データチャー

ジオプション） 

データ量を超えた場合、前月からの繰越データ量を超える部分

（以下「超過データ量Ⅱ」といいます｡)が、キの規定により登

録した購入データ量（その料金月以前にこの(10)に定める取扱

いを受けた場合は、購入データ量から超過データ量Ⅱを差し引

いたデータ量（以下「購入残データ量」といいます｡)としま

す｡)を超えるまでの間、データ通信総量速度規制を行わないも

のとします。 

イ ピタット定額の適用を受けている契約者回線については、超

過データ量Ⅱが、キの規定により登録した購入データ量のう

ち、そのデータ通信に係る累計課金対象データ量が(４)のアの

表の区分２に定めるデータ量の最大値（同欄の規定により最大

値を読み替えた場合は、読み替え後の値とします｡)を超えた後

に登録した購入データ量を超えるまでの間、アに定める取扱い

（以下「データ通信総量速度規制の一時解除」といいます｡)を

行います。 

ウ データ通信総量速度規制の一時解除は、次の全てを満たす５

Ｇサービスの契約者回線に限り、選択することができます。 

(ア) ５Ｇデータ定額の取扱い又は基本使用料の料金種別がタ

ブレットプランライト ５Ｇであるもの 

(イ) ５Ｇ ＮＥＴ機能機能又は５Ｇ ＮＥＴ ｆｏｒ ＤＡ

ＴＡ機能の提供を受けているもの。 

エ データ通信総量速度規制の一時解除を選択する契約者は、当

社に申し出ていただきます。 

オ 当社は、エの申出があったときは、当社の業務の遂行上支障

がある場合を除いて、これを承諾します。 

カ エの申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合

（その契約者回線についてウの(イ)を満たさない場合を除きま

す｡)は、その契約者回線について、当社が別に定める日までの

間に、データ通信総量速度規制の一時解除の申出があったもの

とみなして取扱います。 

 (ア) ５Ｇデータ定額の取扱いの適用の申込みがあったとき。 

 (イ) タブレットプランライト ５Ｇの選択又は同料金種別へ

の変更があったとき。 

キ ５Ｇ契約者は、当社が別に定める方法により、次表に定める

種類及び開始条件を指定して、購入データ量の登録を行ってい

ただきます。 

この場合において、指定することができる種類は、その購入

データ量に係るデータ通信料の支払方法により当社が別に定め

るところによります。 

(ア) 種類 

種類 購入データ量 有効日数 

タイプⅠ 536,870,912 バイト 

（0.5 ギガバイト） 

62 日

タイプⅡ 1,073,741,824 バイト 

（１ギガバイト） 

62 日
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タイプⅢ 1,610,612,736 バイト 

（1.5 ギガバイト） 

62 日

タイプⅣ 3,221,225,472 バイト 

（３ギガバイト） 

62 日

タイプⅤ 5,368,709,120 バイト 

（５ギガバイト） 

62 日

(イ) 開始条件 

区分 内容 

コースⅠ 前月からの繰越データ量から超過データ量を差

し引いたデータ量（以下「繰越残データ量」と

いいます｡)と購入残データ量を合算したデータ

量が当社が別に定める値を下回った時点又はコ

に定める解除有効期間を経過した時点のいずれ

か早い時点。 

コースⅡ 解除有効期間を経過した時点。 

コースⅢ その登録が完了した時点。 

ク キの規定にかかわらず、その契約者回線に係る最初の購入デ

ータ量の登録、当社所定のカードによる購入データ量の登録又

はピタット定額の適用を受けている契約者回線に係る購入デー

タ量の登録については、その登録が完了した時点からデータ通

信総量速度規制の一時解除を行います。 

ケ 削除 

コ ア及びイの規定によるほか、当社は、５Ｇ契約者が指定した

開始条件に定める時点から有効日数に相当する時間が経過する

こととなる時点までの期間（以下「解除有効期間」といいま

す｡)に限り、データ通信総量速度規制の一時解除を行います。 

サ データ通信総量速度規制の一時解除の適用を受ける契約者

は、次のいずれかに該当した場合は、その購入データ量の単位

ごとに、その種類に応じて、次表に定めるデータ通信料の支払

いを要します。 

(ア) 登録した購入データ量に係るデータ通信総量速度規制の

一時解除又は(４)のオの取扱いが行われたとき。 

(イ) ピタット定額の適用を受けている契約者回線について、

購入データ量の登録（超過データ量Ⅱが、そのデータ通信に

係る累計課金対象データ量が(４)のアの表の区分２に定める

データ量の最大値（同欄の規定により最大値を読み替えた場

合は、読み替え後の値とします｡)を超える前に行ったものに

限ります｡)があったとき。 

種類 単位 データ通信料 

税抜額(税込額) 

タイプⅠ 購入データ量 0.5 ギガバイト

とに 

550 円(605 円)

タイプⅡ 購入データ量１ギガバイトご

とに 

1,000 円(1,100 円)

タイプⅢ 購入データ量 1.5 ギガバイト 1,500 円(1,650 円)
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ごとに 

タイプⅣ 購入データ量３ギガバイトご

とに 

3,000 円(3,300 円)

タイプⅤ 購入データ量５ギガバイトご

とに 

5,000 円(5,500 円)

シ 当社は、購入データ量に係る解除有効期間を経過した場合で

あっても、当社が別に定める時点までに購入データ量の登録又

はデータ証票の登録が行われたときは、新たに登録された購入

データ量に係る解除有効期間をその購入残データ量に係る解除

有効期間として取り扱います。 

ス 繰越残データ量と購入残データ量を合算したデータ量が当社

が別に定める値を下回ったことにより、購入データ量の登録又

はデータ証票の登録が行われた場合、購入残データ量に係る解

除有効期間の残り期間又は新たに登録された購入データ量に係

る解除有効期間のいずれか長い方を、それぞれの解除有効期間

として取り扱います。 

セ 当社は、データ通信総量速度規制の一時解除の適用を受けて

いる契約者回線について、次のいずれかに該当する場合には、

その事由が生じた時点をもって、データ通信総量速度規制の一

時解除の適用を廃止します。 

(ア) ５Ｇ契約の解除があったとき。 

(イ) ５Ｇサービスの利用の一時休止があったとき。 

(ウ) ウの規定に反することとなったとき。 

ソ セの規定により、データ通信総量速度規制の一時解除を廃止

した場合、登録した購入残データ量を無効とします。 

タ (４)のウの規定により、ピタット定額の定額料の算定に係る

累計課金対象データ量に合算した購入残データ量に相当するデ

ータ量は、データ通信総量速度規制の一時解除に係る購入残デ

ータ量としては０とします。 

チ 当社は、その契約者回線について、(13)に定めるデータ証票

の登録があった場合、その登録により得たデータ量を購入デー

タ量として取り扱います。 

  この場合において、データ証票の登録により得たデータ量の

有効日数は、当社が別に定めるところによります。 

ツ データ通信総量速度規制の一時解除の適用を受けている契約

者回線について、ＫＤＤＩ株式会社のリモートアクセスサービ

ス契約約款に定めるアクセスポイント（タイプⅡ又はタイプⅧ

に係るものに限ります｡)又は中部テレコミュニケーション株式

会社のフレックスリモートアクセス等サービス契約約款に定め

るアクセスポイント（タイプⅠに係るものに限ります｡)への通

信を行うことはできません。 

テ データ通信総量速度規制の一時解除に関するその他の提供条

件については、当社が別に定めるところによります。 

(10)の２ 海外定額

対象回線に係る

ア 当社は、海外定額対象回線との間のデータ通信（海外定額対

象利用に係るものに限ります｡)に係る課金対象データの総情報
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海外定額対象利

用の制限 

量が、次表の左欄に定める算定対象時間区分において同表の右

欄に定めるデータ量を超えたことを当社が確認した場合、超過

を確認した算定時間区分の残りの時間が経過するまでの間、そ

の海外定額対象回線との間のデータ通信（超過を確認した海外

定額対象利用に係るものに限ります｡)の伝送速度を最高１

Mbit/s に制限する取扱い（以下「海外定額対象利用速度規制」

といいます｡)を行います。 

１の海外定額対象利用ごとに

算定時間区分 データ量 

海外ローミング機能定額制の利用開

始登録が完了した時点又は予約登録

時に指定した利用開始日時から起算

して 24 時間ごと 

3,221,225,472 バイト 

（３ギガバイト） 

イ 予約登録時に指定した利用開始日時を過ぎて利用を開始した

場合（選択した利用日数に係る時間が経過するまでに開始した

場合に限ります｡)、アの規定にかかわらず、その海外定額対象

利用に係る算定時間区分は、利用を開始した日時から起算しま

す。 

ウ 海外定額対象利用速度規制は、(９)に定める総量速度規制デ

ータ量の繰越適用又は(10)に定めるデータ通信総量速度規制の

一時解除を受けている場合であっても適用します。 

エ 海外定額対象利用速度規制に関するその他の提供条件につい

ては、当社が別に定めるところによります。 

(11) ５Ｇサービス

の契約者回線に

係るデータ通信

料の適用 

５Ｇデュアルの契約者回線（５Ｇデータ定額の取扱いの適用を受

けているものに限ります｡)又は５Ｇシングルの契約者回線の契約

者は、２（料金額）の規定にかかわらず、その契約者回線との間

のデータ通信に関する料金（ＫＤＤＩ株式会社が提供するローミ

ングに係るものを含みます｡)の支払いを要しません。  

(12) 共有回線群に

係るデータ量共

有適用 

（ デ ー タ シ ェ

ア） 

ア 共有回線群に係るデータ量共有適用（以下この欄において

「本共有適用」といいます｡)とは、データ量共有回線群（ウに

定めるデータ量共有回線により構成される回線群をいいます。

以下同じとします｡)を構成する契約者回線について、その総量

速度規制データ量等（次表の左欄に定めるものをいいます。以

下この欄において同じとします｡)を、その契約者回線が所属す

るデータ量共有回線群に係る共有総量速度規制データ量等（次

表の右欄に定めるものをいいます。以下この欄において同じと

します｡)にそれぞれ読み替えて、小容量利用割引、ピタット定

額、データ通信総量速度規制、データ通信総量速度規制の一時

解除、総量速度規制データ量の繰越適用を行うことをいいま

す。 

総量速度規制データ量等 共有総量速度規制データ量等 

累計課金対象データ量 共有累計課金対象データ量 

総量速度規制データ量 共有総量速度規制データ量 

総量速度規制残データ量 共有総量速度規制残データ量 

超過データ量 共有超過データ量 
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前月からの繰越データ量 共有前月からの繰越データ量 

繰越残データ量 共有繰越残データ量 

超過データ量Ⅱ 共有超過データ量Ⅱ 

購入データ量 共有購入データ量 

購入残データ量 共有購入残データ量 

イ アに定める共有回線群総量速度規制データ量等は、それぞれ

次の意味で使用します。 

共有累計課金

対象データ量 

そのデータ量共有回線群を構成する契約者回

線、ＬＴＥ契約者回線及び他網契約者回線に係

る累計課金対象データ量を合算したデータ量 

共有総量速度

規制データ量 

そのデータ量共有回線群を構成する契約者回

線、ＬＴＥ契約者回線及び他網契約者回線に係

る総量速度規制データ量を合算したデータ量 

共有総量速度

規制残データ

量 

共有総量速度規制データ量から共有累計課金対

象データ量を差し引いたデータ量 

共有超過デー

タ量 

共有累計課金対象データ量が共有総量速度規制

データ量を超えた場合、共有総量速度規制デー

タ量を超える部分 

共有前月から

の繰越データ

量 

そのデータ量共有回線群を構成する契約者回線

及、ＬＴＥ契約者回線び他網契約者回線に係る

前月からの繰越データ量を合算したデータ量 

共有繰越残デ

ータ量 

共有超過データ量から共有前月からの繰越デー

タ量を合算したデータ量 

共有超過デー

タ量Ⅱ 

共有超過データ量が共有前月からの繰越データ

量を超えた場合、共有前月からの繰越データ量

を超える部分 

共有購入デー

タ量 

そのデータ量共有回線群を構成する契約者回

線、ＬＴＥ契約者回線及び他網契約者回線に係

る購入データ量及び前払いデータ量を合算した

データ量 

共有購入残デ

ータ量 

共有購入データ量から共有超過データ量Ⅱを差

し引いたデータ量 

備考 

１ そのデータ量共有回線群に段階定額制（この約款若しくは

ＫＤＤＩ株式会社の５Ｇ約款に定めるピタット定額又は当社

若しくはＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥ約款に定める特定データ

通信段階定額制、特定データ通信段階定額制（Ｖ）若しくは

特定データ通信段階定額制Ⅱをいいます。以下この(12)にお

いて同じとします｡)の適用を受けている契約者回線、ＬＴＥ

契約者回線又は他網契約者回線（以下この(12)において「段

階定額制適用回線」といいます｡)が含まれる場合、共有総量

速度規制データ量は、次表の意味で使用します。 

そのデータ量共有回線群を構成する契約者回線、ＬＴＥ契約
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者回線及び他網契約者回線に係る総量速度規制データ量を合

算したデータ量に、段階定額制適用回線以外の契約者回線、

ＬＴＥ契約者回線及び他網契約者回線に係る前月からの繰越

データ量、購入残データ量並びに前払い残データ量を合算し

たデータ量 

２ そのデータ量共有回線群に段階定額制適用回線が含まれる

場合（(４)のオ又は当社のＬＴＥ約款、ＫＤＤＩ株式会社の

５Ｇ約款若しくはＬＴＥ約款に定める段階定額制に係るこれ

に相当する規定（以下この(12)において「相当規定」といい

ます｡)に定める取扱いを受けた場合に限ります｡)、共有前月

からの繰越データ量を０とします。 

３ そのデータ量共有回線群に段階定額制適用回線が含まれる

場合、(４)のオ又は相当規定により、段階定額制の定額料の

算定に係る共有累計課金対象データ量に合算した共有購入残

データ量に相当するデータ量は、データ通信総量速度規制の

一時解除に係る共有購入残データ量としては０とします。 

ウ データ量共有回線とは、本共有適用を選択する契約者回線、

当社のＬＴＥ約款若しくはＫＤＤＩ株式会社の５Ｇ約款若しく

はＬＴＥ約款に定める共有回線群に係るデータ量共有適用（以

下この欄において「特定共有適用」といいます｡)を選択するＬ

ＴＥ契約者回線又は他網契約者回線をいいます。 

エ 本共有適用は、５Ｇサービスの契約者回線（データ通信総量

速度規制の一時解除を選択しているものに限ります｡)に限り、

選択することができます。 

オ 本共有適用を選択する契約者は、１のデータ量共有回線群を

指定して、当社に申し出ていただきます。 

カ 当社は、オの申出があったときは、次のいずれかに該当する

場合を除いて、これを承諾します。 

(ア) 指定したデータ量共有回線群を構成する契約者回線、Ｌ

ＴＥ契約者回線及び他網契約者回線（それぞれ５Ｇデュア

ル、第１種ＬＴＥデュアル又は第２種ＬＴＥデュアルに係る

ものに限ります｡)の数が２以上となるとき。 

(イ) 指定したデータ量共有回線群を構成する契約者回線、Ｌ

ＴＥ契約者回線及び他網契約者回線（それぞれ５Ｇシング

ル、第３種ＬＴＥデュアル、ＬＴＥシングル及びＬＴＥデー

タプリペイドに係るものに限ります｡)の数が６以上となると

き。 

(ウ) その契約者回線に係るａｕＩＤが、指定したデータ量共

有回線群を構成する他の契約者回線、ＬＴＥ契約者回線又は

他網契約者回線に係るａｕＩＤと異なるとき。 

(エ) その申出が新たにデータ量共有回線群を構成する申出で

あって、そのデータ量共有回線群を構成する契約者回線、Ｌ

ＴＥ契約者回線又は他網契約者回線に係るａｕＩＤと同一の

ａｕＩＤの契約者回線、ＬＴＥ契約者回線又は他網契約者回

線により構成されるデータ量共有回線群の数が２以上となる
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とき。 

(オ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

キ オの申出があった場合のほか、ナンバーシェア機能の提供を

開始した場合は、そのナンバーシェア主回線及びナンバーシェ

ア副回線について、同一のデータ量共有回線群を指定した本共

有適用の申出があったものとみなして取扱います。 

ク 本共有適用の開始は、オの申出を当社が承諾し、必要な登録

を完了した時点からとします。 

ケ 当社は、ａｕ約款に定めるところにより、次の事由が生じた

場合、その事由が生じた時点の、その契約者回線が所属するデ

ータ量共有回線群のデータ共有回線に係る解除有効期間又は利

用可能期間（ＬＴＥ約款に定めるＬＴＥデータプリペイドに係

るものをいいます。以下同じとします｡)のうち、最長のもの

を、そのデータ共有回線（５Ｇサービス又はＬＴＥサービスに

係るものに限ります｡)に係る解除有効期間として取り扱いま

す。 

(ア) その契約者回線について、本共有適用を開始したとき。 

(イ) その契約者回線が所属するデータ量共有回線群におい

て、データ量共有回線の追加があったとき。 

(ウ) その契約者回線が所属するデータ量共有回線群におい

て、データ総量速度規制の一時解除に係る購入データ量の登

録があり、その登録に係るデータ総量速度規制の一時解除が

行われたとき。 

(エ) その契約者回線が所属するデータ量共有回線群におい

て、前払いデータ通信料の登録又はデータ証票の登録が行わ

れたとき。 

コ 当社は、契約者から本共有適用を廃止する申出があった場合

のほか、その契約者回線について、次のいずれかに該当する場

合には、本共有適用を廃止します。 

(ア) ５Ｇサービス利用権の譲渡があったとき。 

(イ) 契約者の地位の承継があったとき。 

(ウ) ５Ｇサービスの利用の一時休止があったとき 

(エ) ５Ｇ契約の解除があったとき。 

(オ) データ通信総量速度規制の一時解除の適用の廃止があっ

たとき。 

(カ) その契約者回線に係るａｕＩＤが、その契約者回線が所

属するデータ量共有回線群を構成する他の契約者回線、ＬＴ

Ｅ契約者回線又は他網契約者回線に係るａｕＩＤと異なるこ

ととなったとき。 

サ コの規定により、本共有適用を廃止する場合における取扱い

については、次表のとおりとします。 

区分 本共有適用 

１ ２以外により本共有適用を

廃止したとき。 

その事由が生じた時点までの

データ通信について、本共有

適用の対象とします。 
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２ コの(ウ)、(エ)又は(オ)に

より本共有適用を廃止したと

き。 

その事由が生じた日までのデ

ータ通信について、本共有適

用の対象とします。 

シ ア及びイの規定にかかわらず、段階定額制適用回線について

本共有適用又は特定共有適用の廃止があった場合、そのデータ

量共有回線群に係る共有総量速度規制データ量は、その廃止が

あった時点の共有累計課金対象データ量に係る段階定額制の定

額料の区分に定めるデータ量の最大値とします。 

ス コの規定により、本共有適用を廃止した場合、その契約者回

線について、共有総量速度規制残データ量、共有繰越残データ

量及び共有購入残データ量を無効とし、その廃止のあった時点

の総量速度規制残データ量、繰越残データ量及び購入残データ

量を０とします。 

ただし、段階定額制適用回線について本共有適用又は特定共

有適用の廃止があった場合は、これによらず、(４)又は相当規

定に定めるところによります。 

セ スの規定にかかわらず、その契約者回線に係る本共有適用を

廃止することにより、その契約者回線が所属するデータ量共有

回線群を構成するデータ量共有回線の数が０となる場合は、そ

の共有総量速度規制残データ量、共有繰越残データ量及び共有

購入残データ量をその契約者回線に係る総量速度規制残データ

量、繰越残データ量及び購入残データ量として取り扱います。 

ソ 本共有適用に関するその他の提供条件については、当社が別

に定めるところによります。 

(13) データ証票に

係る取扱い 

（データプレゼ

ント） 

ア 当社は、別に定めるところにより、データ証票（当社が別に

定める方法により登録を行った場合に、データ通信総量速度規

制の一時解除に係る購入データ量として利用できるデータ量を

得ることができる証票をいいます。以下同じとします｡)を発行

します。 

イ ５Ｇデュアルの契約者回線（データ通信総量速度規制の一時

解除を選択しているものに限ります。以下この欄において同じ

とします｡)の契約者は、当社が別に定める方法により、(ア)か

ら(ウ)に定める取扱い（以下この欄において「本取扱い」とい

ます｡)を受けることができます。 

(ア) データ証票を購入し、それを他の契約者回線等（その契

約者回線に係るａｕＩＤと異なるａｕＩＤの契約者回線、Ｌ

ＴＥ契約者回線又はＫＤＤＩ株式会社の他網契約者回線であ

って、５Ｇサービス又はＬＴＥサービス（それぞれの５Ｇ約

款又はＬＴＥ契約約款に定めるデータ通信総量速度規制の一

時解除を選択しているものに限ります｡)若しくはＬＴＥデー

タプリペイドに係るものをいいます。以下この欄において同

じとします｡)の契約者に譲渡すること。 

(イ) 当社又は他の契約者回線等の契約者からデータ証票を譲

り受けること。 

(ウ) 譲り受けたデータ証票を他の契約者回線等の契約者に譲
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渡すること。 

ウ 購入残データ量（共有回線群に係るデータ量共有適用を受け

ている場合は、その契約者回線が所属するデータ量共有回線群

に係る共有購入残データ量とします。以下この欄において同じ

とします｡)が 16,106,127,360 バイト（15 ギガバイト）以上であ

る場合、新たに登録したデータ証票（当社又はＫＤＤＩ株式会

社が有料で販売したものを除きます｡)に係るデータ量は、購入

残データ量に加算しません。 

エ 当社が発行するデータ証票の販売額及び利用期限等、データ

証票を登録した場合に利用することができるデータ量、そのデ

ータ量に係る有効日数及び利用可能日数並びに本取扱いに関す

るその他の提供条件については、当社が別に定めるところによ

ります。 

(14) データ通信料

の減免 

ａｕ（５Ｇ）通信サービスに関する問合せ又は申込み等のために

行われるデータ通信（５Ｇ ＮＥＴ機能又は５Ｇ ＮＥＴ ｆｏ

ｒ ＤＡＴＡ機能の提供を受けている契約者回線と当社が別に定

める電気通信設備との間の通信であって、当社が別に定めるもの

に限ります｡)については、その料金の支払いを要しません。 
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２ 料金額 

    

２－１ ５Ｇサービスに係るもの 

１課金対象データごとに 

区分 料金額 

データ通信料 税抜額 0.6 円(税込額 0.66 円)
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第４ 削除 
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第５ 手続きに関する料金 

１ 適用 

手続きに関する料金の適用については、第 60 条（手続きに関する料金の支払義務）

の規定によるほか、次のとおりとします。 

手続きに関する料金の適用 

(１) 手続きに関

する料金の適

用 

手続きに関する料金は、次のとおりとします。 

 

区分 内容 

契約事務手数料 ５Ｇ契約の申込みをし、その承諾を受けた

ときに支払いを要する料金 

番号登録手数料 電話番号の登録等を要する請求をし、その

承諾を受けたときに支払いを要する料金 

システム登録手数

料 

工事又はサービス取扱所に設置された交換

設備の登録等（当社が別に定めるものを除

きます。以下同じとします｡)を要する請求

をし、その承諾を受けたときに支払いを要

する料金 

契約移行手数料 

 

５Ｇ契約の申込みをし、その承諾を受けた

場合であって、その５Ｇ契約が契約移行に

より締結されたものであるとき又は５Ｇサ

ービスの種類の変更を請求し、その承諾を

受けたときに支払いを要する料金 

ａｕＩＣカード発

行手数料 

ａｕＩＣカードの貸与を請求し、その承諾

を受けたときに支払いを要する料金 

ａｕＩＣカード再

発行手数料 

ａｕＩＣカードの紛失、盗難又は毀損その

他の理由により新たなａｕＩＣカードの貸

与を請求し、その承諾を受けたときに支払

いを要する料金 

ｅＳＩＭ発行手数

料 

ｅＳＩＭの発行を請求し、その承諾を受け

たときに支払いを要する料 

ｅＳＩＭ再発行手

数料 

ｅＳＩＭの紛失、盗難又は毀損その他の理

由により新たなｅＳＩＭの発行を請求し、

その承諾を受けたときに支払いを要する料

金 

料金取扱い変更手

数料 

 

５Ｇサービスの種類の変更を伴う申出等を

行い、その承諾を受けたときに支払いを要

する料金 

５Ｇサービス利用

権利用権譲渡手数

料 

５Ｇサービス利用権の譲渡を請求し、その

承諾を受けたときに支払いを要する料金 

ユーザグループ登

録手数料 

別表１（オプション機能）９欄に規定する

ユーザグループの登録を要する請求をし、

その承諾を受けたときに支払いを要する料

金 
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内線番号登録手数

料 

内線番号（別表１（オプション機能）９欄

に規定するものをいいます。以下同じとし

ます｡)の登録を要する請求をし、その承諾

を受けたときに支払いを要する料金 

内線番号変更手数

料 

内線番号（その契約者回線に係るものに限

ります｡)の変更を要する請求をし、その承

諾を受けたときに支払いを要する料金 

ログインＩＤ登録

手数料 

ログインＩＤの登録を要する請求をし、そ

の承諾を受けたときに支払いを要する料金 

  

(２) 契約事務手

数料の適用 

ア 契約者は、その５Ｇ契約の申込みが、契約変更、契約移行若し

くは番号移行に係るもの又はその他当社が別に定めるものに該当

するときは、契約事務手数料の支払いを要しません。 

イ その５Ｇ契約（基本使用料の料金種別がモバイルルータープラ

ン ５Ｇ又はルーターフラットプラン 80のものに限ります｡)の

申込みが、第１（基本使用料等）１（適用）(19)の２の適用を受

けることとなる固定代替回線としての指定と同時に行われたもの

であるときは、契約事務手数料の支払いを要しません。 

(３) 番号登録手

数料の適用 

ア １の契約に係る請求により同時に２以上の電話番号の登録等を

行う場合は、これを１の電話番号の登録等とみなして番号登録手

数料を適用します。 

イ  第４表（付随サービスに関する料金等）に規定する空き電話番

号検索手数料と同時に支払いを要する場合の番号登録手数料の額

は、２（料金額）の規定にかかわらず、１登録等ごとに税抜額

1,700 円(税込額 1,870 円)とします。 

ウ 契約事務手数料若しくは契約移行手数料の支払いを要する場

合、又は第 12 条（５Ｇサービスの利用の一時中断）第２項に規

定により一時休止を行うため若しくは一時休止の再利用を行うた

めの電話番号の登録等については、番号登録手数料の支払いを要

しません。 

(４) システム登

録手数料の適

用 

ア １の契約に係る請求により同時に２以上の工事又は交換設備の

登録等を行う場合は、これを１の工事又は交換設備の登録等とみ

なしてシステム登録手数料を適用します。 

イ 契約事務手数料、番号登録手数料若しくは契約移行手数料の支

払いを要する場合又は一時休止の再利用若しくは一時中断の再開

を行うための交換設備の登録等については、システム登録手数料

の支払いを要しません。 

(５) 契約移行手

数料の適用 

契約移行手数料は、５Ｇサービスの種類の変更（端末設備の変更に

係る請求と同時に行われたものに限ります｡)を請求し、その承諾を

受けた場合には、その支払いを要しません。  

(６) ａｕＩＣカ

ード発行手数

料及びｅＳＩ

Ｍ発行手数料

の適用 

ａｕＩＣカード発行手数料及びｅＳＩＭ発行手数料は、５Ｇ契約の

申込みがあった場合又は端末設備の変更に係る請求と同時に行われ

たものである場合は、その支払いを要しません。 
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(７) 料金取扱い

変更手数料の

適用 

料金取扱い変更手数料は、(１)の本料金の内容の欄に定める申出等

を行い、承諾を受けた回数の合計が１の料金月において３に満たな

い場合は、その支払いを要しません。 

(８) ５サービス

利用権譲渡手

数料の適用 

ア ５サービス利用権譲渡手数料は、その５Ｇサービス利用権を譲

り受けようとする者に支払っていただきます。 

イ ５Ｇサービス利用権を譲り受けようとする者と譲渡しようとす

る者との関係が当社が別に定める基準に適合する場合の５Ｇサー

ビス利用権ＬＴＥサービス利用権の譲渡については、５Ｇサービ

ス利用権譲渡手数料の支払いを要しません。 

(９) ユーザグル

ープ登録手数

料の適用 

別表１（オプション機能）に規定する番号変換機能の提供を受けて

いる契約者回線の契約者は、その料金月の末日又はユーザグループ

廃止日においてユーザグループ代表者である場合、そのユーザグル

ープの登録手数料について、２（料金額）に規定するユーザグルー

プ登録手数料の支払いを要します。 

(10) 内線番号登

手数料及び内

線番号変更手

数料の適用 

ア ２（料金額）に規定する内線番号登録手数料（その契約者回線

に係るものに限ります｡)及び内線番号変更手数料については、そ

の料金月の末日又はユーザグループ廃止日においてユーザグルー

プ代表者である者に、当社が指定する方法により請求します。こ

の場合、番号変換機能の提供を受けている契約者回線の契約者

は、その手数料その他の債務に係る支払義務を免れるものではあ

りません。 

イ 別表１（オプション機能）９欄に規定する番号変換機能の提供

を受けている契約者回線の契約者は、その料金月の末日又はユー

ザグループ廃止日においてユーザグループ代表者である場合、当

該料金月に行われた内線番号（電話会議サービスに係る電気通信

回線に係るものに限ります｡)の登録について、２（料金額）に規

定する内線番号登録手数料の支払いを要します。 

(11) 番号変換文

字メッセージ

受信機能に係

るログインＩ

Ｄ登録手数料

の適用 

ログインＩＤ登録手数料は、そのログインＩＤに係るログインＩＤ

利用者に、当社が指定する方法により請求します。この場合、番号

変換文字メッセージ受信機能の提供を受けている契約者回線の契約

者は、その手数料その他の債務に係る支払義務を免れるものではあ

りません。 

(12) 手続きに関

する料金の適

用除外又は減

額適用 

当社は、２（料金額）の規定にかかわらず、この約款において別段

の定めがある場合には、その定めるところにより、又は手続きの態

様等を勘案して別に定めるところにより、手続きに関する料金の適

用を除外し、又はその料金額を減額して適用することがあります。

 

２ 料金額 

 

料金種別 単位 
料金額 

税抜額(税込額) 

契約事務手数料 １契約ごとに 3,000 円(3,300 円)

番号登録手数料 １登録等ごとに 2,000 円(2,200 円)

システム登録手数料 １請求ごとに 1,500 円(1,650 円)
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ａｕＩＣカード発行手数料 １請求ごとに 2,000 円(2,200 円)

ａｕＩＣカード再発行手数料 １請求ごとに 2,000 円(2,200 円)

ｅＳＩＭ発行手数料 

 (１) 下記以外の場合 

 (２) 当社所定のアプリケーシ

ョン又はＷＥＢサイトにて

手続きを行った場合 

 

１請求ごとに 

１請求ごとに 

2,000 円(2,200 円)

400 円(440 円)

ｅＳＩＭ再発行手数料 

 (１) 下記以外の場合 

 (２) 当社所定のアプリケーシ

ョン又はＷＥＢサイトにて

手続きを行った場合 

 

１請求ごとに 

１請求ごとに 

2,000 円(2,200 円)

400 円(440 円)

契約移行手数料 １契約ごとに 3,000 円(3,300 円)

料金取扱い変更手数料 １請求ごとに 1,000 円(1,100 円)

５Ｇサービス利用権譲渡手数料 １請求ごとに 2,700 円(2,970 円)

ユーザグループ登録手数料 １ユーザグループごとに 10,000 円(11,000 円)

内線番号登録手数料 

(１) その契約者回線に係るもの

(２) 電話会議サービスに係る電

気通信回線に係るもの 

 

１の内線番号の登録ごとに

１の内線番号の登録ごとに

 

1,000 円(1,100 円)

300 円(330 円)

内線番号変更手数料 １の内線番号の変更ごとに 1,000 円(1,100 円)

ログインＩＤ登録手数料 １のログインＩＤの登録ご

とに 

1,000 円(1,100 円)

 

（注）上記の額に配送実費相当額を加算します。 
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 第６ ユニバーサルサービス料 

  １ 適用 

    ユニバーサルサービス料の適用については、第 61 条（ユニバーサルサービス料の支

払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。 

ユニバーサルサービス料の適用 

ユニバーサルサー

ビス料の適用 

ア ユニバーサルサービス料の計算は、料金月単位で行います。 

イ ５Ｇ契約者は、その料金月の末日において、その契約を締結し

ている場合、２（料金額）に定めるユニバーサルサービス料の支

払を要します。 

  ただし、以下の場合は、この限りではありません。 

(ア) その料金月の末日にその５Ｇ契約の解除があったとき。 

(イ) そのａｕ（５Ｇ）通信サービスに係る電話番号が、電気通

信番号規則別表第３号に規定する電気通信番号であるとき。 

ウ ユニバーサルサービス料については、日割りは行いません。 

 

  ２ 料金額 

区分 料金額（月額） 

ユニバーサルサービス料 ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホー

ムページに規定する「ユニバーサルサービス料」の額 

(注) ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです。 

https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/universal/ 
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 第７ 電話リレーサービス料 

  １ 適用 

    電話リレーサービス料の適用については、第 61 条の２（電話リレーサービス料の支

払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。 

電話リレーサービス料の適用 

電話リレーサービ

ス料の適用 

ア 電話リレーサービス料の計算は、料金月単位で行います。 

イ ５Ｇ契約者は、その料金月の末日において、その契約を締結し

ている場合、２（料金額）に定める電話リレーサービス料の支払

を要します。 

  ただし、以下の場合は、この限りではありません。 

(ア) その料金月の末日にその５Ｇ契約の解除があったとき。 

(イ) そのａｕ（５Ｇ）通信サービスに係る電話番号が、電気通

信番号規則別表第３号に規定する電気通信番号であるとき。 

ウ 電話リレーサービス料については、日割りは行いません。 

 

  ２ 料金額 

区分 料金額（月額） 

電話リレーサービス料 電話リレーサービス制度について定めた当社のホーム

ページに規定する「電話リレーサービス料」の額 

(注) 電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです。 

https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/telephonerelay/ 
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第２表 工事費 

 

    工事費は別に算定する実費とします。 
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第３表 証明手数料 

   

    １契約ごとに  税抜額 300 円(税込額 330 円) 
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第４表 付随サービスに関する料金等 

  

第１  通信明細書の発行手数料 

１ 適用 

通信明細書発行手数料の適用については、別記２(１)の規定によるほか、次のとお

りとします。 

通信明細書発行手数料の適用 

 

(１) ａｕ一括請

求グループに

係る通信明細

書発行手数料

の取扱い 

ア 当社は、ａｕ一括請求グループ（料金その他の債務が一括して

請求される当社又はＫＤＤＩ株式会社が提供する携帯電話サービ

ス（ｐｏｖｏ1.0 約款に定めるｐｏｖｏ1.0 通信サービス、ｐｏ

ｖｏ2.0 約款に定めるｐｏｖｏ2.0 通信サービス及びＵＱｍⅠ約

款に定めるＵＱｍｏｂｉｌｅ通信サービスを除きます｡)に係る電

気通信回線により構成される回線群であって、その全てが同一の

契約者に係るものに限ります。以下同じとします｡)を構成する電

気通信回線（ａｕ約款又はＵＱｍⅡ約款に定める通信明細書の発

行の取扱いを受けているものに限ります｡)の数が 50 以上である

ものについて、その一括請求グループに係る５Ｇ契約者から請求

があったときは、２（料金額）の規定にかかわらず、次表に規定

する料金額を適用します。 

１ａｕ一括請求グループについて発行１回ごとに

料金額 

税抜額 5,000 円(税込額 5,500 円) 

イ 当社は、アの適用にあたり、その料金額の請求先となる１の電

気通信回線（以下この欄において「一括請求代表回線」といいま

す｡)を当社が別に定める方法により指定します。 

ウ 一括請求代表回線の５Ｇ契約者は、アに定める料金額の支払い

を要します。 

エ 当社は、契約者を単位とする基本使用料割引Ⅰ、契約者を単位

とする通話料の月極割引又は特定加入電話からの通話に係る通話

料の割引に係る割引選択回線群を構成するａｕ一括請求グループ

について、アの取扱いを適用するときは、その割引選択回線群を

構成する他の全てのａｕ一括請求グループについても、５Ｇ契約

者からアの取扱いの請求があったものとみなして取り扱います。

オ  当社は、アの適用を受けているａｕ一括請求グループにおい

て、その料金月に通信明細書の発行の取扱いを受けている電気通

信回線の数が 50 未満となったときは、アの規定を適用しませ

ん。 

(２) 通信明細書

発行手数料の

取扱い 

５Ｇ契約者は、当社が別に定める方法により専用のＷＥＢサイト上

で閲覧する通信明細書の発行の請求を行ったときは、通信明細書発

行手数料の支払いを要しません。 

 

２ 料金額 

区分 単位 料金額 
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通信明細書発行手数料 １契約について発行１回ご

とに 

税抜額 100 円

(税込額 110 円)

 

第２ 分計請求書発行手数料 

１ 適用 

  分計請求書発行手数料の適用については、別記２(２)の規定によるほか、次のとお

りとします。 

分計請求書発行手数料の適用 

(１) ａｕ一括請

求グループに

係る分計請求

書発行手数料

の取扱い 

 当社は、ａｕ一括請求グループを構成する電気通信回線（ａｕ約

款に定める分計請求書発行サービスの提供を受けているものに限

ります｡)の数が 50 以上であるものについて、そのａｕ一括請求

グループに係る５Ｇ契約者から請求があったときは、２（料金

額）の規定にかかわらず、次表に規定する料金額を適用します。

１ａｕ一括請求グループについて発行１回ごとに

料金額 

税抜額 5,000 円(税込額 5,500 円) 

イ 当社は、アの適用にあたり、その料金額の請求先となる１の電

気通信回線（以下この欄において「一括請求代表回線」といいま

す｡)を当社が別に定める方法により指定します。 

ウ 一括請求代表回線の５Ｇ契約者は、アに定める料金額の支払い

を要します。 

エ 当社は、契約者を単位とする基本使用料割引Ⅰ、契約者を単位

とする通話料の月極割引又は特定加入電話からの通話に係る通話

料の割引に係る割引選択回線群を構成するａｕ一括請求グループ

について、アの取扱いを適用するときは、その割引選択回線群を

構成する他の全てのａｕ一括請求グループについても５Ｇ契約者

からアの取扱いの請求があったものとみなして取り扱います。 

 

オ 当社は、アの適用を受けているａｕ一括請求グループにおい

て、その料金月に分計請求書発行サービスの提供を受けている電

気通信回線の数が 50 未満となったときは、アの規定を適用しま

せん。 

 

  ２ 料金額 

区分 単位 料金額 

分計請求書発行手数料 １契約について発行１回ご

とに 

 税抜額 100 円

(税込額 110 円)

 

第３  支払証明書等発行手数料 

１ 適用 

  支払証明書等発行手数料の適用については、別記２(１)の規定によるほか、次のと

おりとします。 

支払証明書等発行手数料の適用 

支払証明書等発行 当社は、２（料金額）の規定にかかわらず、支払証明書等の発行の
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手数料の適用除外

又は減額適用 

態様等を勘案して別に定めるところにより、支払証明書等発行手数

料の適用を除外し、又はその料金額を減額して適用することがあり

ます。 

                                             

２ 料金額 

区分 単位 料金額 

支払証明書等発行手数料 支払証明書等の発行１回ご

とに 

 税抜額 400 円

(税込額 440 円)

(注) 支払証明書等の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代及び郵

送料が必要な場合があります。 

 

第４  利用料金証明書発行手数料 

１ 適用 

  利用料金証明書発行手数料の適用については、別記２(１)の規定によるほか、次の

とおりとします。 

利用料金証明書発行手数料の適用 

利用料金証明書発

行手数料の適用除

外又は減額適用 

当社は、２（料金額）の規定にかかわらず、利用料金証明書の発行

の態様等を勘案して別に定めるところにより、利用料金証明書発行

手数料の適用を除外し、又はその料金額を減額して適用することが

あります。 

                                             

２ 料金額 

区分 単位 料金額 

利用料金証明書発行手数料 利用料金証明書の発行１回

ごとに 

 税抜額 400 円

(税込額 440 円)

(注) 利用料金証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、郵送料が必

要な場合があります。 

 

第５ 請求書の発行手数料        

 

  当社のＷＥＢｄｅ請求書ご利用規約に定めるところによります。 

 

第６ 払込取扱票発行等手数料 

１ 適用 

払込取扱票発行等手数料の適用については、別記２(３)の規定によるほか、次のと

おりとします。 

払込取扱票発行等手数料の適用 

払込取扱票発行等

手数料の適用 

ＬＴＥ契約者は、その契約者回線について、以下のいずれかに該当

する場合、２（料金額）の規定にかかわらず、払込取扱票発行等手

数料の支払いを要しません。 

(１) その契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認め

るものを含みます｡)であるとき。 

(２) 第２（通話料）１（適用）(13)の適用を受けているとき。 
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(３) その他当社が別に定める条件に該当するとき。 

 

２ 料金額 

区分 単位 料金額 

払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごと

に 

税抜額 100 円

(税込額 110 円)

 

第７ 窓口取扱等手数料 

１ 料金額 

区分 単位 料金額 

窓口取扱等手数料 

（窓口取扱手数料） 

払込取扱票及び書面請求書

の発行１回ごとに 

税抜額 300 円

(税込額 330 円)

 

第８  空き電話番号の検索手数料 

区分 単位 料金額 

空き電話番号検索手数料 １検索ごとに  税抜額 300 円

(税込額 330 円)

 

第９ 料金安心サービスに関する料金 

１ 適用 

料金安心サービスに関する料金の適用については、別記２(10)の規定によるほか、

次のとおりとします。 

料金安心サービスに関する料金の適用 

料金安心サービス

（限度額設定コー

スに限ります｡)に

関する料金の適用 

ア 料金安心サービス（限度額設定コースに限ります｡以下この欄

において同じとします｡)に関する料金については、その料金月に

おいて、別記２(11)に定める概算額が限度額を超えず別記２(11)

に定める利用防止措置が行われない場合であっても、その支払い

を要します。 

イ 料金安心サービスに関する料金については、日割りを行いませ

ん。 

ウ 当社は、料金安心サービスの提供の請求があった場合であっ

て、その請求がＬＴＥ契約（そのＬＴＥ契約者回線について、料

金安心サービスに相当するサービス（以下この欄において「ＬＴ

Ｅ料金安心サービス」といいます｡)の提供を受けているものに限

ります｡)からの契約移行と同時に行われたものであるとき（その

契約移行のあった日からその料金月の末日までの間に、新たに契

約移行があった場合を除きます｡)は、契約移行のあった日を含む

料金月の料金安心サービスに関する料金について、契約移行のあ

った日を含む料金月の初日（その料金月において、ＬＴＥ料金安

心サービスの提供の開始があった場合は、その日とします｡)か

ら、料金安心サービスの提供があったものとみなして取り扱いま

す。 

エ 契約移行があった場合であって、その契約移行と同時に、契約

移行後のＬＴＥ契約者回線について、ＬＴＥ料金安心サービス」
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の提供の請求があったときは、契約移行のあった日を含む料金月

の料金安心サービスに関する料金については、当社のＬＴＥ約款

の規定（ウに相当するものをいいます｡)に定めるところによりま

す。 

 

２ 料金額 

区分 単位 料金額 

料金安心サービス（限度額

設定コースに限ります｡) 

１契約ごとに月額 税抜額 100 円

(税込額 110 円)

 

第 10 番号移行手数料 

１ 適用 

番号移行手数料の適用については、別記２(12)の規定によるほか、次のとおりとし

ます。 

番号移行手数料の適用 

(１) 番号移行手

数料の適用 

契約者は、その５Ｇ契約の解除に伴い、番号移行（別記２(12)に定

めるものをいいます。以下同じとします｡)を希望する旨の申出を行

う場合、２（料金額）に定め番号移行手数料の支払いを要します。

(２) 番号移行手

数料の適用除

外 

当社は、(１)の規定にかかわらず、ａｕ（５Ｇ）通信サービスの種

類、契約の解除に係る手続きの態様等を勘案して別に定めるところ

により、その料金の適用を除外し、又はその料金額を減額して適用

することがあります。 

  

２ 料金額 

区分 単位 料金額 

番号移行手数料 １の請求ごとに 税抜額 3,000 円

(税込額 3,300 円)

  

第 11  情報保管サービス利用料 

１ 適用 

  情報保管サービス利用料の適用については、別記２(19)の規定によるほか、次のと

おりとします。 

情報保管サービス

利用料の取扱い 

当社は、料金月の起算日以外の日に、情報保管サービスの適用の開

始又は廃止があったときは、情報保管サービス利用料の支払いを要

する日数に応じて、２（料金額）に規定する料金額を日割りしま

す。この場合、日割りした額に１円未満の端数が生じた場合は、そ

の端数を切り捨てます。 

 

２ 料金額 

区分 単位 料金額 

情報保管サービス利用料 １契約ごとに月額 税抜額 372 円

(税込額 409.2 円)

 

第 12 ａｕスマートサポート接続サービス利用料 



 - 料デ 45 -

１ 適用 

ａｕスマートサポート接続サービス利用料の適用 

(１) ａｕスマー

トサポート接

続サービス利

用料の取扱い 

ア 当社は、その５Ｇ契約者について、当社の「ａｕスマートサポ

ート会員利用規約」に定めるａｕスマートサポートの提供を受け

るための契約（以下「ａｕスマートサポート会員契約」といいま

す｡)の締結（そのａｕスマートサポート会員契約が終了した後、

新たに締結する場合を含みます｡)があった日（以下「ａｕスマー

トサポート会員契約締結日」といいます｡)を含む料金月につい

て、２（料金額）に規定する料金額に代えて、次表に規定する料

金額を適用します。 

１契約ごとに

料金額 

税抜額 3,000 円(税込額 3,300 円) 

イ ａｕスマートサポート接続サービス（別記２(20)に定める取扱

いをいいます。以下同じとします｡)の提供を受けている５Ｇ契約

者は、２（料金額）の規定にかかわらず、会員契約締結日を含む

料金月の翌料金月から起算して２料金月の間、ａｕスマートサポ

ート接続サービス利用料の支払いを要しません。 

ウ 当社は、料金月の起算日以外の日に、ａｕスマートサポート接

続サービスの提供の開始又は廃止があったときは、ａｕスマート

サポート接続サービス利用料の支払いを要する日数に応じて、２

（料金額）に規定する料金額を日割りします。この場合におい

て、日割りした額に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を

切り捨てます。 

  ただし、アに規定する料金額については、日割りを行いませ

ん。 

エ 当社は、ａｕスマートサポート接続サービスの提供の開始が、

ＬＴＥ契約（そのＬＴＥ契約者がａｕスマートサポート接続サー

ビスに相当するサービス（以下この欄において「相当サービス」

といいます｡)の提供を受けているものに限ります｡)からの契約移

行と同時に行われたものであるとき（その契約移行のあった日か

らその料金月の末日までの間に、新たに契約移行があった場合を

除きます｡)は、契約移行のあった日を含む料金月のａｕスマート

サポート接続サービス利用料について、契約移行のあった日を含

む料金月の初日（その料金月において、相当サービスの提供の開

始があった場合は、その日とします｡)から、ａｕスマートサポー

ト接続サービスの提供があったものとみなして取り扱います。 

オ 契約移行があった場合であって、その契約移行と同時に、その

ＬＴＥ契約者について相当サービスの提供の開始があったとき

は、契約移行のあった日を含む料金月のａｕスマートサポート接

続サービス利用料については、当社のＬＴＥ約款の規定（エに相

当するものをいいます｡)に定めるところによります。 

(２) ａｕスマー

トサポート接

続サービス利

５Ｇ契約者は、ａｕスマートサポート会員契約の申込みを行い当社

から承諾を受けた場合（その申込みに際し、次表に定める適用条件

を全て満たす場合に限ります｡)、そのａｕスマートサポート会員契
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用料の減額適

用 

約締結日を含む料金月について、ａｕスマートサポート接続サービ

ス利用料の支払いを要しません。 

適用条件 

ア その５Ｇサービスの利用月数が 109 ヶ月以上であること。 

イ その契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認める

ものを含みます｡)以外であること。 

ウ その契約者回線について、この取扱いの適用を受けたことが

ないこと。 

  

 

２ 料金額 

区分 単位 料金額 

ａｕスマートサポート接続

サービス利用料 

１契約ごとに月額 税抜額 380 円

(税込額 418 円)
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